
甲 第 ２ ０ 号 議 案 

   地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定について 

 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のよう

に制定するものとする。 

令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （岡山市水道事業及び岡山市工業用水道事業の設置等に関する条例等の一部改正） 

第１条 次に掲げる条例の規定中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８

第８項」に改める。 

(1) 岡山市水道事業及び岡山市工業用水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年市条

例第６０号）第７条 

(2) 岡山市病院事業の設置等に関する条例（平成１２年市条例第４７号）第１１条 

(3) 岡山市市場事業の設置等に関する条例（平成１３年市条例第６３号）第６条 

(4) 岡山市下水道事業の設置等に関する条例（平成２１年市条例第７６号）第６条 

 （市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正） 

第２条 市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和２年市条例第１号）の一部

を次のように改正する。 

  本則中「第２４３条の２第１項」を「第２４３条の２の７第１項」に，「第２４３条

の２の２第３項」を「第２４３条の２の８第３項」に改める。 

   附 則 

この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 



 

提案理由 

  地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い，所要の措置を講ずるため，関係条例の

一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ２ １ 号 議 案 

   岡山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 

条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 

条例の一部を改正する条例 

 岡山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例（平成

２７年市条例第７２号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に改

め，同条第３項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に，

「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に，「当該特定個人情

報」を「当該利用特定個人情報」に改め，同条第４項中「前２項」を「第２項」に改める。 

 別表第１に次のように加える。 

４ 

市長 

岡山市子ども医療費給付条例（昭和４８年市条例第４７号）による医療費の

給付に関する事務であって規則で定めるもの 

 別表第２の３の項を次のように改める。 

３ 

市長 

児童福祉法による障害児通所給付

費，特例障害児通所給付費，高額

障害児通所給付費，障害児相談支

援給付費若しくは特例障害児相談

支援給付費の支給又は障害福祉サ

外国人生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 



ービスの提供に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

 別表第２の７の項を次のように改める。 

７ 

市長 

精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律による費用の徴収に関す

る事務であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 

 別表第２の８の項中「地方税関係情報」を「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）そ

の他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎と

なる事項に関する情報（以下「地方税関係情報」という。）」に改め，同表９の項を次の

ように改める。 

９ 

市長 

地方税法その他の地方税に関する

法律及びこれらの法律に基づく条

例又は森林環境税及び森林環境譲

与税に関する法律（平成３１年法

律第３号）による地方税又は森林

環境税の賦課徴収に関する事務で

あって規則で定めるもの 

児童福祉法による児童及びその家庭について

の調査及び判定に関する情報であって規則で

定めるもの 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２

号）又は高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号）による医療に関

する給付の支給又は保険料の徴収に関する情

報（以下「医療保険給付関係情報」とい

う。）であって規則で定めるもの 

介護保険給付等関係情報であって規則で定め

るもの 

外国人生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 

 別表第２の２３の項中「支給」の次に「，地域支援事業の実施」を加え，同表２９の項

を次のように改める。 

２９ 

市長 

岡山市心身障害者医療費給付条例

による医療費の給付に関する事務

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給

付等関係情報であって規則で定めるもの 



であって規則で定めるもの 児童福祉法による児童及びその家庭について

の調査及び判定に関する情報又は障害者関係

情報であって規則で定めるもの 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律による自立支援給付の支給

に関する情報であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定めるもの 

医療保険給付関係情報であって規則で定める

もの 

外国人生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 

   附 則 

この条例は，公布の日から施行する。ただし，第４条第１項及び第３項の改正規定は，

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正

する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第２の主

務省令で定める事務及び情報を定める命令（平成２６年内閣府・総務省令第７号）の一部

改正に伴い，個人番号の利用の範囲を改める等のため，本条例の一部を改正しようとする

ものである。 



甲 第 ２ ２ 号 議 案 

   職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

 職員の服務の宣誓に関する条例（昭和２６年市条例第６号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条中「任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において」を削り，「に

署名捺印」を「を任命権者に提出」に改める。 

 別記１及び別記２中「○印」を削る。 

   附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 職員の服務の宣誓に関し，宣誓書への署名捺印を廃止する等のため，本条例の一部を改

正しようとするものである。 



甲 第 ２ ３ 号 議 案 

   岡山市職員退職手当基金条例の制定について 

 岡山市職員退職手当基金条例を次のように制定するものとする。 

令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市職員退職手当基金条例 

 （設置及び目的） 

第１条 職員の退職手当の財源に充てるため，岡山市職員退職手当基金（以下「基金」と

いう。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は，一般会計歳入歳出予算で定める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は，金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は，必要に応じ，最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は，毎会計年度の当該歳入歳出予算に計上して，基金

に編入するものとする。 

 （処分） 

第５条 基金は，第１条に規定する目的を達成するために要する経費に充てる場合に限り，

処分することができる。 

 （委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか，基金の管理及び処分に関し必要な事項は，市長が



別に定める。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

  職員の定年引上げに係る経過措置の適用期間中における退職手当の財源を安定的に確保

することを目的とした基金を設置するため，本条例を制定しようとするものである。 



 

 

甲 第 ２ ４ 号 議 案 

   岡山市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例の 

制定について 

 岡山市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例を次のように

制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第６条第１項の規定に基づ

き，地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成１９

年法律第４０号。以下「法」という。）第６条に規定する同意基本計画に定められた法

第４条第２項第１号に規定する促進区域（以下「促進区域」という。）内において，地

域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第２６条の地方公

共団体等を定める省令（平成１９年総務省令第９４号。以下「省令」という。）第２条

に規定する対象施設（以下「対象施設」という。）を設置した事業者に係る固定資産税

の課税免除について，岡山市市税条例（昭和２５年市条例第４７号）の特例を定めるも

のとする。 

 （課税免除） 

第２条 市長は，本市の促進区域内において，令和５年１２月２６日から令和７年３月３

１日までに対象施設を設置した法第１４条第１項に規定する承認地域経済牽
けん

引事業者

（令和５年１２月２６日以後に法第１３条第４項又は第７項の規定による承認を受けた

者であって，当該承認地域経済牽引事業者が行う法第２５条に規定する承認地域経済牽

引事業が，省令第１条各号のいずれにも該当するものに限る。）について，当該対象施



 

 

設の用に供する家屋若しくは構築物（当該対象施設の用に供する部分に限るものとし，

事務所等に係るものを除く。）又はこれらの敷地である土地（令和５年１２月２６日以

後に取得したものに限り，かつ，土地については，その取得の日の翌日から起算して１

年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における

当該土地に限る。以下これらを「固定資産」という。）に対して課する固定資産税につ

いて課税免除をする。 

（課税免除の期間） 

第３条 前条の規定による課税免除の期間は，新たに固定資産税が課されることとなった

年度以降３年度分とする。 

（課税免除の申請等） 

第４条 課税免除を受けようとする者は，新たに固定資産税が課されることとなる年度の

初日の属する年の１月１日現在における固定資産について，次に掲げる事項を記載した

申請書を同月３１日までに市長に提出しなければならない。 

 (1) 住所又は所在地 

(2) 氏名又は名称及び代表者氏名 

 (3) 事業の種類 

(4) 固定資産の種類，所在，取得年月日及び取得価格並びに土地にあっては地番，地目，

地積及び家屋の着工（予定）年月日，家屋にあっては種類，構造，床面積，用途及び

竣工（予定）年月日 

(5) その他市長が特に必要と認める事項 

２ 前項の規定による申請をした者は，次の各号のいずれかに該当する場合には，直ちに

市長に届け出なければならない。 

 (1) 前項各号に掲げる事項のいずれかに変更を生じたとき。 

(2) 当該課税免除に係る事業を廃止し，又は休止したとき。 

（課税免除の取消し） 

第５条 市長は，課税免除を受けている者が，次の各号のいずれかに該当する場合には，

その課税免除を取り消すことができる。 

(1) 所得税法（昭和４０年法律第３３号）第１５０条又は法人税法（昭和４０年法律第



 

 

３４号）第１２７条の規定により青色申告の承認を取り消されることとなったとき。 

(2) 課税免除に係る事業を廃止し，若しくは休止したとき又は課税免除に係る事業が休

止の状態にあると認められるとき。 

(3) 偽りその他不正な行為により課税免除を受けたとき。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

 （申請期限の特例） 

２ 新たに固定資産税が課されることとなる年度が令和６年度となる固定資産を取得した

承認地域経済牽引事業者が，この条例の規定による課税免除を受けようとする場合にお

ける第４条第１項の規定の適用については，同項中「同月３１日まで」とあるのは，

「令和６年４月３０日まで」とする。 

 

 

提案理由 

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の規定に基づき，

地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるため，本

条例を制定しようとするものである。 



甲 第 ２ ５ 号 議 案 

岡山市証明事務等手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市証明事務等手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市証明事務等手数料条例の一部を改正する条例 

 岡山市証明事務等手数料条例（平成１２年市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第２条第７号中「による」を「に基づく」に，「磁気ディスク（これに準ずる方法によ

り一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次号及び第９号において同じ。）

をもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部の証明」を「同法第１

２０条第１項，第１２０条の２第１項及び第１２６条の規定に基づく戸籍証明書の交付」

に改め，同条第８号中「による」を「に基づく」に，「磁気ディスクをもって調製された

戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部の証明」を「同法第１２０条第１項，第１

２０条の２第１項及び第１２６条の規定に基づく戸籍証明書の交付」に改め，同条第３０

号中「第１７号」を「第１９号」に改め，同号を同条第３２号とし，同条中第１５号から

第２９号までを２号ずつ繰り下げ，同条第１４号中「による」を「に基づく」に，「の閲

覧書類１件につき」を「を閲覧に供する事務又は同法第１２０条の６第１項の規定に基づ

く届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 １件につき」に改め，同号を同

条第１６号とし，同条第１３号中「による届出」を「に基づく届出」に，「又は同条第２

項」を「，同法第４８条第２項」に，「による届書」を「に基づく届書」に改め，「事

項」の次に「の証明書又は同法第１２０条の６第１項の規定に基づく届書等情報の内容の

証明書」を加え，同号を同条第１５号とし，同条第１２号中「による届出」を「に基づく

届出」に，「又は同条第２項」を「，同法第４８条第２項」に，「による届書」を「に基

づく届書」に，「の交付」を「又は同法第１２０条の６第１項の規定に基づく届書等情報



の内容の証明書の交付」に改め，同号を同条第１４号とし，同条第１１号中「による」を

「に基づく」に改め，同号を同条第１３号とし，同条第１０号中「による」を「に基づ

く」に改め，同号を同条第１２号とし，同条第９号中「による」を「に基づく」に，「磁

気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部の

証明」を「同法第１２０条第１項，第１２０条の２第１項及び第１２６条の規定に基づく

除籍証明書の交付」に改め，同号を同条第１０号とし，同号の次に次の１号を加える。 

(11) 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発

行（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第７条第１項の規定により同

法第６条第１項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提

供用識別符号の発行を行う場合（当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同法第６条

第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた

場合に限る。）における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除

籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事

項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合にお

ける当該発行を除く。） 除籍電子証明書提供用識別符号１件につき ７００円 

 第２条第８号の次に次の１号を加える。 

(9) 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行

（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１号）

第７条第１項の規定により同法第６条第１項に規定する電子情報処理組織を使用する

方法（地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等

を定める省令（平成１２年自治省令第５号）第１条の２に規定する方法に限る。以下

この号及び第１１号において同じ。）により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を

行う場合（当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第６条第１項の規定により同

項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。）におけ

る当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を

行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄

本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。） 戸籍

電子証明書提供用識別符号１件につき ４００円 



附 則 

この条例は，令和６年３月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い，戸籍謄本等の広域交付事

務に関する手数料を定める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 

 



甲 第 ２ ６ 号 議 案 

   岡山市営火葬場条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市営火葬場条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市営火葬場条例の一部を改正する条例 

 岡山市営火葬場条例（昭和３９年市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中第２号を削り，第３号を第２号とする。 

別表第１岡山市西大寺斎場の部を削る。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から起算して２年を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。 

 

 

提案理由 

岡山市西大寺斎場を廃止するため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ２ ７ 号 議 案 

岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例の一部を改正する条例を次のように

制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例（平成１３年市条例第３４号）の一

部を次のように改正する。 

 第１６条第２項中「に掲げる」を「の」に改める。 

 第２２条中「市長が委嘱した」を「市が置く」に，「売春防止法（昭和３１年法律第１

１８号）第３５条第２項の規定に基づき市長が委嘱する婦人相談員」を「困難な問題を抱

える女性への支援に関する法律（令和４年法律第５２号）第１１条第１項の女性相談支援

員」に，「指導」を「援助」に改める。 

 第２３条第２項中「法に基づく一時保護」の次に「（法第３条第３項第３号の一時保護

をいう。以下同じ。）」を加え，同条第３項第１号中「法第１０条第１項各号」を「法第

１０条第１項又は法第１０条の２」に，「に掲げる事項に係る」を「の規定による」に改

める。 

 第２４条第１項中「法第１０条第１項第１号」を「法第１０条第１項」に，「に掲げる

事項に係る保護命令」を「の規定による接近禁止命令の申立てについて」に，「当該保護

命令」を「当該接近禁止命令」に改め，同条第３項中「保護命令」を「退去等命令」に改

める。 

   附 則 



 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第２３条第３項第１号並びに第２４条第１項及び第３項の規定は，この条例

の施行の日以後にされる保護命令の申立てに係る事件について適用し，同日前にされた

保護命令の申立てに係る事件については，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正及び困難な問題を

抱える女性への支援に関する法律の施行に伴い，所要の措置を講ずる等のため，本条例の

一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ２ ８ 号 議 案 

   岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 岡山市国民健康保険条例（昭和３６年市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第１２条の１５中「２２０，０００円」を「２４０，０００円」に改める。 

第１６条第１項第２号中「２９０，０００円」を「２９５，０００円」に改め，同項第

３号中「５３５，０００円」を「５４５，０００円」に改め，同条第３項中「２２０，０

００円」を「２４０，０００円」に改める。 

第１６条の４第３項及び第７項中「２２０，０００円」を「２４０，０００円」に改め

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第１２条の１５，第１６条及び第１６条の４の規定は，令和

６年度以後の年度分の保険料について適用し，令和５年度以前の年度分の保険料につい

ては，なお従前の例による。 

 

提案理由 

 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い，国民健康保険料の賦課限度額及び軽減判定所

得の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ２ ９ 号 議 案 

 岡山市病院及び診療所の人員及び施設等に関する基準を定める条例の一部を 

改正する条例の制定について 

 岡山市病院及び診療所の人員及び施設等に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

 岡山市病院及び診療所の人員及び施設等に関する基準を定める条例の一部を 

改正する条例  

岡山市病院及び診療所の人員及び施設等に関する基準を定める条例（平成２８年市条例

第１４号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項第４号中「栄養士」を「栄養士又は管理栄養士」に改める。 

第４条第１号中「第１５条の２」を「第１５条の３第２項」に改める。 

   附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，第４条第１号の改正規定は，公

布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 医療法施行規則の一部改正に伴い，病院の人員に関する基準を改める等のため，本条例

の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ０ 号 議 案 

   岡山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について 

 岡山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改 

正する条例 

 岡山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条例第

７６号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条第２項第３号及び第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同項第

５号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」に改め，同項第６

号中「第２１条第１項第２号」を「第２１条第２号」に改める。 

 第１４条第５項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第２７条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め，同条第１項中「入院治療を必要と

する入所者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるため」に，「協力病院」を「次

の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす協力医療機関にあって

は，病院に限る。）」に改め，同項に次のただし書及び各号を加える。 

  ただし，複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満

たすこととしても差し支えない。 

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を，

常時確保していること。 

(2) 当該養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を，常



時確保していること。 

(3) 入所者の病状が急変した場合等において，当該養護老人ホームの医師又は協力医療

機関その他の医療機関の医師が診療を行い，入院を要すると認められた入所者の入院

を原則として受け入れる体制を確保していること。 

第２７条中第２項を第６項とし，第１項の次に次の４項を加える。 

２ 養護老人ホームは，１年に１回以上，協力医療機関との間で，入所者の病状が急変し

た場合等の対応を確認するとともに，協力医療機関の名称等を，市長に届け出なければ

ならない。 

３ 養護老人ホームは，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指定医療機関（次項にお

いて「第２種協定指定医療機関」という。）との間で，新興感染症（同条第７項に規定

する新型インフルエンザ等感染症，同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に

規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように

努めなければならない。 

４ 養護老人ホームは，協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合においては，

当該第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症の発生時等の対応について協議を行

わなければならない。 

５ 養護老人ホームは，入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に，当該入

所者の病状が軽快し，退院が可能となった場合においては，再び当該養護老人ホームに

速やかに入所させることができるように努めなければならない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 （協力医療機関との連携に関する経過措置） 

２ 令和９年３月３１日までの間，改正後の第２７条第１項の規定の適用については，同

項中「定めておかなければ」とあるのは，「定めておくよう努めなければ」とする。 

 

 



提案理由 

 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和４１年厚生省令第１９号）の一部改

正に伴い，協力医療機関との連携に関し必要な事項を定める等のため，本条例の一部を改

正しようとするものである。 



甲 第 ３ １ 号 議 案 

   岡山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部    

   を改正する条例の制定について 

 岡山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

   を改正する条例 

 岡山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条

例第７７号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第３２条の２」を「第３２条の３」に改める。 

 第９条第２項第３号及び第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同項第５

号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」に改める。 

第１３条に次の２項を加える。 

８ 特別養護老人ホーム（離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第１項の規定に

より指定された離島振興対策実施地域又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措

置法（令和３年法律第１９号）第２条第２項の規定により公示された過疎地域に所在し，

かつ，入所定員が３０人の特別養護老人ホームに限る。以下この項及び次項において同

じ。）に指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成１１年厚

生省令第３７号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）第１２１条第１項に規定

する指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス等基準」とい



う。）第１２９条第１項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所（以下「指定

短期入所生活介護事業所等」という。）が併設される場合においては，当該指定短期入

所生活介護事業所等の医師については，当該特別養護老人ホームの医師により当該指定

短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは，

これを置かないことができる。 

９ 特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準第９３条第１項に規定する指定通所介

護事業所，指定短期入所生活介護事業所等，指定地域密着型サービスの事業の人員，設

備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域密着型サ

ービス基準」という。）第２０条第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所，指

定地域密着型サービス基準第４２条第１項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護

の事業を行う事業所又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号。以下「指定地域密着型介護予防サービ

ス基準」という。）第５条第１項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護

の事業を行う事業所が併設される場合においては，当該併設される事業所の生活相談員，

栄養士，機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については，当該特別養護老人ホー

ムの生活相談員，栄養士，機能訓練指導員又は調理員，事務員その他の職員により当該

事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは，これを置かないことがで

きる。 

第２３条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て，当該医師及び当該協 

力医療機関」を加え，同条に次の１項を加える。 

２ 特別養護老人ホームは，前項の医師及び協力医療機関の協力を得て，１年に１回以上，

緊急時等における対応方法の見直しを行い，必要に応じて緊急時等における対応方法の

変更を行わなければならない。 

 第２４条第２項中「第３２条の２」を「第３２条の３」に改める。 

 第２８条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め，同条第１項中「入院治療を必要と

する入所者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるため」に，「協力病院」を「次

の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす協力医療機関にあって



は，病院に限る。）」に改め，同項に次のただし書及び各号を加える。 

  ただし，複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満

たすこととしても差し支えない。 

 (1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を，

常時確保していること。 

 (2) 当該特別養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を，

常時確保していること。 

 (3) 入所者の病状が急変した場合等において，当該特別養護老人ホームの医師又は協力  

医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い，入院を要すると認められた入所者の  

入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

 第２８条中第２項を第６項とし，第１項の次に次の４項を加える。 

２ 特別養護老人ホームは，１年に１回以上，協力医療機関との間で，入所者の病状が急

変した場合等の対応を確認するとともに，協力医療機関の名称等を，市長に届け出なけ

ればならない。 

３ 特別養護老人ホームは，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指定医療機関（次

項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で，新興感染症（同条第７項

に規定する新型インフルエンザ等感染症，同条第８項に規定する指定感染症又は同条第

９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決める

ように努めなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは，協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合において

は，当該第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症の発生時等の対応について協議

を行わなければならない。 

５ 特別養護老人ホームは，入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に，当

該入所者の病状が軽快し，退院が可能となった場合においては，再び当該特別養護老人

ホームに速やかに入所させることができるように努めなければならない。 

 第２章中第３２条の２の次に次の１条を加える。 

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討



するための委員会の設置） 

第３２条の３ 特別養護老人ホームは，当該特別養護老人ホームにおける業務の効率化，

介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため，当該特

別養護老人ホームにおける入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担

軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

 第４１条第２項第４号中「指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基

準（平成１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）」を「指

定居宅サービス等基準」に，「指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平

成１８年厚生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。）」を

「指定介護予防サービス等基準」に改め，同条中第６項を第７項とし，第５項を第６項と

し，第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型特別養護老人ホームの施設長は，ユニット型施設の管理等に係る研修を受

講するよう努めなければならない。 

第４３条中「第１６条第７項」を「第１６条第７項及び第８項」に，「及び第２７条」

を「並びに第２７条」に，「第３２条の２」を「第３２条の３」に改める。 

第４６条第１１項中「指定居宅サービス等基準第１２１条第１項に規定する指定短期入

所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等基準第１２９条第１項に規定する指定介護

予防短期入所生活介護事業所（以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。）」を

「指定短期入所生活介護事業所等」に改め，同条第１２項中「指定地域密着型サービスの

事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定

地域密着型サービス基準」という。）」を「指定地域密着型サービス基準」に，「指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省

令第３６号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。）」を「指定地域密

着型介護予防サービス基準」に，「調理員その他の職員」を「調理員その他の従業者」に

改める。 



第４９条中「，第３２条及び第３２条の２」を「及び第３２条から第３２条の３まで」

に，「第３２条の２まで」を「第３２条の３まで」に改める。 

第５３条中「第１６条第７項」を「第１６条第７項及び第８項」に，「，第３２条の

２」を「から第３２条の３まで」に，「第３２条の２まで」を「第３２条の３まで」に，

「及び第４８条」を「並びに第４８条」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

（協力医療機関との連携に関する経過措置） 

２ 令和９年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市特別養護老人ホームの

設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第２８条第１項

（新条例第４３条，第４９条及び第５３条において準用する場合を含む。）の規定の適

用については，同項中「定めておかなければ」とあるのは，「定めておくよう努めなけ

れば」とする。 

 （入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置に係る経過措置） 

３ 令和９年３月３１日までの間，新条例第３２条の３（新条例第４３条，第４９条及び

第５３条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，同条中「しなけれ

ば」とあるのは，「するよう努めなければ」とする。 

 

 

提案理由 

 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４６号）の一

部改正に伴い，協力医療機関との連携に関し必要な事項を定める等のため，本条例の一部

を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ２ 号 議 案 

岡山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について 

 岡山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改 

正する条例 

 岡山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条例第

７８号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条第２項第６号中「とった」を「採った」に改める。 

 第１３条第４項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第１４条第３項第２号中「磁気ディスク，光ディスクその他これらに準ずる方法により

一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電

子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第３７条第１項に

おいて同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

 第１９条第３項中「次項において」を「以下」に改める。 

 第２９条中第２項を第７項とし，第１項の次に次の５項を加える。 

２ 軽費老人ホームは，前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては，次に掲

げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。 

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を，

常時確保していること。 



(2) 当該軽費老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を，常 

時確保していること。 

３ 軽費老人ホームは，１年に１回以上，協力医療機関との間で，入所者の病状が急変し

た場合等の対応を確認するとともに，協力医療機関の名称等を，市長に届け出なければ

ならない。 

４ 軽費老人ホームは，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指定医療機関（次項にお

いて「第２種協定指定医療機関」という。）との間で，新興感染症（同条第７項に規定

する新型インフルエンザ等感染症，同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に

規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように

努めなければならない。 

５ 軽費老人ホームは，協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合においては，

当該第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症の発生時等の対応について協議を行

わなければならない。 

６ 軽費老人ホームは，入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に，当該入

所者の病状が軽快し，退院が可能となった場合においては，再び当該軽費老人ホームに

速やかに入所させることができるように努めなければならない。 

第３０条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」とい

う。）」を加え，同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に，「同項」を

「前項」に改め，同条に次の１項を加える。 

３ 軽費老人ホームは，原則として，重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。 

第３７条第１項中「，交付」及び「（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。）」を削る。 

附則第６条第２項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，第１４条第３項第２号の改正



規定及び第３７条第１項の改正規定（「（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）」を削る部分に限る。）は，公布の日から施行する。 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ 令和７年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市軽費老人ホームの設備

及び運営に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第３０条第３項（新条

例附則第９条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，同項中「軽費

老人ホームは，原則として，重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」と

あるのは，「削除」とする。 

 

 

提案理由 

 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成２０年厚生労働省令第１０７号）の

一部改正に伴い，協力医療機関との連携に関し必要な事項を定める等のため，本条例の一

部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ３ 号 議 案 

   岡山市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市介護保険条例の一部を改正する条例 

 岡山市介護保険条例（平成１２年市条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に改め，

同項第１号中「３９，８４０円」を「３６，２５２円」に改め，同項第２号中「５５，７

７６円」を「５０，９８８円」に改め，同項第３号中「５９，７６０円」を「５４，９７

２円」に改め，同条第２項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年

度」に，「２３，９０４円」を「２２，７０４円」に改め，同条第３項中「令和３年度か

ら令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に，「３５，８５６円」を「３５，０５

２円」に改め，同条第４項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年

度」に，「５５，７７６円」を「５４，５７６円」に改める。 

第８条第３項中「又は第９号ロ」を「，第９号ロ，第１０号ロ，第１１号ロ，第１２号

ロ又は第１３号ロ」に，「第９号まで」を「第１３号まで」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第６条の規定は，令和６年度分の介護保険料から適用し，令和５年度分まで

の介護保険料については，なお従前の例による。 

 



 

提案理由 

 令和６年度分から令和８年度分までの介護保険料の保険料率を定める等のため，本条例

の一部を改正しようとするものである。 



                         甲 第 ３ ４ 号 議 案 

   岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

 岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を

次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正 

する条例 

 岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条例第９

６号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「福祉型児童発達支援センター」を「児童発達支援センター」に，「第１１章 

医療型児童発達支援センター（第８８条―第９１条）」を「第１１章 削除」に改める。 

 第２条中「指導」を「指導又は支援」に改める。 

 第３条第１項中「福祉型児童発達支援センター，医療型児童発達支援センター」を「児

童発達支援センター」に改める。 

 第１７条中「第１２条の２第１項に規定する平成２３年厚生労働省告示第３７４号によ

り厚生労働大臣」を「第１２条の２の規定によりこども家庭庁長官」に改める。 

 第３１条中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。 

  第３４条中「について」の次に「，年齢，発達の状況その他の当該乳幼児の事情に応じ

意見聴取その他の措置をとることにより，乳幼児の意見又は意向」を加える。 

 第３６条中「児童家庭支援センター」の次に「，里親支援センター」を加える。 

第３９条中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。 

第４２条中「について」の次に「，年齢，発達の状況その他の当該母子の事情に応じ意



見聴取その他の措置をとることにより，母子それぞれの意見又は意向」を加える。 

 第４５条中「婦人相談所」を「里親支援センター，女性相談支援センター」に改める。 

 第５０条中「平成２０年厚生労働省告示第１４１号により厚生労働大臣」を「内閣総理

大臣」に改める。 

 第６０条中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。 

 第６４条中「について」の次に「，年齢，発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意

見聴取その他の措置をとることにより，児童の意見又は意向」を加える。 

 第６７条中「児童家庭支援センター」の次に「，里親支援センター」を加える。 

 第６８条第３号ア及び第４号中「訓練室」を「支援室」に改め，同条第５号中「肢体不

自由」の次に「（法第６条の２の２第２項に規定する肢体不自由をいう。以下同じ。）」

を加え，同号ア中「訓練室及び屋外訓練場」を「支援室及び屋外遊戯場」に改める。 

第６９条第１項中「に規定する平成２４年厚生労働省告示第２３０号により厚生労働大

臣」を「の規定によりこども家庭庁長官」に改め，同条第１４項中「心理指導を」を「心

理支援を」に，「心理指導担当職員」を「心理担当職員」に改め，同条第１５項中「心理

指導担当職員」を「心理担当職員」に，「認められるもの」を「認められる者」に改める。 

 第７７条第１号中「訓練室」を「支援室」に改め，同条第３号中「屋外訓練場」を「屋

外遊戯場」に，「指導」を「支援」に改める。 

 第７８条第６項中「心理指導」を「心理支援」に改める。 

「第１０章 福祉型児童発達支援センター」を「第１０章 児童発達支援センター」に

改める。 

第８２条を次のように改める。 

（設備の基準） 

第８２条 児童発達支援センターの設備の基準は，発達支援室，遊戯室，屋外遊戯場（児

童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。），医務室，相

談室，調理室，便所，静養室並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設け

ることとする。 

２ 児童発達支援センターにおいて，肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には，

前項に規定する設備（医務室を除く。）の基準に加えて，医療法に規定する診療所とし



て必要な設備を設けることとする。 

３ 第１項の発達支援室及び遊戯室は，次に掲げる基準に適合するものでなければならな

い。 

(1) 発達支援室の１室の定員は，これをおおむね１０人とし，その面積は，児童１人に

つき２．４７平方メートル以上とすること。 

(2) 遊戯室の面積は，児童１人につき１．６５平方メートル以上とすること。 

第８３条第１項中「福祉型児童発達支援センター（主として難聴児を通わせる福祉型児

童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター

を除く。次項において同じ。）」を「児童発達支援センター」に，「厚生労働大臣」を

「こども家庭庁長官」に改め，同項第３号から第５号までの規定中「福祉型児童発達支援

センター」を「児童発達支援センター」に改め，同条第４項から第９項までを削り，同条

第３項中「主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センター」を「児

童発達支援センター」に改め，同項を同条第４項とし，同条第２項中「福祉型児童発達支

援センター」を「児童発達支援センター」に改め，同項を同条第３項とし，同条第１項の

次に次の１項を加える。 

２ 児童発達支援センターにおいて，肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には，

前項に規定する職員（嘱託医を除く。）に加えて，医療法に規定する診療所として必要

な職員を置かなければならない。 

第８３条第１０項中「第８９条第２項において同じ。」を削り，「福祉型児童発達支援

センター」を「児童発達支援センター」に改め，同項を同条第５項とする。 

第８４条及び第８５条中「福祉型児童発達支援センター」を「児童発達支援センター」

に改める。 

 第８６条及び第８７条を次のように改める。 

第８６条 削除 

（心理学的及び精神医学的診査） 

第８７条 児童発達支援センターにおいて障害児に対して行う心理学的及び精神医学的診

査は，児童の福祉に有害な実験にわたってはならない。 

第１１章を次のように改める。 



第１１章 削除 

第８８条から第９１条まで 削除 

第９４条中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。 

第９６条中「について」の次に「，年齢，発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意

見聴取その他の措置をとることにより，児童の意見又は意向」を加える。 

第９９条中「児童家庭支援センター」の次に「，里親支援センター」を加える。 

 第１０２条第１項中「厚生労働省組織規則（平成１３年厚生労働省令第１号）第６２２

条に規定する児童自立支援専門員養成所（以下「養成所」という。）」を「こども家庭庁

組織規則（令和５年内閣府令第３８号）第１６条に規定する人材育成センター」に改め，

同項第３号及び第４号中「養成所」を「人材育成センター」に改め，同条第２項中「厚生

労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。 

 第１０６条中「について」の次に「，年齢，発達の状況その他の当該児童の事情に応じ

意見聴取その他の措置をとることにより，児童の意見又は意向」を加える。 

第１０９条中「児童家庭支援センター」の次に「，里親支援センター」を加える。 

第１１３条第２項中「婦人相談員」を「女性相談支援員」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，第１７条，第３１条，第３９

条，第５０条，第６０条及び第６９条第１項の改正規定，第８３条第１項の改正規定

（「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める部分に限る。）並びに第９４条及

び第１０２条の改正規定は，公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６６号。以下「一部改正法」と

いう。）附則第１１条の規定により一部改正法第２条の規定による改正後の児童福祉法

（以下「新児童福祉法」という。）第４３条に規定する児童発達支援センターを設置し

ているものとみなされているものについては，改正後の岡山市児童福祉施設の設備及び

運営に関する基準を定める条例（以下「改正後条例」という。）第８２条の規定にかか

わらず，当分の間，なお従前の例によることができる。 



３ 一部改正法附則第１１条の規定により新児童福祉法第４３条に規定する児童発達支援

センターを設置しているものとみなされているものについては，改正後条例第８３条の

規定にかかわらず，令和９年３月３１日までの間，なお従前の例によることができる。 

４ この条例の施行の際現に設置している改正前の岡山市児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準を定める条例（以下「改正前条例」という。）第８２条第１号に規定する主

として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び同条第２号に規定す

る主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターについては，改正後条例第８

２条の規定にかかわらず，当分の間，なお従前の例によることができる。 

５ この条例の施行の際現に設置している改正前条例第８２条第１号に規定する主として

重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び同条第２号に規定する主と

して難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターについては，改正後条例第８３条の

規定にかかわらず，令和９年３月３１日までの間，なお従前の例によることができる。 

 

 

提案理由 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）の一部改正

に伴い，児童発達支援センターの類型の一元化に関し必要な事項を定める等のため，本条

例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ５ 号 議 案 

   岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める 

条例の一部を改正する条例 

 岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２４年市条例第７９号）の一部を次のように改正する。 

    「第３章 医療型児童発達支援  

第１節 基本方針（第６１条）  

目次中  第２節 人員に関する基準（第６２条・第６３条） を「第３章 削除」に 

第３節 設備に関する基準（第６４条）  

第４節 運営に関する基準（第６５条―第７０条）」 

改める。 

 第２条第１号中「第６条の２の２第９項」を「第６条の２の２第８項」に改め，同条第

２号及び第１０号中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に

改め，同条第１３号中「，第６１条に規定する指定医療型児童発達支援の事業」を削る。 

第３条の見出し中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に

改め，同条第１項中「第２１条の５の１５第２項第１号」を「第２１条の５の１５第３項

第１号」に，「第６条の２の２第３項に規定する医療型児童発達支援」を「第６条の２の

２第２項に規定する児童発達支援」に改め，同条第３項から第６項までの規定中「指定障



害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改める。 

第４条中「指導及び訓練」を「支援をし，又はこれに併せて治療（上肢，下肢又は体幹

の機能の障害のある児童に対して行われるものに限る。以下同じ。）」に改める。 

第５条第２項中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改め，同条第９項中「入所

している」を「通所している」に改める。 

第６条第４項及び第５項を削り，同条第３項中「前項」を「第２項」に改め，同項を同

条第４項とし，同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前２項に掲げる従業者のほか，指定児童発達支援事業所において，治療を行う場合に

は，医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する診療所として必要とされる数の従

業者を置かなければならない。 

  第６条第６項中「第３項」を「前項」に改め，同項を同条第５項とし，同条第７項中 

「，第４項第１号」を削り，同項を同条第６項とし，同条第８項中「から第５項まで（第

１項第１号を除く。）」を「（第１号を除く。），第２項及び第４項」に改め，同項を同

条第７項とし，同項の次に次の１項を加える。 

８ 第３項に規定する従業者は，専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者で

なければならない。ただし，障害児の支援に支障がない場合は，障害児の保護に直接従

事する従業者を除き，併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができ

る。 

 第６条第９項中「前項」を「前２項」に，「入所している」を「通所している」に改め

る。 

 第７条第１項ただし書中「同一敷地内にある他の」を「当該指定児童発達支援事業所以

外の」に改める。 

 第９条第１項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め，同条第２項中「指導訓練室」

を「発達支援室」に，「訓練」を「支援」に改める。 

 第１０条第１項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め，「以下この項において同

じ。」を削り，「及び便所」を「，便所，静養室」に改め，同項ただし書を削り，同条第

３項を削り，同条第２項中「前項」を「第１項」に改め，同項ただし書を削り，同項第１

号中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め，同項を同条第３項とし，同条第１項の次に



次の１項を加える。 

２ 指定児童発達支援事業所において，治療を行う場合には，前項に規定する設備（医務

室を除く。）に加えて，医療法に規定する診療所として必要な設備を設けなければなら

ない。 

第１０条第４項中「前項」を「第２項」に改め，同項ただし書中「場合は」の次に「，

第２項に掲げる設備を除き」を加える。 

第１１条ただし書中「にあっては」を「（児童発達支援センターであるものを除く。）

にあっては」に改める。 

第２３条第２項中「当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額」を「次の各

号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める額」に改め，同項に次の各号を加える。 

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準

額 

(2) 治療を行う場合 前号に掲げる額のほか，当該指定児童発達支援のうち肢体不自由

児通所医療（食事療養（健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第２項第１

号に規定する食事療養をいう。）を除く。以下同じ。）に係るものにつき健康保険の

療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額 

第２３条第４項中「に規定する平成２４年厚生労働省告示第２３１号により厚生労働大

臣が」を「の規定によりこども家庭庁長官が別に」に改める。 

第２４条中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改める。 

第２５条第１項中「の支給」を「又は肢体不自由児通所医療費の支給」に，「の額」を

「及び肢体不自由児通所医療費の額」に改める。 

第２６条第１項中「次条第１項」を「第２７条第１項」に改め，同条第５項中「前項の

評価及び改善の内容を」を「自己評価及び保護者評価並びに前項に規定する改善の内容を，

保護者に示すとともに，」に改め，同項を同条第７項とし，同条第４項中「自ら評価」を

「指定児童発達支援事業所の従業者による評価を受けた上で，自ら評価（以下この条にお

いて「自己評価」という。）」に，「保護者による評価」を「通所給付決定保護者（以下

この条において「保護者」という。）による評価（以下この条において「保護者評価」と

いう。）」に改め，同項を同条第６項とし，同条第３項を同条第５項とし，同項の前に次



の１項を加える。 

４ 指定児童発達支援事業者は，障害児の適性，障害の特性その他の事情を踏まえた指定

児童発達支援（治療に係る部分を除く。以下この条及び次条において同じ。）の確保並

びに次項に規定する指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から，

指定児童発達支援の提供に当たっては，心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援

を行わなければならない。 

第２６条中第２項を第３項とし，第１項の次に次の１項を加える。 

２ 指定児童発達支援事業者は，障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう，障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をし

なければならない。 

第２６条の次に次の２条を加える。 

第２６条の２ 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発達

支援プログラム（前条第４項に規定する領域との関連性を明確にした指定児童発達支援

の実施に関する計画をいう。）を策定し，インターネットの利用その他の方法により公

表しなければならない。 

（障害児の地域社会への参加及び包摂の推進） 

第２６条の３ 指定児童発達支援事業者は，障害児が指定児童発達支援を利用することに

より，地域の保育，教育等の支援を受けることができるようにすることで，障害の有無

にかかわらず，全ての児童が共に成長できるよう，障害児の地域社会への参加及び包摂

（以下「インクルージョン」という。）の推進に努めなければならない。 

第２７条第２項中「行い，」を「行うとともに，障害児の年齢及び発達の程度に応じて，

その意見が尊重され，その最善の利益が優先して考慮され，心身ともに健やかに育成され

るよう」に改め，同条第４項中「指定児童発達支援の具体的内容」を「第２６条第４項に

規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた指定児童発達支援の具体

的内容」に改め，同条第５項中「当たっては」の次に「，障害児の意見が尊重され，その

最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で」を加え，同条第７項中「通所給付

決定保護者」の次に「及び当該通所給付決定保護者に対して指定障害児相談支援（法第２

４条の２６第２項に規定する指定障害児相談支援をいう。）を提供する者」を加える。 



第２８条に次の１項を加える。 

２ 児童発達支援管理責任者は，業務を行うに当たっては，障害児が自立した日常生活又

は社会生活を営むことができるよう，障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限

り尊重するよう努めなければならない。 

第３０条（見出しを含む。）中「指導，訓練等」を「支援」に改める。 

第３５条中「特例障害児通所給付費」の次に「又は肢体不自由児通所医療費」を加える。 

第３９条中「指導訓練室」を「発達支援室」に改める。 

第４０条の２第３項中「保護者」を「通所給付決定保護者」に改める。 

第４２条中「指定児童発達支援事業者」の次に「（治療を行うものを除く。）」を加え

る。 

第４９条第１項中「第５条第１８項」を「第５条第１９項」に改める。 

第５５条第３項中「入所している」を「通所している」に改める。 

第５６条第１項中「指導訓練」を「発達支援」に改め，同条第２項中「指導訓練」を

「発達支援」に，「，訓練」を「，支援」に改める。 

第５８条中「第２６条第１項中「次条」を「第２６条第１項中「第２７条」に，「第２

８条」を「第２８条第１項」に改める。 

第３章を次のように改める。 

第３章 削除 

第６１条から第７０条まで 削除 

第７１条中「必要な訓練」を「必要な支援」に，「指導及び訓練」を「支援」に改める。 

第７４条第１項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め，同条第２項中「指導訓練室

は，訓練」を「発達支援室は，支援」に改める。 

第７７条中「第２６条第１項中「次条」を「第２６条第１項中「第２７条」に，「第２

８条」を「第２８条第１項」に改める。 

第７９条第１項中「指導訓練」を「発達支援」に改め，同条第２項中「指導訓練を行う

場所は，訓練」を「発達支援を行う場所は，支援」に改める。 

第８０条中「第２６条第１項中「次条」を「第２６条第１項中「第２７条」に，「第２

８条」を「第２８条第１項」に改める。 



第８０条の３第２項中「心理指導担当職員」を「心理担当職員」に，「の指導，知識技

能の付与」を「及び知識技能の習得」に，「必要な訓練」を「必要な支援」に，「「訓練

等」を「この項において単に「支援」に，「及び当該障害児の訓練等」を「並びに当該障

害児の支援」に，「訓練等に関する」を「支援に関する」に，「又は職業教育」を「若し

くは職業教育」に改める。 

第８０条の９中「第４項及び第５項を除く。）」を「第６項及び第７項を除く。），第

２６条の２」に，「第４７条，第４９条，第５０条」を「第４７条から第５０条まで」に，

「，第５２条から第５４条まで及び第６９条の２」を「及び第５２条から第５４条まで」

に，「読み替える」を「，第２７条第４項中「第２６条第４項に規定する領域との関連性

及びインクルージョンの観点を踏まえた」とあるのは「第２６条第４項に規定する領域と

の関連性を踏まえた」と，第４８条第１項中「行わなければならない」とあるのは「行う

よう努めなければならない」と読み替える」に改める。 

第８８条中「第４項及び第５項を除く。）」を「第４項を除く。），第２６条の３」に，

「第４７条，第４９条，第５０条」を「第４７条から第５０条まで」に改め，「，第６９

条の２」を削り，「第２６条第１項中「次条」を「第２６条第１項中「第２７条」に，

「第２８条」を「第２６条第６項中「を受けて」とあるのは「及び当該事業所の訪問支援

員が当該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設（以下「訪問先

施設」という。）による評価（以下「訪問先施設評価」という。）を受けて」と，同項第

５号中「障害児及びその保護者」とあるのは「障害児及びその保護者並びに当該訪問先施

設」と，同条第７項中「自己評価及び保護者評価」とあるのは「自己評価，保護者評価及

び訪問先施設評価」と，「保護者に示す」とあるのは「保護者及び訪問先施設に示す」と，

第２７条第４項中「第２６条第４項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観

点を踏まえた」とあるのは「インクルージョンの観点を踏まえた」と，同条第５項中「担

当者等」とあるのは「担当者及び当該障害児に係る訪問先施設の担当者等」と，第２８条

第１項」に，「第５４条第２項第１号」を「第４８条第１項中「行わなければならない」

とあるのは「行うよう努めなければならない」と，第５４条第２項第１号」に改める。 

第８９条第１項中「第３項及び第６項を除く。），第６２条」を「第４項及び第５項を

除く。）」に，「第４項」を「第３項」に，「同項第１号中「指定児童発達支援」とある



のは「指定通所支援」と，同条第５項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能

型事業所」と，同条第７項」を「同条第６項」に，「同条第８項」を「同条第７項」に，

「第６２条第１項中「事業所（以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。）」とあ

り，並びに同条第２項及び第３項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機

能型事業所」を「同条第８項中「当該指定児童発達支援事業所」とあるのは「当該多機能

型事業所」に改める。 

第９１条第１項中「，第６５条」を削り，同条第２項中「，第６５条」を削り，「，指

定医療型児童発達支援又は」を「又は」に改め，「，指定医療型児童発達支援の事業」を

削り，同条第３項及び第４項中「，第６５条」を削り，同条第５項中「に規定する平成２

４年厚生労働省告示第２３２号により厚生労働大臣」を「の規定によりこども家庭庁長

官」に改める。 

第９２条第１項中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に

改め，「，７０条」を削り，同条第２項中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害

児通所支援事業者」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当

該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第３条第１項の改正規定（「第２１条の５の１５第２項第１号」を「第２１条の５

の１５第３項第１号」に改める部分に限る。），第５条の改正規定，第６条第９項の

改正規定（「入所している」を「通所している」に改める部分に限る。）並びに第２

３条第４項，第５５条第３項及び第９１条第５項の改正規定 公布の日 

(2) 第４９条第１項の改正規定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第１０４号）附則第１条第４号に掲

げる規定の施行の日 

 （経過措置） 

２ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６６号。以下「一部改正法」と

いう。）附則第４条第１項の規定により一部改正法第２条の規定による改正後の児童福



祉法（以下「新児童福祉法」という。）第２１条の５の３第１項の指定を受けたものと

みなされているものについては，この条例による改正後の岡山市指定通所支援の事業等

の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「改正後条例」という。）第

６条の規定にかかわらず，令和９年３月３１日までの間，なお従前の例によることがで

きる。 

３ 一部改正法附則第４条第１項の規定により新児童福祉法第２１条の５の３第１項の指

定を受けたものとみなされているものについては，改正後条例第１０条の規定にかかわ

らず，当分の間，なお従前の例によることができる。 

４ この条例の施行の際現に指定を受けているこの条例による改正前の岡山市指定通所支

援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「改正前条例」と

いう。）第６条第４項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及

び同条第５項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所に

ついては，改正後条例第６条及び第１１条の規定にかかわらず，令和９年３月３１日ま

での間，なお従前の例によることができる。 

５ この条例の施行の際現に指定を受けている改正前条例第６条第４項に規定する主とし

て難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第５項に規定する主として重症心

身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については，改正後条例第１０条の規定に

かかわらず，当分の間，なお従前の例によることができる。 

６ 改正後条例第２６条の２（改正後条例第５４条の５，第５８条，第７７条，第７７条

の２，第８０条及び第８０条の９において準用する場合を含む。）の規定の適用につい

ては，令和７年３月３１日までの間，同条中「公表しなければ」とあるのは，「公表す

るよう努めなければ」とする。 

 

 

提案理由 

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準（平成２

４年厚生労働省令第１５号）の一部改正に伴い，児童発達支援センターの類型の一元化に

関し必要な事項を定める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ６ 号 議 案 

   岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める 

条例の一部を改正する条例 

 岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２４年市条例第８０号）の一部を次のように改正する。 

第２条第５号及び第６号中「第２４条の２４第２項」を「第２４条の２４第３項」に改

め，同条第１１号中「第２４条の２４第２項」を「第２４条の２４第３項」に，「第５９

条の４」を「第５９条の４第１項」に改める。 

第３条第３項中「を作成」を「及び障害児（１５歳以上の障害児に限る。）が障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下

「障害者総合支援法」という。）第５条第１項に規定する障害福祉サービス（以下「障害

福祉サービス」という。）その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう，自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で

必要な事項を定めた計画（以下「移行支援計画」という。）を作成」に改め，同条第５項

中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１

２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第５条第１項に規定する障害福祉サービス

（第４６条において「障害福祉サービス」という。）」を「障害福祉サービス」に改める。 

 第４条第１項第２号イ中「第６条の２の２第３項」を「第６条の２の２第２項」に改め，



同条第２項中「心理指導を行う」を「心理支援を行う」に，「心理指導担当職員」を「心

理担当職員」に改め，同条第３項中「心理指導担当職員」を「心理担当職員」に改める。 

第５条第２項第２号及び第３号中「訓練室」を「支援室」に改め，同項第４号中「訓練

室，屋外訓練場」を「支援室，屋外遊戯場」に改める。 

第１７条第４項中「に規定する平成２４年厚生労働省告示第２３１号により厚生労働大

臣が」を「の規定によりこども家庭庁長官が別に」に改める。 

 第２０条第１項中「入所支援計画」の次に「及び移行支援計画」を加え，同条中第３項

を第５項とし，第２項を第４項とし，第１項の次に次の２項を加える。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，障害児ができる限り良好な家庭的環境において指定入

所支援を受けることができるよう努めなければならない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は，障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう，障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するための配慮を

しなければならない。 

第２１条第２項中「この条において「アセスメント」という。）を行い，」を「「アセ

スメント」という。）を行うとともに，障害児の年齢及び発達の程度に応じて，その意見

が尊重され，その最善の利益が優先して考慮され，心身ともに健やかに育成されるよう」

に改め，同条第５項中「障害児」を「障害児の意見が尊重され，その最善の利益が優先し

て考慮される体制を確保した上で，障害児」に改める。 

第２１条の次に次の１条を加える。 

（移行支援計画の作成等） 

第２１条の２ 指定福祉型障害児入所施設の管理者は，児童発達支援管理責任者に移行支

援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 児童発達支援管理責任者は，移行支援計画の作成に当たっては，適切な方法により，

障害児について，アセスメントを行い，障害児が障害福祉サービスその他のサービスを

利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，自立した日常生活

又は社会生活への移行について支援する上で必要な支援内容の検討をしなければならな

い。 

３ 児童発達支援管理責任者は，アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき，障害児



が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう，自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必

要な取組，当該支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した移行支援計

画の原案を作成しなければならない。 

４ 児童発達支援管理責任者は，移行支援計画の作成後，移行支援計画の実施状況の把握

（障害児についての継続的なアセスメントを含む。）を行うとともに，障害児について

解決すべき課題を把握し，少なくとも６月に１回以上，移行支援計画の見直しを行い，

必要に応じて移行支援計画の変更を行うものとする。 

５ 前条第３項及び第５項から第７項までの規定は，第２項に規定する移行支援計画の作

成について準用する。 

６ 前条第３項，第５項から第７項まで及び第９項並びに第２項及び第３項の規定は，第

４項に規定する移行支援計画の変更について準用する。 

第２２条中「前条」を「前２条」に改め，同条に次の１項を加える。 

２ 児童発達支援管理責任者は，業務を行うに当たっては，障害児が自立した日常生活又

は社会生活を営むことができるよう，障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限

り尊重するよう努めなければならない。 

第２５条（見出しを含む。）中「指導，訓練等」を「支援」に改める。 

第３１条中「に規定する平成２４年厚生労働省告示第３０５号により厚生労働大臣」を

「の規定によりこども家庭庁長官」に改める。 

第３９条に次の２項を加える。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指定医療機関

（次項において単に「第２種協定指定医療機関」という。）との間で，新興感染症（同

条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症，同条第８項に規定する指定感染症又

は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取

り決めるように努めなければならない。 

４ 指定福祉型障害児入所施設は，協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合に

おいては，当該第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症の発生時等の対応につい



て協議を行わなければならない。 

第４６条第１項中「第５条第１８項」を「第５条第１９項」に改める。 

第５１条第２項第１号中「入所支援計画」の次に「及び移行支援計画」を加える。 

第５２条第１項第３号中「心理指導」を「心理支援」に改める。 

 第５３条第１項第２号中「訓練室」を「支援室」に改め，同条第２項第２号中「屋外訓

練場」を「屋外遊戯場」に，「指導」を「支援」に改める。 

 第５７条中「第２０条第３項」を「第２０条第５項」に，「第２２条中「前条」とある

のは「第５７条において準用する前条」を「第２１条の２第５項及び第６項中「前条」と

あるのは「第５７条において準用する前条」と，第２２条第１項中「前２条」とあるのは

「第５７条において準用する前２条」に，「同条第１号」を「同条第１項第１号」に改め

る。 

   附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該

各号に定める日から施行する。 

(1) 第１７条第４項及び第３１条の改正規定 公布の日 

(2) 第４６条第１項の改正規定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第１０４号）附則第１条第４号に掲

げる規定の施行の日 

 

 

提案理由 

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準（平成２

４年厚生労働省令第１６号）の一部改正に伴い，入所児童の地域生活への移行を推進する

ために必要な事項を定める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 

 



甲 第 ３ ７ 号 議 案 

   岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等 

を定める条例の一部を改正する条例 

第１条 岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成２４年市条例第８１号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第１５０条の４」を「第１５０条の５」に改める。 

 第２条第１１号及び第１２号中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改め，同条第１７

号中「，指定通所支援基準条例第６１条に規定する指定医療型児童発達支援の事業」を

削る。 

 第５条第１項中「平成１８年厚生労働省告示第５３８号により」を「こども家庭庁長

官及び」に改める。 

 第６条ただし書中「同一敷地内にある他の」を「当該指定居宅介護事業所以外の」に

改める。 

 第７条に後段として次のように加える。 

この場合において，重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用

する第５条第１項中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは，「厚生労働

大臣」と読み替えるものとする。 

 第２５条第１項中第４号を第５号とし，第３号を第４号とし，第２号を第３号とし，



第１号の次に次の１号を加える。 

 (2) 指定居宅介護の提供に当たっては，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう，利用者の意思決定の支援に配慮すること。 

 第２６条第２項中「当該居宅介護計画を」の次に「利用者及びその同居の家族並びに

当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援（法第５１条の１７第２項に

規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。）又は指定障害児相談支援（児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第２項に規定する指定障害児相談支援を

いう。）を行う者（以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等」という。）

に」を加え，同条第３項中「居宅介護計画作成後」を「第１項の居宅介護計画の作成

後」に改める。 

 第３１条に次の１項を加える。 

４ サービス提供責任者は，業務を行うに当たっては，利用者の自己決定の尊重を原則

とした上で，利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には，適切に利用

者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。 

 第４５条第１項中「平成１８年厚生労働省告示第５３８号により」を「こども家庭庁

長官及び」に改め，同条第２項中「平成１８年厚生労働省告示第５４０号により」を

「こども家庭庁長官及び」に改める。 

第４６条ただし書中「同一敷地内にある他の」を「当該基準該当居宅介護事業所以外

の」に改める。 

第４９条第２項中「読み替える」の次に「ほか，重度訪問介護に係る基準該当障害福

祉サービスの事業について準用する場合に限り，第４５条中「こども家庭庁長官及び厚

生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替える」を加える。 

第５１条第１項第４号中「第５０条第４項に規定する平成１８年厚生労働省告示第５

４４号により」を「第５０条第１項第４号に規定する」に改め，同条第７項中「（昭和

２２年法律第１６４号）」を削り，同条第８項中「第６条の２の２第３項」を「第７条

第２項」に改める。 

第５６条第２項及び第５７条中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。 

第５９条中第３項を第４項とし，第２項を第３項とし，第１項の次に次の１項を加え



る。 

２ 指定療養介護事業者は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう，利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。 

 第６０条第２項中「行い」を「行うとともに，利用者の自己決定の尊重及び意思決定

の支援に配慮しつつ」に改め，同条第１０項中「第７項」を「第８項」に，「第８項」

を「第９項」に改め，同項を同条第１１項とし，同条中第９項を第１０項とし，第８項

を第９項とし，同条第７項中「利用者」の次に「及び指定特定相談支援事業者等」を加

え，同項を同条第８項とし，同条第６項中「第４項」を「第５項」に改め，同項を同条

第７項とし，同条第５項中「会議（」の次に「利用者及び当該」を，「開催し」の次に

「，当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに」を加え，同項を同条

第６項とし，同条中第４項を第５項とし，第３項を第４項とし，第２項の次に次の１項

を加える。 

３  アセスメントに当たっては，利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合

には，適切に意思決定の支援を行うため，当該利用者の意思及び選好並びに判断能力

等について丁寧に把握しなければならない。 

 第６１条に次の１項を加える。 

２  サービス管理責任者は，業務を行うに当たっては，利用者の自己決定の尊重を原則

とした上で，利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には，適切に利用

者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。 

 第８０条第１項第２号中「同じ。），理学療法士又は作業療法士」を「同じ。），理

学療法士，作業療法士又は言語聴覚士」に改め，同号ア中「又は作業療法士」を「，作

業療法士又は言語聴覚士」に改め，「平成１８年厚生労働省告示第５４２号により」を

削り，同号ウ及び同条第４項中「又は作業療法士」を「，作業療法士又は言語聴覚士」

に改める。 

 第８４条第４項中「平成１８年厚生労働省告示第５４５号により」を削る。 

 第８７条の２第１項中「障害者就業・生活支援センター」の次に「（障害者の雇用の

促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第２７条第２項に規定する障害者就

業・生活支援センターをいう。以下同じ。）」を加える。 



 第９５条中「同条第３項」を「同条第４項」に，「第６１条」を「第６１条第１項」

に改める。 

 第９５条の４第１号及び第２号中「第１５０条の３」を「第１５０条の４」に改める。 

 第１０５条第４項中「平成１８年厚生労働省告示第５４５号により」を「こども家庭

庁長官及び」に改める。 

 第１０６条中第３項を第４項とし，第２項を第３項とし，第１項の次に次の１項を加

える。 

２ 指定短期入所事業者は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう，利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。 

 第１１４条第３項中「平成１８年厚生労働省告示第５４７号により」を「こども家庭

庁長官及び」に改める。 

 第１２０条中第４項を第５項とし，第３項を第４項とし，第２項を第３項とし，第１

項の次に次の１項を加える。 

２  指定重度障害者等包括支援事業者は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう，利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。 

 第１２１条第２項中「当該重度障害者等包括支援計画を」の次に「利用者及びその同

居の家族並びに指定特定相談支援事業者等に」を加える。 

 第１２３条中「第３０条」の次に「，第３１条第４項」を加える。 

 第１４３条中「又は作業療法士」を「，作業療法士又は言語聴覚士」に改める。 

 第１４６条第４項中「平成１８年厚生労働省告示第５４５号により厚生労働大臣が」

を「厚生労働大臣が別に」に改める。 

 第１４７条を次のように改める。 

第１４７条 削除 

 第１５０条中「，第６１条，第６２条」を「から第６２条まで」に，「第１４７条第

１項」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と，第６１条中

「前条」とあるのは「第１４７条」と，第６８条第２項中「この節」とあるのは「第８

章第４節」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第１４７条」を「第

１５０条において準用する次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練



（機能訓練）計画」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓

練）計画」と，同条第９項中「６月」とあるのは「３月」と，第６１条第１項中「前

条」とあるのは「第１５０条において準用する前条」と，第６８条第２項中「この節」

とあるのは「第８章第４節」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第

１５０条において準用する第６０条」に改める。 

 第８章第５節中第１５０条の４を第１５０条の５とし，第１５０条の３を第１５０条

の４とし，第１５０条の２の次に次の１条を加える。 

 （共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者の基

準） 

第１５０条の３ 共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所リハビリテーショ

ン事業者（指定居宅サービス等基準条例第１３９条第１項に規定する指定通所リハビ

リテーション事業者をいう。以下同じ。）が当該事業に関して満たすべき基準は，次

のとおりとする。 

(1) 指定通所リハビリテーション事業所（指定居宅サービス等基準条例第１３９条第

１項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。）の専用の

部屋等の面積（当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設（介護

保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２８項に規定する介護老人保健施設を

いう。）又は介護医療院（同条第２９項に規定する介護医療院をいう。）である場

合にあっては，当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂（リハビ

リテーションに供用されるものに限る。）の面積を加えるものとする。第１５１条

第２号において同じ。）を，指定通所リハビリテーション（指定居宅サービス等基

準条例第１３８条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。）の

利用者の数と共生型自立訓練（機能訓練）の利用者の数の合計数で除して得た面積

が３平方メートル以上であること。 

(2) 指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が，当該指定通所リハビリテ

ーション事業所が提供する指定通所リハビリテーションの利用者の数を指定通所リ

ハビリテーションの利用者の数及び共生型自立訓練（機能訓練）の利用者の数の合

計数であるとした場合における当該指定通所リハビリテーション事業所として必要



とされる数以上であること。 

(3) 共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供するため，

指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けて

いること。 

 第１５１条中「基準該当障害福祉サービス（」の次に「第１５１条の３に規定する病

院等基準該当自立訓練（機能訓練）及び」を加え，同条第１号中「指定通所介護事業者

等」の次に「又は指定通所リハビリテーション事業者」を，「指定通所介護等」の次に

「又は指定通所リハビリテーション」を加え，同条第２号中「機能訓練室」の次に「又

は指定通所リハビリテーション事業所の専用の部屋等」を，「指定通所介護等」の次に

「又は指定通所リハビリテーション」を加え，同条第３号を次のように改める。 

(3) 指定通所介護事業所等又は指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が，

当該指定通所介護事業所等又は当該指定通所リハビリテーション事業所が提供する

指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者の数を指定通所介護等又

は指定通所リハビリテーションの利用者及び基準該当自立訓練（機能訓練）を受け

る利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等又は当

該指定通所リハビリテーション事業所として必要とされる数以上であること。 

 第１５１条の２の次に次の１条を加える。 

（病院又は診療所における基準該当障害福祉サービス（自立訓練）に関する基準） 

第１５１条の３ 地域において自立訓練（機能訓練）が提供されていないこと等により

自立訓練（機能訓練）を受けることが困難な障害者に対して病院又は診療所（以下

「病院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業者」という。）が行う自立訓練（機能訓

練）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この条において「病院等基準該当自立訓

練（機能訓練）」という。）に関して病院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業者が

満たすべき基準は，次のとおりとする。 

(1) 病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を行う事業所（次号において「病院等基準

該当自立訓練（機能訓練）事業所」という。）の専用の部屋等の面積を，病院等基

準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者の数で除して得た面積が３平方メート

ル以上であること。 



(2) 病院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業所ごとに，管理者及び次のア又はイに

掲げる場合の区分に応じて当該ア又はイに掲げる基準を満たす人員を配置している

こと。 

ア 利用者の数が１０人以下の場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練（機能訓

練）の提供に当たる理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若

しくは介護職員が１以上確保されていること。 

イ 利用者の数が１０人を超える場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練（機能訓

練）の提供に当たる理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若

しくは介護職員が，利用者の数を１０で除した数以上確保されていること。 

(3) 病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者に対して適切なサービスを

提供するため，指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術

的支援を受けていること。 

第１５８条第５項中「平成１８年厚生労働省告示第５４５号により厚生労働大臣が」

を「厚生労働大臣が別に」に改める。 

第１５８条の２中「平成１８年厚生労働省告示第５５３号により」を削る。 

第１５９条第２項第１号中「第１４７条第１項」を「第６０条第１項」に改める。 

第１６０条中「，第６１条，第６２条」を「から第６２条まで」に，「，第１４７条，

第１４８条」を「，第１４８条」に，「第１４７条第１項」と，「療養介護計画」とあ

るのは「自立訓練（生活訓練）計画」と，第６１条中「前条」とあるのは「第１６０条

において準用する第１４７条」を「次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「自

立訓練（生活訓練）計画」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生

活訓練）計画」と，同条第９項中「６月」とあるのは「３月」と，第６１条第１項中

「前条」とあるのは「第１６０条において準用する前条」に改め，「，第１４７条中

「自立訓練（機能訓練）計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と」を削る。 

第１６９条第１項中「第１４７条」を「第６０条」に改める。 

第１７３条中「，第６１条，第６２条」を「から第６２条まで」に，「から第１４８

条まで」を「，第１４８条」に，「第１４７条第１項」と，「療養介護計画」とあるの

は「就労移行支援計画」と，第６１条中「前条」とあるのは「第１７３条において準用



する第１４７条」を「次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計

画」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と，同条第９項

中「６月」とあるのは「３月」と，第６１条第１項中「前条」とあるのは「第１７３条

において準用する前条」に，「第６０条」とあるのは「第１７３条において準用する第

１４７条」を「第６０条」とあるのは「第１７３条において準用する第６０条」に改

め，「平成１８年厚生労働省告示第５５３号により」，「平成１８年厚生労働省告示第

５５３号において」及び「，第１４７条中「自立訓練（機能訓練）計画」とあるのは

「就労移行支援計画」」を削る。 

第１７９条第２項中「（昭和３５年法律第１２３号）」を削る。 

第１８７条中「第６１条」を「第６１条第１項」に改める。 

 第１９２条中「第１４８条」の次に「，第１８２条第６項」を加え，「第６１条」を

「第６１条第１項」に改め，「第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１９２条にお

いて準用する前条」と」の次に「，第１８２条第６項中「賃金及び第３項に規定する工

賃」とあるのは「第１９１条第１項の工賃」と」を加える。 

 第１９６条中「第１７６条」の次に「，第１８２条第６項」を加え，「第６１条」を

「第６１条第１項」に改め，「第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１９６条にお

いて準用する前条」と」の次に「，第１８２条第６項中「賃金及び第３項に規定する工

賃」とあるのは「第１９４条第１項の工賃」と」を加える。 

 第１９６条の６に次の１項を加える。 

２ サービス管理責任者は，業務を行うに当たっては，利用者の自己決定の尊重を原則

とした上で，利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には，適切に利用

者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。 

 第１９６条の７中「過去３年間において平均１人以上，通常の事業所に新たに障害者

を雇用させている生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者」を「生活介護等に係

る指定障害福祉サービス事業者であって，過去３年以内に当該事業者の事業所の３人以

上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの又は障害者就業・生活支援センタ

ー」に改める。 

 第１９６条の１４第１項第２号ア及びイを次のように改める。 



ア サービス管理責任者が常勤である場合 次の（ア）又は（イ）に掲げる利用者

の数の区分に応じ，それぞれ（ア）又は（イ）に掲げる数 

  (ｱ) 利用者の数が６０以下 １以上 

  (ｲ) 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて６０又はその端数

を増すごとに１を加えて得た数以上 

イ ア以外の場合 次の（ア）又は（イ）に掲げる利用者の数の区分に応じ，それ

ぞれ（ア）又は（イ）に掲げる数 

  (ｱ) 利用者の数が３０以下 １以上 

  (ｲ) 利用者の数が３１以上 １に，利用者の数が３０を超えて３０又はその端数

を増すごとに１を加えて得た数以上 

 第１９６条の１４中第４項を第６項とし，第３項を第５項とし，第２項の次に次の２

項を加える。 

３ 指定自立生活援助事業者が指定地域移行支援事業者（障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に

関する基準（平成２４年厚生労働省令第２７号。以下この条において「指定地域相談

支援基準」という。）第２条第３項に規定する指定地域移行支援事業者をいう。）の

指定を併せて受け，かつ，指定自立生活援助の事業と指定地域移行支援（指定地域相

談支援基準第１条第１１号に規定する指定地域移行支援をいう。）の事業を同一の事

業所において一体的に運営している場合にあっては，指定地域相談支援基準第３条の

規定により当該事業所に配置された相談支援専門員（同条第２項に規定する相談支援

専門員をいう。以下同じ。）を第１項第２号の規定により置くべきサービス管理責任

者とみなすことができる。 

４ 指定自立生活援助事業者が指定地域定着支援事業者（指定地域相談支援基準第３９

条第３項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。）の指定を併せて受け，かつ，

指定自立生活援助の事業と指定地域定着支援（指定地域相談支援基準第１条第１２号

に規定する指定地域定着支援をいう。）の事業を同一の事業所において一体的に運営

している場合にあっては，指定地域相談支援基準第４０条において準用する指定地域

相談支援基準第３条の規定により当該事業所に配置された相談支援専門員を第１項第



２号の規定により置くべきサービス管理責任者とみなすことができる。 

 第１９６条の１７を次のように改める。 

第１９６条の１７ 削除 

 第１９６条の１８の見出し中「訪問」を「訪問等」に改め，同条中「おおむね週に１

回以上，」を「定期的に」に改め，「訪問することにより」の次に「，又はテレビ電話

装置等を活用して」を加える。 

 第１９６条の２０中「準用する次条第１項」と」の次に「，第５９条第１項中「次条

第１項」とあるのは「第１９６条の２０において準用する次条第１項」と，「療養介護

計画」とあるのは「自立生活援助計画」と」を加え，「同条第８項」を「同条第９項」

に改める。 

 第１９７条中「又は食事」を「若しくは食事」に改め，「効果的に」の次に「行い，

又はこれに併せて，居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき当

該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談，住居の確保に係る援助その他居宅

における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的

に」を加える。 

 第１９８条第１項第２号ア中「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定

の基準等に関する省令」を「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基

準等に関する命令」に，「この章において「区分省令」を「「区分命令」に改め，同号

イからエまでの規定中「区分省令」を「区分命令」に改める。 

 第２００条の２第３項中「必要な援助」の次に「を行い，又はこれに併せて居宅にお

ける自立した日常生活への移行後の定着に必要な援助」を加える。 

 第２００条の５中第４項を第５項とし，第３項を第４項とし，第２項を第３項とし，

第１項の次に次の１項を加える。 

２ 指定共同生活援助事業者は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう，利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。 

 第２００条の６に次の１項を加える。 

２ サービス管理責任者は，業務を行うに当たっては，利用者の自己決定の尊重を原則

とした上で，利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には，適切に利用



者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。 

 第２００条の６の次に次の１条を加える。 

（地域との連携等） 

第２００条の７ 指定共同生活援助事業者は，指定共同生活援助の提供に当たっては，

地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らな

ければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は，指定共同生活援助の提供に当たっては，利用者及びそ

の家族，地域住民の代表者，共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担

当者等により構成される協議会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。以下この条及び第２０３条の１０において「地域連携推進会議」という。）

を開催し，おおむね１年に１回以上，地域連携推進会議において，事業の運営に係る

状況を報告するとともに，必要な要望，助言等を聴く機会を設けなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は，地域連携推進会議の開催のほか，おおむね１年に１回

以上，当該地域連携推進会議の構成員が指定共同生活援助事業所を見学する機会を設

けなければならない。 

４ 指定共同生活援助事業者は，第２項の報告，要望，助言等についての記録を作成す

るとともに，当該記録を公表しなければならない。 

５ 前３項の規定は，指定共同生活援助事業者がその提供する指定共同生活援助の質に

係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として

市長が定めるものを講じている場合には，適用しない。 

 第２０２条の４に次の２項を加える。 

３ 指定共同生活援助事業者は，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指定医療機

関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で，新興感染症（同

条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症，同条第８項に規定する指定感染症

又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応

を取り決めるように努めなければならない。 

４ 指定共同生活援助事業者は，協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合に



おいては，当該第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症の発生時等の対応につ

いて協議を行わなければならない。 

  第２０３条中「，第７６条」及び「平成１８年厚生労働省告示第５５３号により」を

削る。 

 第２０３条の２中「入浴，排せつ，食事の介護その他の日常生活上の援助」を「相談，

入浴，排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる

居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助」に改める。 

第２０３条の３中「又は食事」を「若しくは食事」に改め，「日常生活上の援助」の

次に「又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の

定着に必要な援助」を加える。 

第２０３条の４第１項第２号中「区分省令」を「区分命令」に改める。 

第２０３条の１０の見出しを「（地域との連携等）」に改め，同条第２項中「前項

の」の次に「協議会等における」を加え，同項を同条第７項とし，同条第１項中「，日

中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては」を削り，「実施状況」の次に

「及び第２項の報告，要望，助言等の内容又は前項の評価の結果」を加え，同項を同条

第６項とし，同項の前に次の５項を加える。 

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，日中サービス支援型指定共同生活

援助の提供に当たっては，地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う

等の地域との交流を図らなければならない。 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，日中サービス支援型指定共同生活

援助の提供に当たっては，地域連携推進会議を開催し，おおむね１年に１回以上，地

域連携推進会議において，事業の運営に係る状況を報告するとともに，必要な要望，

助言等を聴く機会を設けなければならない。 

３ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，地域連携推進会議の開催のほか，

おおむね１年に１回以上，当該地域連携推進会議の構成員が日中サービス支援型指定

共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならない。 

４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，第２項の報告，要望，助言等につ

いての記録を作成するとともに，当該記録を公表しなければならない。 



５ 前３項の規定は，日中サービス支援型指定共同生活援助事業者がその提供する日中

サービス支援型指定共同生活援助の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施

状況の公表又はこれに準ずる措置として市長が定めるもの（次項に規定するものを除

く。）を講じている場合には，適用しない。 

第２０３条の１１中「，第７６条」を削り，「者及び」の次に「基準省令第１７０条

の２に規定する」を加える。 

第２０３条の１２中「相談その他の日常生活上の援助」の次に「又はこれに併せて行

われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助」を加え

る。 

第２０３条の１３中「又は食事」を「若しくは食事」に改め，「日常生活上の援助」

の次に「又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後

の定着に必要な援助」を加える。 

第２０３条の２２中「，第７６条」を削り，「第２００条の６」を「第２００条の

７」に改め，「平成１８年厚生労働省告示第５５３号により」を削る。 

第２０４条第１項中「，指定医療型児童発達支援事業所（指定通所支援基準条例第６

２条に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。）」を削り，同条第２項中「，

指定医療型児童発達支援事業所」及び「平成１８年厚生労働省告示第５４４号により」

を削る。 

第２０８条中「平成１８年厚生労働省告示第５４０号により」を削る。 

第２０９条第１項第３号及び同条第２項中「又は作業療法士」を「，作業療法士又は

言語聴覚士」に改める。 

第２１０条ただし書中「従事させ」の次に「，又は当該特定基準該当障害福祉サービ

ス事業所以外の事業所，施設等の職務に従事させ」を加える。 

第２１２条第１項中「同条第８項」を「同条第９項」に，「第６１条」を「第６１条

第１項」に改める。 

第２１３条第１項中「第１５０条の４」を「第１５０条の５」に改める。 

附則第２条第１項中「又は作業療法士」を「，作業療法士又は言語聴覚士」に改め，

同項第１号中「平成１８年厚生労働省告示第５５３号により」を削る。 



附則第６条中「同条第４項」を「同条第５項」に改める。 

附則第１０条第２項中「第２００条の６各号」を「第２００条の６第１項各号」に改

める。 

附則第１４条第１項中「区分省令」を「区分命令」に，「令和６年３月３１日」を

「令和９年３月３１日」に改め，同条第２項中「区分省令」を「区分命令」に，「令和

６年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改める。 

第２条 岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を次のように改正する。 

目 次 中 「 第 １ ０ 章  就 労 移 行 支 援 」 を 

「第９章の２ 就労選択支援 

 第１節 基本方針（第１６２条の２）                   

 第２節 人員に関する基準（第１６２条の３・第１６２条の４）  

 第３節 設備に関する基準（第１６２条の５） 

 第４節 運営に関する基準（第１６２条の６―第１６２条の９）        

第１０章 就労移行支援                   」 

 第２条第３号中「第５条第２３項」を「第５条第２４項」に改める。 

 第３条第３項中「及び第８章」を「，第８章，第９章及び第１０章」に改める。 

第９章の次に次の１章を加える。 

第９章の２ 就労選択支援 

    第１節 基本方針 

第１６２条の２ 就労選択支援に係る指定障害福祉サービス（以下「指定就労選択支

援」という。）の事業は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう，施行規則第６条の７の２に規定する者につき，短期間の生産活動その他の活

動の機会の提供を通じて，就労に関する適性，知識及び能力の評価並びに施行規則第

６条の７の３に規定する事項の整理を行い，又はこれに併せて，当該評価及び当該整

理の結果に基づき，施行規則第６条の７の４に規定する便宜を適切かつ効果的に供与

するものでなければならない。 

    第２節 人員に関する基準 

に改める。 



（従業者の員数） 

第１６２条の３ 指定就労選択支援の事業を行う者（以下「指定就労選択支援事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定就労選択支援事業所」という。）に

置くべき就労選択支援員（指定就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が

定めるものをいう。以下同じ。）の数は，指定就労選択支援事業所ごとに，常勤換算

方法で，利用者の数を１５で除した数以上とする。 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数による。 

３ 第１項に規定する指定就労選択支援事業所の就労選択支援員は，専ら当該指定就労

選択支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし，利用者の支援に支

障がない場合はこの限りでない。 

 （準用） 

第１６２条の４ 第５２条の規定は，指定就労選択支援の事業について準用する。 

    第３節 設備に関する基準 

 （準用） 

第１６２条の５ 第８３条の規定は，指定就労選択支援の事業について準用する。 

    第４節 運営に関する基準 

 （実施主体） 

第１６２条の６ 指定就労選択支援事業者は，就労移行支援又は就労継続支援に係る指

定障害福祉サービス事業者であって，過去３年以内に当該事業者の事業所の３人以上

の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対

する就労支援の経験及び実績を有すると市長が認める事業者でなければならない。 

 （評価及び整理の実施） 

第１６２条の７ 指定就労選択支援事業者は，短期間の生産活動その他の活動の機会を

通じて，就労に関する適性，知識及び能力の評価並びに施行規則第６条の７の３に規

定する事項の整理（以下この節において「アセスメント」という。）を行うものとす

る。 

２ 障害者就業・生活支援センターその他の機関がアセスメントと同様の評価及び整理



を実施した場合には，指定就労選択支援事業者は，当該同様の評価及び整理をもっ

て，アセスメントの実施に代えることができる。この場合において，指定就労選択支

援事業者は，次項の規定による会議の開催，アセスメントの結果の作成又は指定障害

福祉サービス事業者その他の関係機関との連絡調整に当たり，当該障害者就業・生活

支援センターその他の機関に対し，当該会議への参加その他の必要な協力を求めるこ

とができる。 

３ 指定就労選択支援事業者は，アセスメントの結果の作成に当たり，利用者及び市町

村，指定特定相談支援事業者等，公共職業安定所その他の関係機関の担当者等を招集

して会議（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を開催し，

当該利用者の就労に関する意向を改めて確認するとともに，当該担当者等に意見を求

めるものとする。 

４ 指定就労選択支援事業者は，アセスメントの結果を作成した際には，当該結果に係

る情報を利用者及び指定特定相談支援事業者等に提供しなければならない。 

 （関係機関との連絡調整等の実施） 

第１６２条の８ 指定就労選択支援事業者は，アセスメントの結果を踏まえ，必要に応

じて公共職業安定所，障害者就業・生活支援センターその他の関係機関との連絡調整

を行わなければならない。 

２ 指定就労選択支援事業者は，法第８９条の３第１項に規定する協議会への定期的な

参加，公共職業安定所への訪問等により，地域における就労支援に係る社会資源，雇

用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに，利用者に対して進路選択に

資する情報を提供するよう努めなければならない。 

 （準用） 

第１６２条の９ 第９条から第２０条まで，第２３条，第２９条，第３４条の２，第３

６条の２から第４２条まで，第５９条，第６２条，第６８条，第７０条から第７２条

まで，第７６条，第７７条（第２項第１号を除く。），第８６条，第８７条，第８８

条から第９４条まで，第１４６条及び第１５８条の２の規定は，指定就労選択支援の

事業について準用する。この場合において，第９条第１項中「第３２条」とあるのは

「第１６２条の９において準用する第９１条」と，第２０条第２項中「次条第１項」



とあるのは「第１６２条の９において準用する第１４６条第１項」と，第２３条第２

項中「第２１条第２項」とあるのは「第１６２条の９において準用する第１４６条第

２項」と，第５９条第１項中「次条第１項に規定する療養介護計画に基づき，利用者

の心身の状況等に応じて」とあるのは「利用者の心身の状況等に応じて」と，第７７

条第２項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１６２条の９において準用する

第１９条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第１６２条の９におい

て準用する第９０条」と，同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは

「第１６２条の９」と，第９１条中「第９４条第１項」とあるのは「第１６２条の９

において準用する第９４条第１項」と，第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１

６２条の９において準用する前条」と，第１５８条の２第１項中「支給決定障害者

（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２に規定する厚生労働大

臣が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定障害者（基準省令第１７０条の２に

規定する厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。）」と，同条第

２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の

２に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（基

準省令第１７０条の２に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。）」と読み替える

ものとする。 

第１７２条の次に次の１条を加える。 

（就労選択支援に関する情報提供） 

第１７２条の２ 指定就労移行支援事業者は，利用者に対し，指定計画相談支援を行う

者と連携し，定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとする。 

第１８７条中「第１７２条」を「第１７２条の２」に改める。 

第１９２条及び第１９６条中「第１４８条」の次に「，第１７２条の２」を加える。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当

該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準



等を定める条例第２条第１１号及び第１２号，第５条第１項，第７条，第４５条第１

項及び第２項，第４９条第２項，第５１条第１項第４号，第５６条第２項並びに第５

７条の改正規定，第８０条第１項第２号アの改正規定（「平成１８年厚生労働省告示

第５４２号により」を削る部分に限る。），第８４条第４項，第１０５条第４項，第

１１４条第３項，第１４６条第４項，第１５８条第５項及び第１５８条の２の改正規

定，第１７３条の改正規定（「平成１８年厚生労働省告示第５５３号により」及び

「平成１８年厚生労働省告示第５５３号において」を削る部分に限る。），第１９８

条第１項第２号の改正規定，第２０３条の改正規定（「平成１８年厚生労働省告示第

５５３号により」を削る部分に限る。），第２０３条の４第１項第２号の改正規定，

第２０３条の１１の改正規定（「者及び」の次に「基準省令第１７０条の２に規定す

る」を加える部分に限る。），第２０３条の２２の改正規定（「平成１８年厚生労働

省告示第５５３号により」を削る部分に限る。），第２０４条第２項の改正規定

（「平成１８年厚生労働省告示第５４４号により」を削る部分に限る。），第２０８

条及び附則第２条第１項第１号の改正規定並びに附則第１４条第１項の改正規定

（「区分省令」を「区分命令」に改める部分に限る。）及び同条第２項の改正規定

（「区分省令」を「区分命令」に改める部分に限る。） 公布の日 

(2) 第２条の規定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の

一部を改正する法律（令和４年法律第１０４号）附則第１条第４号に掲げる規定の施

行の日 

（経過措置） 

２ 令和７年３月３１日までの間，第１条の規定による改正後の岡山市指定障害福祉サー

ビスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」とい

う。）第２００条の７（新条例第２０３条の２２において準用する場合を含む。以下同

じ。）及び第２０３条の１０の規定の適用については，新条例第２００条の７第２項及

び第３項並びに第２０３条の１０第２項及び第３項中「設けなければ」とあるのは「設

けるよう努めなければ」と，新条例第２００条の７第４項及び第２０３条の１０第４項

中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。 

 



 

提案理由 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１

号）の一部改正に伴い，就労選択支援に係る指定障害福祉サービスについての人員に関す

る基準を定める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ８ 号 議 案 

岡山市指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める 

条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める 

条例の一部を改正する条例 

 岡山市指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２４年市条例第８２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１２号中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。 

第３条に次の２項を加える。 

６ 指定障害者支援施設等は，利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ，

利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し，当該意向を定期的に確認するととも

に，法第７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相

談支援事業を行う者と連携を図りつつ，利用者の希望に沿って地域生活への移行に向け

た措置を講じなければならない。 

７ 指定障害者支援施設等は，利用者の当該指定障害者支援施設等以外における指定障害

福祉サービス等の利用状況等を把握するとともに，利用者の自己決定の尊重及び意思決

定の支援に配慮しつつ，利用者の当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉

サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し，一般相談支援事業又は特定相談支援

事業を行う者と連携を図りつつ，必要な援助を行わなければならない。 

 第４条第１項中「又は作業療法士」を「，作業療法士又は言語聴覚士」に改める。 



 第２５条中第３項を第４項とし，第２項を第３項とし，第１項の次に次の１項を加える。 

２ 指定障害者支援施設等は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう，利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。 

 第２６条第２項中「行い」を「行うとともに，利用者の自己決定の尊重及び意思決定の

支援に配慮しつつ」に改め，同項に後段として次のように加える。 

この場合において，サービス管理責任者は，第２７条の３第１項の地域移行等意向確

認担当者（以下「地域移行等意向確認担当者」という。）が把握した利用者の地域生活

への移行に関する意向等を踏まえるものとする。 

第２６条第１０項中「第７項」を「第８項」に，「第８項」を「第９項」に改め，同項 

を同条第１１項とし，同条中第９項を第１０項とし，第８項を第９項とし，同条第７項中

「利用者」の次に「及び当該利用者に対して指定計画相談支援（法第５１条の１７第２項

に規定する指定計画相談支援をいう。）を行う者」を加え，同項を同条第８項とし，同条

第６項中「第４項」を「第５項」に改め，同項を同条第７項とし，同条第５項中「利用

者」を「利用者及び当該利用者」に改め，「担当者等」の次に「（地域移行等意向確認担

当者を含む。）」を，「開催し」の次に「，当該利用者の生活に対する意向等を改めて確

認するとともに」を加え，同項を同条第６項とし，同条中第４項を第５項とし，第３項を

第４項とし，第２項の次に次の１項を加える。 

３ アセスメントに当たっては，利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合に

は，適切に意思決定の支援を行うため，当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等に

ついて丁寧に把握しなければならない。 

 第２７条に次の１項を加える。 

２ サービス管理責任者は，業務を行うに当たっては，利用者の自己決定の尊重を原則と

した上で，利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には，適切に利用者へ

の意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。 

 第２７条の次に次の２条を加える。 

 （地域との連携等） 

第２７条の２ 指定障害者支援施設等は，施設障害福祉サービスの提供に当たっては，地

域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなけれ



ばならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，施設障害福祉サービスの提供に当たっては，利用者及びそ

の家族，地域住民の代表者，施設障害福祉サービスについて知見を有する者並びに市町

村の担当者等により構成される協議会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）（以下この条において「地域連携推進会議」という。）を開催し，おお

むね１年に１回以上，地域連携推進会議において，事業の運営に係る状況を報告すると

ともに，必要な要望，助言等を聴く機会を設けなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は，前項に規定する地域連携推進会議の開催のほか，おおむね

１年に１回以上，地域連携推進会議の構成員が指定障害者支援施設等を見学する機会を

設けなければならない。 

４  指定障害者支援施設等は，第２項の報告，要望，助言等についての記録を作成すると

ともに，当該記録を公表しなければならない。 

５  前３項の規定は，指定障害者支援施設等がその提供する施設障害福祉サービスの質に

係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として市

長が定めるものを講じている場合には，適用しない。 

 （地域移行等意向確認担当者の選任等） 

第２７条の３ 指定障害者支援施設等は，利用者の地域生活への移行に関する意向の把握，

利用者の当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等

の把握及び利用者の当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の

利用に関する意向の定期的な確認（以下この条において「地域移行等意向確認等」とい

う。）を適切に行うため，地域移行等意向確認等に関する指針を定めるとともに，地域

移行等意向確認担当者を選任しなければならない。 

２  地域移行等意向確認担当者は，前項の指針に基づき，地域移行等意向確認等を実施し，

アセスメントの際に地域移行等意向確認等において把握又は確認した内容をサービス管

理責任者に報告するとともに，当該内容を第２６条第６項に規定する施設障害福祉サー

ビス計画の作成に係る会議に報告しなければならない。 

３  地域移行等意向確認担当者は，地域移行等意向確認等に当たっては，法第７７条第３

項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者



と連携し，地域における障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活

への移行に向けた支援を行うよう努めなければならない。 

 第５０条に次の２項を加える。 

３  指定障害者支援施設等は，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指定医療機関（次

項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で，新興感染症（同条第７項

に規定する新型インフルエンザ等感染症，同条第８項に規定する指定感染症又は同条第

９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決める

ように努めなければならない。 

４  指定障害者支援施設等は，協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合におい

ては，当該第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症の発生時等の対応について協

議を行わなければならない。 

 第５７条を次のように改める。 

第５７条 削除 

   附 則 

 （施行期日） 

１  この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，第２条第１２号の改正規定は， 

公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２  令和７年３月３１日までの間，改正後の第２７条の２の規定の適用については，同条

第２項及び第３項中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と，同条

第４項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。 

３ 令和８年３月３１日までの間，改正後の第２７条の３の規定の適用については，同条

第１項中「選任しなければ」とあるのは「選任するよう努めなければ」と，同条第２項

中「報告しなければ」とあるのは「報告するよう努めなければ」とする。 

 

 

提案理由 



 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援

施設等の人員，設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７２号）の一部

改正に伴い，利用者の地域生活への移行を推進するために必要な事項を定める等のため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 

 



甲 第 ３ ９ 号 議 案 

岡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

部を改正する条例の制定について 

 岡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

部を改正する条例  

第１条 岡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

４年市条例第８３号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第５６条」を「第５５条」に，「第５７条」を「第５６条」に改める。 

第２条第３号中「，医療型児童発達支援（同条第３項に規定する医療型児童発達支援

をいう。）の事業」を削り，「同条第４項」を「同条第３項」に，「同条第５項」を

「同条第４項」に，「同条第６項」を「同条第５項」に改める。 

 第１６条中第３項を第４項とし，第２項を第３項とし，第１項の次に次の１項を加え

る。 

２ 療養介護事業者は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う，利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。 

 第１７条第２項中「以下」の次に「この章において」を加え，「行い」を「行うとと

もに，利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ」に改め，同条第１０

項中「第７項」を「第８項」に，「第８項」を「第９項」に改め，同項を同条第１１項

とし，同条中第９項を第１０項とし，第８項を第９項とし，同条第７項中「利用者」の

次に「及び当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援（法第５１条の１



７第２項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。）又は指定障害児相談支援

（児童福祉法第２４条の２６第２項に規定する指定障害児相談支援をいう。）を行う者

（以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等」という。）」を加え，同項を同

条第８項とし，同条第６項中「第４項」を「第５項」に改め，同項を同条第７項とし，

同条第５項中「会議（」の次に「利用者及び当該」を，「開催し」の次に「，当該利用

者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに」を加え，同項を同条第６項とし，

同条中第４項を第５項とし，第３項を第４項とし，第２項の次に次の１項を加える。 

３ サービス管理責任者は，アセスメントに当たっては，利用者が自ら意思を決定する

ことに困難を抱える場合には，適切に意思決定の支援を行うため，当該利用者の意思

及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。 

 第１８条に次の１項を加える。 

２ サービス管理責任者は，業務を行うに当たっては，利用者の自己決定の尊重を原則

とした上で，利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には，適切に利用

者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。 

 第３９条中「又は作業療法士」を「，作業療法士又は言語聴覚士」に改める。 

 第５０条中「第１８条」を「第１８条第１項」に改める。 

 第５２条中「又は作業療法士」を「，作業療法士又は言語聴覚士」に改める。 

 第５３条を削り，第５４条を第５３条とし，第５５条中「第６４条第１項」を「第６

２条の２」に改め，同条を第５４条とし，同条の次に次の１条を加える。 

（準用） 

第５５条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６条まで，

第２８条から第３２条の２まで，第３４条から第３８条まで，第４０条，第４１条及

び第４４条の２から第４９条までの規定は，自立訓練（機能訓練）の事業について準

用する。この場合において，第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とあるのは

「第５５条において準用する第１７条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「自

立訓練（機能訓練）計画」と，同項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第５５

条において準用する第２８条第２項」と，同項第３号中「第３０条第２項」とあるの

は「第５５条において準用する第３０条第２項」と，同項第４号中「第３２条第２



項」とあるのは「第５５条において準用する第３２条第２項」と，第１６条第１項中

「次条第１項」とあるのは「第５５条において準用する次条第１項」と，第１７条中

「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と，同条第９項中「６

月」とあるのは「３月」と，第１８条第１項中「前条」とあるのは「第５５条におい

て準用する前条」と，第２４条第２項中「この章」とあるのは「第４章」と読み替え

るものとする。 

 第５６条を削り，第５章中第５７条を第５６条とし，第５８条を第５７条とし，第５

９条を第５８条とし，同条の次に次の１条を加える。 

（職員の配置の基準） 

第５９条 自立訓練（生活訓練）事業者が自立訓練（生活訓練）事業所に置くべき職員

及びその員数は，次のとおりとする。 

(1) 管理者 １ 

(2) 生活支援員 自立訓練（生活訓練）事業所ごとに，常勤換算方法で，アに掲げる

利用者の数を６で除した数とイに掲げる利用者の数を１０で除した数の合計数以上 

ア イに掲げる利用者以外の利用者 

イ 宿泊型自立訓練の利用者 

(3) 地域移行支援員 宿泊型自立訓練を行う場合，自立訓練（生活訓練）事業所ごと

に，１以上 

(4) サービス管理責任者 自立訓練（生活訓練）事業所ごとに，ア又はイに掲げる利

用者の数の区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数を

増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている自立訓練

（生活訓練）事業所については，前項第２号中「生活支援員」とあるのは「生活支援

員及び看護職員」と，「自立訓練（生活訓練）事業所」とあるのは「生活支援員及び

看護職員の総数は，自立訓練（生活訓練）事業所」と読み替えるものとする。この場

合において，生活支援員及び看護職員の数は，当該自立訓練（生活訓練）事業所ごと



に，それぞれ１以上とする。 

３ 自立訓練（生活訓練）事業者が，自立訓練（生活訓練）事業所における自立訓練

（生活訓練）に併せて，利用者の居宅を訪問することにより自立訓練（生活訓練）

（以下この項において「訪問による自立訓練（生活訓練）」という。）を提供する場

合は，前２項に規定する員数の職員に加えて，当該訪問による自立訓練（生活訓練）

を提供する生活支援員を１人以上置くものとする。 

４ 第１項（第２項において読み替えられる場合を含む。）の利用者の数は，前年度の

平均値とする。ただし，新規に事業を開始する場合は，推定数とする。 

５ 第１項（第１号に掲げる者を除く。）及び第２項に規定する自立訓練（生活訓練）

事業所の職員は，専ら当該自立訓練（生活訓練）事業所の職務に従事する者でなけれ

ばならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。 

６ 第１項第１号の管理者は，専らその職務に従事する者でなければならない。ただし，

自立訓練（生活訓練）事業所の管理上支障がない場合は，当該自立訓練（生活訓練）

事業所の他の業務に従事し，又は当該自立訓練（生活訓練）事業所以外の事業所，施

設等の職務に従事することができるものとする。 

７ 第１項第２号又は第２項の生活支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならな

い。 

８ 第１項第４号のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。

ただし，指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練（生活訓練）事業所であって，利用

者の支援に支障がない場合は，この限りでない。 

第６０条及び第６１条を次のように改める。 

 第６０条 削除 

（準用） 

第６１条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６条まで，

第２８条から第３２条の２まで，第３４条から第３６条まで，第４０条，第４１条，

第４４条の２から第４９条まで，第５３条及び第５４条の規定は，自立訓練（生活訓

練）の事業について準用する。この場合において，第９条第２項第１号中「第１７条

第１項」とあるのは「第６１条において準用する第１７条第１項」と，「療養介護計



画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と，同項第２号中「第２８条第２項」

とあるのは「第６１条において準用する第２８条第２項」と，同項第３号中「第３０

条第２項」とあるのは「第６１条において準用する第３０条第２項」と，同項第４号

中「第３２条第２項」とあるのは「第６１条において準用する第３２条第２項」と，

第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第６１条において準用する次条第１

項」と，第１７条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と，

同条第９項中「６月」とあるのは「３月」と，第１８条第１項中「前条」とあるのは

「第６１条において準用する前条」と，第２４条第２項中「この章」とあるのは「第

５章」と，第４０条第２項中「６人以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自立訓

練（生活訓練）については６人以上，宿泊型自立訓練については１０人以上」と読み

替えるものとする。 

 第６２条の次に次の１条を加える。 

（規模） 

第６２条の２ 就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「就労移行支援事業所」という。）は，１０人以上の

人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 

 第６４条第１項中「就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「就労移行支援事業所」という。）」を「就労移

行支援事業所」に改める。 

第６６条中「第５３条」を「第１７条」に改める。 

  第７０条を次のように改める。 

（準用） 

第７０条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６条まで，

第２８条から第３２条の２まで，第３４条から第３６条まで，第３８条，第４０条，

第４１条，第４３条，第４４条，第４５条から第４９条まで及び第５３条の規定は，

就労移行支援の事業について準用する。この場合において，第９条第２項第１号中

「第１７条第１項」とあるのは「第７０条において準用する第１７条第１項」と，

「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と，同項第２号中「第２８条第２



項」とあるのは「第７０条において準用する第２８条第２項」と，同項第３号中「第

３０条第２項」とあるのは「第７０条において準用する第３０条第２項」と，同項第

４号中「第３２条第２項」とあるのは「第７０条において準用する第３２条第２項」

と，第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第７０条において準用する次条第

１項」と，第１７条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と，同条第

９項中「６月」とあるのは「３月」と，第１８条第１項中「前条」とあるのは「第７

０条において準用する前条」と，第２４条第２項中「この章」とあるのは「第６章」

と，第４０条第１項中「生活介護事業所」とあるのは「就労移行支援事業所（認定就

労移行支援事業所を除く。）」と読み替えるものとする。 

第８５条中「第５４条」を「第５３条」に，「第１８条」を「第１８条第１項」に改

める。 

第８８条中「第５４条」を「第５３条」に，「第１８条」を「第１８条第１項」に改

める。 

 第８９条第１項中「，指定医療型児童発達支援（指定通所支援基準条例第６１条に規

定する指定医療型児童発達支援をいう。）の事業」を削る。 

 第９１条第１項中「第６０条第７項」を「第５９条第７項」に改め，同条第２項中

「第６０条第１項第４号」を「第５９条第１項第４号」に改め，同条第３項中「第６０

条第１項第２号」を「第５９条第１項第２号」に改める。 

附則第２条第１項中「又は作業療法士」を「，作業療法士又は言語聴覚士」に改める。 

附則第３条第１項及び第２項中「第５９条第３項」を「第５８条第３項」に改める。 

附則第４条第１項中「第５６条」を「第５５条」に，「第５８条第１項」を「第５７

条第１項」に改め，同条第２項中「第５条第２６項」を「第５条第２７項」に，「第５

６条」を「第５５条」に，「第５８条第１項」を「第５７条第１項」に改める。 

附則第６条中「第５６条」を「第５５条」に，「第５９条第１項」を「第５８条第１

項」に改める。 

附則第７条及び附則第８条中「第５６条」を「第５５条」に改める。 

附則第９条中「第５９条第６項」を「第５８条第６項」に改める。 

第２条 岡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を



次のように改正する。 

目 次 中 「 第 ５ 章  自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） （ 第 ５ ６ 条 ― 第 ６ １ 条 ） 」 を 

「第５章 自立訓練（生活訓練）（第５６条―第６１条） 

第５章の２ 就労選択支援（第６１条の２―第６１条の８）」 

第３条第２項中「第８章」を「第５章まで及び第６章から第８章」に改める。 

第５章の次に次の１章を加える。 

   第５章の２ 就労選択支援 

（基本方針） 

第６１条の２ 就労選択支援の事業は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう，施行規則第６条の７の２に規定する者につき，短期間の生産活動

その他の活動の機会の提供を通じて，就労に関する適性，知識及び能力の評価並びに

施行規則第６条の７の３に規定する事項の整理を行い，又はこれに併せて，当該評価

及び当該整理の結果に基づき，施行規則第６条の７の４に規定する便宜を適切かつ効

果的に供与するものでなければならない。 

 （規模） 

第６１条の３ 就労選択支援の事業を行う者（以下「就労選択支援事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「就労選択支援事業所」という。）は，１０人以上の

人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 

 （職員の配置の基準） 

第６１条の４ 就労選択支援事業所に置くべき職員及びその員数は，次のとおりとする。 

(1) 管理者 １ 

(2) 就労選択支援員（就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるも

のをいう。以下同じ。） 就労選択支援事業所ごとに，常勤換算方法で，利用者の

数を１５で除した数以上 

２ 前項第２号の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に事業を開始す

る場合は，推定数による。 

３ 第１項第１号の管理者は，専らその職務に従事する者でなければならない。ただし，

就労選択支援事業所の管理上支障がない場合は，当該就労選択支援事業所の他の業務

に改める。 



に従事し，又は当該就労選択支援事業所以外の事業所，施設等の職務に従事すること

ができるものとする。 

４ 第１項第２号の就労選択支援員は，専ら当該就労選択支援事業所の職務に従事する

者でなければならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 

 （実施主体） 

第６１条の５ 就労選択支援事業者は，就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害

福祉サービス事業者であって，過去３年以内に当該事業者の事業所の３人以上の利用

者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就

労支援の経験及び実績を有する事業者でなければならない。 

 （評価及び整理の実施） 

第６１条の６ 就労選択支援事業者は，短期間の生産活動その他の活動の機会を通じて，

就労に関する適性，知識及び能力の評価並びに施行規則第６条の７の３に規定する事

項の整理（以下この章において「アセスメント」という。）を行うものとする。 

２ 障害者就業・生活支援センターその他の機関がアセスメントと同様の評価及び整理

を実施した場合には，就労選択支援事業者は，当該同様の評価及び整理をもって，ア

セスメントの実施に代えることができる。この場合において，就労選択支援事業者は，

次項の規定による会議の開催，アセスメントの結果の作成又は指定障害福祉サービス

事業者その他の関係機関との連絡調整に当たり，当該障害者就業・生活支援センター

その他の機関に対し，当該会議への参加その他の必要な協力を求めることができる。 

３ 就労選択支援事業者は，アセスメントの結果の作成に当たり，利用者及び市町村，

指定特定相談支援事業者等，公共職業安定所その他の関係機関の担当者等を招集して

会議（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を開催し，当該

利用者の就労に関する意向を改めて確認するとともに，当該担当者等に意見を求める

ものとする。 

４ 就労選択支援事業者は，アセスメントの結果を作成した際には，当該結果に係る情

報を利用者及び指定特定相談支援事業者等に提供しなければならない。 

 （関係機関との連絡調整等の実施） 

第６１条の７ 就労選択支援事業者は，アセスメントの結果を踏まえ，必要に応じて公



共職業安定所，障害者就業・生活支援センターその他の関係機関との連絡調整を行わ

なければならない。 

２ 就労選択支援事業者は，法第８９条の３第１項に規定する協議会への定期的な参加，

公共職業安定所への訪問等により，地域における就労支援に係る社会資源，雇用に関

する事例等に関する情報の収集に努めるとともに，利用者に対して進路選択に資する

情報を提供するよう努めなければならない。 

 （準用） 

第６１条の８ 第８条，第９条（第２項第１号を除く。），第１３条から第１６条まで，

第１９条，第２４条から第２６条まで，第２８条から第３２条の２まで，第３４条か

ら第３６条まで，第３８条，第４１条，第４３条，第４４条及び第４５条から第４９

条までの規定は，就労選択支援の事業について準用する。この場合において，第９条

第２項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第６１条の８において準用する第２

８条第２項」と，同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第６１条の８におい

て準用する第３０条第２項」と，同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第６

１条の８において準用する第３２条第２項」と，第１６条第１項中「次条第１項に規

定する療養介護計画に基づき，利用者の心身の状況等に応じて」とあるのは「利用者

の心身の状況等に応じて」と読み替えるものとする。 

第６９条の次に次の１条を加える。 

  （就労選択支援に関する情報提供） 

第６９条の２ 就労移行支援事業者は，利用者に対し，指定計画相談支援を行う者と連

携し，定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとする。 

第８５条中「及び第５３条」を「，第５３条及び第６９条の２」に改める。 

第８８条中「第５３条」の次に「，第６９条の２」を加える。 

 附則第４条第２項中「第５条第２７項」を「第５条第２８項」に改める。 

   附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，第２条の規定は，障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律（令和４年法律

第１０４号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日から施行する。 



 

 

提案理由 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービ

ス事業の設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７４号）の一部改正に

伴い，就労選択支援の事業に関し必要な事項を定める等のため，本条例の一部を改正しよ

うとするものである。 

 



甲 第 ４ ０ 号 議 案 

岡山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改 

正する条例の制定について 

 岡山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改 

   正する条例 

 岡山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条例第

８４号）の一部を次のように改正する。 

 第３条に次の２項を加える。 

５ 障害者支援施設は，利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ，利用

者の地域生活への移行に関する意向を把握し，当該意向を定期的に確認するとともに，

法第７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支

援事業を行う者と連携を図りつつ，利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措

置を講じなければならない。 

６ 障害者支援施設は，利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス

等（法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。）の利用

状況等を把握するとともに，利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ，

利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向

を定期的に確認し，一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ，

必要な援助を行わなければならない。 

第１１条第１項中「又は作業療法士」を「，作業療法士又は言語聴覚士」に改める。 



 第１８条中第３項を第４項とし，第２項を第３項とし，第１項の次に次の１項を加える。 

２ 障害者支援施設は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，

利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。 

 第１９条第２項中「行い」を「行うとともに，利用者の自己決定の尊重及び意思決定の

支援に配慮しつつ」に改め，同項に後段として次のように加える。 

この場合において，サービス管理責任者は，第２０条の３第１項の地域移行等意向確

認担当者（以下「地域移行等意向確認担当者」という。）が把握した利用者の地域生活

への移行に関する意向等を踏まえるものとする。 

第１９条第１０項中「第７項」を「第８項」に，「第８項」を「第９項」に改め，同項

を同条第１１項とし，同条中第９項を第１０項とし，第８項を第９項とし，同条第７項中

「利用者」の次に「及び当該利用者に対して指定計画相談支援（法第５１条の１７第２項

に規定する指定計画相談支援をいう。）を行う者」を加え，同項を同条第８項とし，同条

第６項中「第４項」を「第５項」に改め，同項を同条第７項とし，同条第５項中「利用

者」を「利用者及び当該利用者」に改め，「担当者等」の次に「（地域移行等意向確認担

当者を含む。）」を，「開催し」の次に「，当該利用者の生活に対する意向等を改めて確

認するとともに」を加え，同項を同条第６項とし，同条中第４項を第５項とし，第３項を

第４項とし，第２項の次に次の１項を加える。 

３ アセスメントに当たっては，利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合に

は，適切に意思決定の支援を行うため，当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等に

ついて丁寧に把握しなければならない。 

 第２０条に次の１項を加える。 

２ サービス管理責任者は，業務を行うに当たっては，利用者の自己決定の尊重を原則と

した上で，利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には，適切に利用者へ

の意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。 

第２０条の次に次の２条を加える。 

 （地域との連携等） 

第２０条の２ 障害者支援施設は，施設障害福祉サービスの提供に当たっては，地域住民

又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければなら



ない。 

２ 障害者支援施設は，施設障害福祉サービスの提供に当たっては，利用者及びその家族，

地域住民の代表者，施設障害福祉サービスについて知見を有する者並びに市町村の担当

者等により構成される協議会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）（以下この条において「地域連携推進会議」という。）を開催し，おおむね１年

に１回以上，地域連携推進会議において，事業の運営に係る状況を報告するとともに，

必要な要望，助言等を聴く機会を設けなければならない。 

３ 障害者支援施設は，前項に規定する地域連携推進会議の開催のほか，おおむね１年に

１回以上，地域連携推進会議の構成員が障害者支援施設を見学する機会を設けなければ

ならない。 

４ 障害者支援施設は，第２項の報告，要望，助言等についての記録を作成するとともに，

当該記録を公表しなければならない。 

５ 前３項の規定は，障害者支援施設がその提供する施設障害福祉サービスの質に係る外

部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として市長が定

めるものを講じている場合には，適用しない。 

 （地域移行等意向確認担当者の選任等） 

第２０条の３ 障害者支援施設は，利用者の地域生活への移行に関する意向の把握，利用

者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等の把握及び

利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向

の定期的な確認（以下この条において「地域移行等意向確認等」という。）を適切に行

うため，地域移行等意向確認等に関する指針を定めるとともに，地域移行等意向確認担

当者を選任しなければならない。 

２  地域移行等意向確認担当者は，前項の指針に基づき，地域移行等意向確認等を実施し，

アセスメントの際に地域移行等意向確認等において把握又は確認した内容をサービス管

理責任者に報告するとともに，当該内容を第１９条第６項に規定する施設障害福祉サー

ビス計画の作成に係る会議に報告しなければならない。 

３  地域移行等意向確認担当者は，地域移行等意向確認等に当たっては，法第７７条第３

項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者



と連携し，地域における障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活

への移行に向けた支援を行うよう努めなければならない。 

 第４０条に次の２項を加える。 

３ 障害者支援施設は，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指定医療機関（次項にお

いて「第２種協定指定医療機関」という。）との間で，新興感染症（同条第７項に規定

する新型インフルエンザ等感染症，同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に

規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように

努めなければならない。 

４ 障害者支援施設は，協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合においては，

当該第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症の発生時等の対応について協議を行

わなければならない。 

 第４４条を次のように改める。 

第４４条 削除 

    附 則 

 （施行期日） 

１  この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２  令和７年３月３１日までの間，改正後の第２０条の２の規定の適用については，同条

第２項及び第３項中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と，同条

第４項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。 

３ 令和８年３月３１日までの間，改正後の第２０条の３の規定の適用については，同条

第１項中「選任しなければ」とあるのは「選任するよう努めなければ」と，同条第２項

中「報告しなければ」とあるのは「報告するよう努めなければ」とする。 

 

 

提案理由 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設



の設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７７号）の一部改正に伴い，

利用者の地域生活への移行を推進するために必要な事項を定める等のため，本条例の一部

を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ １ 号 議 案 

   岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定 

める条例等の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例等

の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定 

める条例等の一部を改正する条例 

 （岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部改正） 

第１条 岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例（平成２４年市条例第８５号）の一部を次のように改正する。 

 第６条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第８条第２項第２号中「磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方

法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁

的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第

２７９条第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

 第２３条第１項中第４号を第６号とし，第３号を第５号とし，第２号の次に次の２号

を加える。 

 (3) 指定訪問介護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その他利用者の行動を制

限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならないこと。 



(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

第３４条第１項中「認められる重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要

事項」という。）」を加え，同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に，

「同項」を「前項」に改め，同条に次の１項を加える。 

３ 指定訪問介護事業者は，原則として，重要事項をウェブサイトに掲載しなければな

らない。 

 第４２条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同項第７号中

「までに規定する」を「までの規定による」に改め，同号を同項第８号とし，同項第６

号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」に改め，同号を同

項第７号とし，同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同号を同項第

６号とし，同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同号を同項第５号

とし，同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同号を同項第４号とし，

同項第２号の次に次の１号を加える。 

 (3) 第２３条第１項第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

   第４２条の３中「準用する第１９条第２項」と」の次に「，同項第３号中「第２３条

第１項第４号」とあるのは「第４２条の３において準用する第２３条第１項第４号」

と」を加え，「同項第３号」を「同項第４号」に，「同項第４号」を「同項第５号」に，

「同項第５号」を「同項第６号」に，「同項第６号」を「同項第７号」に，「同項第７

号」を「同項第８号」に改める。 

 第４４条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第４７条中「準用する第１９条第２項」と」の次に「，同項第３号中「第２３条第１

項第４号」とあるのは「第４７条において準用する第２３条第１項第４号」と」を加え，

「同項第３号」を「同項第４号」に，「同項第４号」を「同項第５号」に，「同項第５

号」を「同項第６号」に，「同項第６号」を「同項第７号」に，「同項第７号」を「同

項第８号」に改める。 

第５０条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 



 第５４条第１項中第５号を第７号とし，第４号を第６号とし，第３号を第５号とし，

第２号の次に次の２号を加える。 

(3) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはならな

いこと。 

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

 第５９条第２項第７号中「までに規定する」を「までの規定による」に改め，同号を

同項第８号とし，同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を

「採った」に改め，同号を同項第７号とし，同項第５号中「に規定する」を「の規定に

よる」に改め，同号を同項第６号とし，同項第４号を削り，同項第３号中「に規定す

る」を「の規定による」に改め，同号を同項第５号とし，同項第２号中「に規定する」

を「の規定による」に改め，同号を同項第４号とし，同項第１号の次に次の２号を加え

る。 

 (2) 第５４条第１項第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 (3) 第５８条の２第１項の規定による勤務の体制等の記録 

 第６２条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第６４条中「第５９条第２項第２号，第３号，第５号及び第６号」を「第５９条第２

項第２号中「第５４条第１項第４号」とあるのは「第６４条において準用する第５４条

第１項第４号」と，同項第４号から第７号までの規定」に，「同項第７号」を「同項第

８号」に改める。 

第１０３条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。  

第１０７条第１項第３号及び第４号を削り，同項第５号中「身体的拘束その他利用者

の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め，

同号を同項第３号とし，同項中第６号を第４号とし，第７号を第５号とし，同項に次の

２号を加える。 

(6) 指定通所介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護技術を



もってサービスの提供を行うこと。 

(7) 指定通所介護の提供に当たっては，常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ，

相談援助等の生活指導，生活機能の改善又は維持のための機能訓練その他必要なサ

ービスを利用者の希望を踏まえて適切に提供すること。特に，認知症（法第５条の

２第１項に規定する認知症をいう。以下同じ。）である要介護者に対しては，必要

に応じ，その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えること。 

 第１１４条第２項第２号中「第１０７条第１項第６号に規定する」を「第１０７条第

１項第４号の規定による」に改め，同項第３号から第６号までの規定中「に規定する」

を「の規定による」に改め，同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に，「と

った」を「採った」に改め，同項第８号中「までに規定する」を「までの規定による」

に改める。 

 第１３５条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第１３７条中「第１０７条第１項第６号」を「第１０７条第１項第４号」に改める。 

第１５１条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第１５７条中第６項を第７項とし，第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措

置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに，その結

果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

第１６８条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会の設置） 

第１６８条の２ 指定短期入所生活介護事業者は，当該指定短期入所生活介護事業所に

おける業務の効率化，介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の



促進を図るため，当該指定短期入所生活介護事業所における利用者の安全並びに介護

サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しなければ

ならない。 

第１６９条第２項第２号から第５号までの規定中「に規定する」を「の規定による」

に改め，同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」

に改め，同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同項第８号中「まで

に規定する」を「までの規定による」に改める。 

 第１７６条中第８項を第９項とし，第７項の次に次の１項を加える。 

８ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，次

に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに，その結

果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

第１８１条中第６項を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加

える。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業所の管理者は，ユニット型施設の管理等に係

る研修を受講するよう努めなければならない。 

 第１８６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第１９２条第１項第２号を削り，同項第３号中「（前号に該当するものを除く。）」

を削り，同号を同項第２号とし，同項第４号中「前２号」を「前号」に改め，「及び入

院患者」を削り，同号を同項第３号とし，同項第５号を同項第４号とする。 

 第１９３条第１項第２号を削り，同項第３号中「（指定介護療養型医療施設であるも

のを除く。）」を削り，同号を同項第２号とし，同項中第４号を第３号とし，第５号を

第４号とし，同条第２項中「前項第３号及び第４号」を「前項第２号及び第３号」に，



「前項に」を「同項に」に改める。 

 第１９４条中「，診療所」を「又は診療所」に改め，「又は病院の老人性認知症疾患

療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第１項の規定により

なおその効力を有するものとされた介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第

４条第２項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。）」を削る。 

 第１９６条中第７項を第８項とし，第６項を第７項とし，第５項の次に次の１項を加

える。 

６ 指定短期入所療養介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措

置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに，その結

果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

 第２０４条第２号中「若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院」

を「又は診療所」に，「療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟」を「療養病床」に改

める。 

 第２０５条第２項第２号から第５号までの規定中「に規定する」を「の規定による」

に改め，同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」

に改め，同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同項第８号中「まで

に規定する」を「までの規定による」に改める。 

第２０６条中「及び第１６８条」を「，第１６８条及び第１６８条の２」に改める。 

第２０９条第１項中「ユニット型指定短期入所療養介護の」を「介護老人保健施設で

あるユニット型指定短期入所療養介護の」に，「次のとおり」を「法に規定する介護老

人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設に関するも

のに限る。）を有すること」に改め，同項各号を削り，同条第２項中「第１９５条第１

項に規定する設備」を「第１９５条第１項から第４項までに規定する設備」に，「前



項」を「前各項」に改め，同項を同条第５項とし，同条第１項の次に次の３項を加える。 

２ 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関す

る基準は，次に掲げる設備を有することとする。 

(1) 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は，ユニッ

ト及び浴室を有しなければならない。 

(2) 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニット，

廊下，機能訓練室及び浴室については，次の基準を満たさなければならない。 

ア ユニット 

(ｱ) 病室 

ａ 一の病室の定員は，１人とすること。ただし，利用者への指定短期入所療

養介護の提供上必要と認められる場合は，２人とすることができること。 

ｂ 病室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの共同生活

室に近接して一体的に設けること。ただし，一のユニットの利用者の定員は，

原則としておおむね１０人以下とし，１５人を超えないものとすること。 

ｃ 一の病室の床面積等は，１０．６５平方メートル以上とすること。ただし，

ａただし書の場合にあっては，２１．３平方メートル以上とすること。 

ｄ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

(ｲ) 共同生活室 

ａ 共同生活室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの利

用者が交流し，共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有

すること。 

ｂ 一の共同生活室の床面積は，２平方メートルに当該共同生活室が属するユ

ニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

ｃ 必要な設備及び備品を備えること。 

(ｳ) 洗面設備 

ａ 病室ごとに設けること，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

ｂ 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

(ｴ) 便所 



ａ 病室ごとに設けること，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

ｂ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに，身体の不自由な者が使用

するのに適したものとすること。 

イ 廊下幅 

１．８メートル以上とすること。ただし，中廊下の幅は，２．７メートル以上

とすること。 

ウ 機能訓練室 

内法による測定で４０平方メートル以上の床面積を有し，必要な器械及び器具

を備えること。 

エ 浴室 

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

(3) 前号イからエまでに掲げる設備は，専ら当該ユニット型指定短期入所療養介護事

業所の用に供するものでなければならない。ただし，利用者に対する指定短期入所

療養介護の提供に支障がない場合は，この限りでない。 

(4) 第２号ア（イ）の共同生活室は，医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０

号）第２１条第３号に規定する食堂とみなす。 

(5) 前各号に規定するもののほか，療養病床を有する病院であるユニット型指定短期

入所療養介護事業所は，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるこ

ととする。 

３ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関

する基準は，次に掲げる設備を有することとする。 

(1) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は，ユニ

ット及び浴室を有しなければならない。 

(2) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニッ

ト，廊下，機能訓練室及び浴室については，次の基準を満たさなければならない。 

ア ユニット 

(ｱ) 病室 

ａ 一の病室の定員は，１人とすること。ただし，利用者への指定短期入所療



養介護の提供上必要と認められる場合は，２人とすることができること。 

ｂ 病室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの共同生活

室に近接して一体的に設けること。ただし，一のユニットの利用者の定員は，

原則としておおむね１０人以下とし，１５人を超えないものとすること。 

ｃ 一の病室の床面積等は，１０．６５平方メートル以上とすること。ただし，

ａただし書の場合にあっては，２１．３平方メートル以上とすること。 

ｄ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

(ｲ) 共同生活室 

ａ 共同生活室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの利

用者が交流し，共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有

すること。 

ｂ 一の共同生活室の床面積は，２平方メートルに当該共同生活室が属するユ

ニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

ｃ 必要な設備及び備品を備えること。 

(ｳ) 洗面設備 

ａ 病室ごとに設けること，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

ｂ 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

(ｴ) 便所 

ａ 病室ごとに設けること，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

ｂ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに，身体の不自由な者が使用

するのに適したものとすること。 

イ 廊下幅 

１．８メートル以上とすること。ただし，中廊下の幅は，２．７メートル以上

とすること。 

ウ 機能訓練室 

機能訓練を行うために十分な広さを有し，必要な器械及び器具を備えること。 

エ 浴室 

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 



(3) 前号イからエまでに掲げる設備は，専ら当該ユニット型指定短期入所療養介護事

業所の用に供するものでなければならない。ただし，利用者に対する指定短期入所

療養介護の提供に支障がない場合は，この限りでない。 

(4) 第２号ア（イ）の共同生活室は，医療法施行規則第２１条の４において準用する

同令第２１条第３号に規定する食堂とみなす。 

(5) 前各号に規定するもののほか，療養病床を有する診療所であるユニット型指定短

期入所療養介護事業所は，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける

こととする。 

４ 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は，

法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院に

関するものに限る。）を有することとする。 

 第２１１条中第９項を第１０項とし，第８項を第９項とし，第７項の次に次の１項を

加える。 

８ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，次

に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに，その結

果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

 第２１６条中第６項を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加

える。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業所の管理者は，ユニット型施設の管理等に係

る研修を受講するよう努めなければならない。 

 第２１７条中第２号を削り，第３号を第２号とする。 

 第２２０条に次の１項を加える。 

１０ 次の各号に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号ア及び第



２項第２号アの規定の適用については，これらの規定中「１」とあるのは，「０．

９」とする。 

(1) 第２３９条において準用する第１６８条の２に規定する委員会において，利用者

の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関す

る次に掲げる事項について必要な検討を行い，及び当該事項の実施を定期的に確認

していること。 

ア 利用者の安全及びケアの質の確保  

イ 特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

ウ 緊急時の体制整備 

エ 業務の効率化，介護サービスの質の向上等に資する機器（次号において「介護

機器」という。）の定期的な点検 

オ 特定施設従業者に対する研修 

(2) 介護機器を複数種類活用していること。 

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため，特

定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。 

(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組によ

る介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。 

第２２１条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第２３０条の次に次の１条を加える。 

（口腔衛生の管理） 

第２３０条の２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，利用者の口腔の健康の保持を

図り，自立した日常生活を営むことができるよう，口腔衛生の管理体制を整備し，各

利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。 

 第２３６条中第２項を第７項とし，第１項の次に次の５項を加える。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，前項の規定に基づき協力医療機関を定める

に当たっては，次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければな

らない。 

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制



を，常時確保していること。 

(2) 当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において

診療を行う体制を，常時確保していること。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，１年に１回以上，協力医療機関との間で，

利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに，協力医療機関の名称等を，

当該指定特定施設入居者生活介護事業者に係る指定を行った市長に届け出なければな

らない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定

指定医療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で，新興

感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症，同条第８項に規定する

指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生

時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

５ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，協力医療機関が第２種協定指定医療機関で

ある場合においては，当該第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症の発生時等

の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，利用者が協力医療機関その他の医療機関に

入院した後に，当該利用者の病状が軽快し，退院が可能となった場合においては，再

び当該指定特定施設に速やかに入居させることができるように努めなければならない。 

第２３７条に次の１項を加える。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，その事業の運営に当たっては，提供した指

定特定施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に関して，市町村等が派遣する

者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなけ

ればならない。 

第２３８条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定による」

に改め，同項第８号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」

に改め，同項第９号中「までに規定する」を「までの規定による」に改める。 

 第２３９条中「及び第１６１条」を「，第１６１条及び第１６８条の２」に改める。 



 第２４３条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第２４９条第２項第２号から第５号までの規定中「に規定する」を「の規定による」

に改め，同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」

に改め，同項第７号から第１０号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改

め，同項第１１号中「までに規定する」を「までの規定による」に改める。 

 第２５２条第１項中「介護保険法施行令」を「介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号）」に改める。 

第２５３条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第２５６条第１項中「指定福祉用具賃与」を「指定福祉用具貸与」に改める。 

 第２５７条第１項中第６号を第９号とし，第５号を第８号とし，第４号を第５号とし，

同号の次に次の２号を加える。 

(6) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはならな

いこと。 

(7) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

 第２５７条第１項中第３号を第４号とし，第２号を第３号とし，第１号の次に次の１

号を加える。 

(2) 法第８条第１２項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条第１３項に

規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具（以下「対象福祉用具」とい

う。）に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては，利用者が指定福祉用具貸与又

は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った

上で，利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに，医師，理学療

法士，作業療法士，言語聴覚士，居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サ

ービス等（法第８条第２４項に規定する指定居宅サービス等をいう。）の担当者そ

の他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ，提案を行うこと。 

第２５８条第１項中「内容」の次に「，福祉用具貸与計画の実施状況の把握（以下こ

の条において「モニタリング」という。）を行う時期」を加え，同条中第６項を第８項



とし，同条第５項中「福祉用具貸与計画の作成後，当該福祉用具貸与計画の実施状況の

把握を行い」を「モニタリングの結果を踏まえ」に改め，同項を同条第７項とし，同条

第４項の次に次の２項を加える。 

５ 福祉用具専門相談員は，福祉用具貸与計画の作成後，モニタリングを行うものとす

る。ただし，対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては，福祉用具貸

与計画に基づくサービス提供の開始時から６月以内に少なくとも１回モニタリングを

行い，その継続の必要性について検討を行うものとする。 

６ 福祉用具専門相談員は，モニタリングの結果を記録し，当該記録をサービスの提供

に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告しなければならな

い。 

 第２６３条第１項中「認められる重要事項」の次に「（以下この条において単に「重

要事項」という。）」を加え，同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に，

「同項」を「前項」に改め，同条中第３項を第４項とし，第２項の次に次の１項を加え

る。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は，原則として，重要事項をウェブサイトに掲載しなけれ

ばならない。 

 第２６４条第２項第８号中「までに規定する」を「までの規定による」に改め，同号

を同項第９号とし，同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同号を同

項第８号とし，同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採

った」に改め，同号を同項第７号とし，同項第５号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め，同号を同項第６号とし，同項第４号中「に規定する」を「の規定による」

に改め，同号を同項第５号とし，同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改

め，同号を同項第４号とし，同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め，

同号を同項第３号とし，同項第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 第２５７条第１項第７号の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第２６７条中「第２６４条第２項第２号中」の次に「「第２５７条第１項第７号」と

あるのは「第２６７条において準用する第２５７条第１項第７号」と，同項第３号中」



を加え，「同項第３号から第７号」を「同項第４号から第８号」に，「同項第８号」を

「同項第９号」に改める。 

第２７０条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第２７５条第１項中第４号を第８号とし，第３号を第４号とし，同号の次に次の３号

を加える。 

 (5) 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては，利用者等からの

要請等に応じて，販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに，必

要な場合は，使用方法の指導，修理等を行うよう努めること。 

(6) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはな

らないこと。 

(7) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

第２７５条第１項中第２号を第３号とし，第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては，利用者が指定福

祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な

説明を行った上で，利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに，

医師，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，居宅サービス計画の原案に位置付け

た指定居宅サービス等（法第８条第２４項に規定する指定居宅サービス等をい

う。）の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ，提案を

行うこと。 

 第２７６条に次の１項を加える。 

５ 福祉用具専門相談員は，対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっ

ては，特定福祉用具販売計画の作成後，当該特定福祉用具販売計画に記載した目標の

達成状況の確認を行うものとする。 

 第２７７条第２項第２号及び第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同

項第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同号を同項第８号とし，同項第

６号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」に改め，同号を



同項第７号とし，同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同号を同項

第６号とし，同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同号を同項第５

号とし，同項第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 第２７５条第１項第７号の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第２７８条中「第２６１条及び第２６３条第３項」を「第２６０条及び第２６１条」

に改める。 

第２７９条第１項中「（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供され

るものをいう。）」を削る。 

第２条 岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を次のように改正する。 

第６７条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第７３条第１項中第５号を第７号とし，第４号を第６号とし，第３号を第５号とし，

第２号の次に次の２号を加える。 

 (3) 指定訪問看護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはならないこ

と。 

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

第８０条第２項第９号中「までに規定する」を「までの規定による」に改め，同号を

同項第１０号とし，同項第８号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を

「採った」に改め，同号を同項第９号とし，同項第７号中「に規定する」を「の規定に

よる」に改め，同号を同項第８号とし，同項第６号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め，同号を同項第７号とし，同項第５号中「に規定する」を「の規定による」

に改め，同号を同項第６号とし，同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改

め，同号を同項第５号とし，同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め，

同号を同項第４号とし，同項第２号の次に次の１号を加える。 



 (3) 第７３条第１項第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第８３条第３項中「第８１条第１項に規定する人員」を「第８１条第１項から第３項

までに規定する人員」に，「第１項に規定する基準」を「前３項に規定する基準」に改

め，同項を同条第４項とし，同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 指定訪問リハビリテーション事業所が法第７２条第１項の規定により法第４１条第

１項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場

合については，岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基

準を定める条例（平成２４年市条例第８８号。以下「介護老人保健施設基準条例」と

いう。）第５条又は岡山市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準

を定める条例（平成３０年市条例第２７号。以下「介護医療院基準条例」という。）

第５条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。 

 第８７条第１項中第５号を第７号とし，第４号を第６号とし，第３号を第５号とし，

第２号の次に次の２号を加える。 

(3) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行っ

てはならないこと。 

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

 第８８条第５項中「第４項」を「第５項」に改め，同項を同条第６項とし，同条中第

４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 医師及び理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士は，リハビリテーションを受けて

いた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハビリテーション計画の作成に当たっ

ては，当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により，当該利用者

に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。 

 第９０条第２項第７号中「までに規定する」を「までの規定による」に改め，同号を

同項第８号とし，同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を



「採った」に改め，同号を同項第７号とし，同項第５号中「に規定する」を「の規定に

よる」に改め，同号を同項第６号とし，同項第４号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め，同号を同項第５号とし，同項第３号中「に規定する」を「の規定による」

に改め，同号を同項第４号とし，同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改

め，同号を同項第３号とし，同項第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 第８７条第１項第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第９７条第１項中第７号を第９号とし，第４号から第６号までを２号ずつ繰り下げ，

第３号の次に次の２号を加える。 

(4) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはな

らないこと。 

(5) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

第９７条第２項中第７号を第９号とし，第３号から第６号までを２号ずつ繰り下げ，

第２号の次に次の２号を加える。 

(3) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはな

らないこと。 

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

第９７条第３項中第４号を第６号とし，第３号を第５号とし，第２号の次に次の２号

を加える。 

(3) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはな

らないこと。 

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 



 第９９条第２項第６号中「までに規定する」を「までの規定による」に改め，同号を

同項第７号とし，同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を

「採った」に改め，同号を同項第６号とし，同項第４号中「に規定する」を「の規定に

よる」に改め，同号を同項第５号とし，同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め，同号を同項第４号とし，同項第２号中「に規定する」を「の規定による」

に改め，同号を同項第３号とし，同項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改

め，同号を同項第２号とし，同号の前に次の１号を加える。 

(1) 第９７条第１項第５号，第２項第４号及び第３項第４号の規定による身体的拘束

等の態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記

録 

第１３９条第４項中「第３項」を「第４項」に，「前３項」を「前各項」に改め，同

項を同条第５項とし，同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定通所リハビリテーション事業所が法第７２条第１項の規定により法第４１条第

１項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場

合については，介護老人保健施設基準条例第５条又は介護医療院基準条例第５条に規

定する人員に関する基準を満たすことをもって，前項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

第１４２条第１項第３号を削り，同項第４号中「指定通所リハビリテーション事業者

は，」を削り，同号を同項第３号とし，同項第５号中「指定通所リハビリテーション事

業者は，」を「前号の」に改め，同号を同項第４号とし，同項中第６号を第５号とし，

同号の次に次の１号を加える。 

 (6) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては，常に利用者の病状，心身の状

況及びその置かれている環境の的確な把握に努め，利用者に対し適切な理学療法，

作業療法その他必要なリハビリテーションを提供すること。特に，認知症である要

介護者に対しては，必要に応じ，その特性に対応したサービス提供ができる体制を

整えること。 

第１４３条第６項中「第４項」を「第５項」に改め，同項を同条第７項とし，同条中

第５項を第６項とし，第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 



４ 医師等の従業者は，リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者

に係る通所リハビリテーション計画の作成に当たっては，当該医療機関が作成したリ

ハビリテーション実施計画書等により，当該利用者に係るリハビリテーションの情報

を把握しなければならない。 

 第１４７条第２項第２号中「第１４２条第１項第５号に規定する」を「第１４２条第

１項第４号の規定による」に改め，同項第３号から第５号までの規定中「に規定する」

を「の規定による」に改め，同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に，「と

った」を「採った」に改め，同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め，

同項第８号中「までに規定する」を「までの規定による」に改める。 

 第１９３条第１項第１号中「岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運

営に関する基準を定める条例（平成２４年市条例第８８号）」を「介護老人保健施設基

準条例」に改め，同項第４号中「岡山市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に

関する基準を定める条例（平成３０年市条例第２７号）」を「介護医療院基準条例」に

改める。 

（岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例（令和３年市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２項及び附則第３項を次のように改める。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和９年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市指定居宅サービス等

の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」とい

う。）第３条第４項（新条例第９３条第１項に規定する指定居宅療養管理指導事業者

に適用される場合に限る。）及び第４０条の２（新条例第１００条において準用する

場合に限る。）の規定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるの

は，「講ずるよう努めなければ」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和９年３月３１日までの間，新条例第３２条の２（新条例第１００条において準



用する場合に限る。）の規定の適用については，同条中「講じなければ」とあるのは

「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努め

なければ」と，「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当

該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を

定める条例第８条第２項第２号，第２５６条第１項及び第２７９条第１項の改正規定 

公布の日 

(2) 第２条の規定 令和６年６月１日 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ 令和７年３月３１日までの間，第１条の規定による改正後の岡山市指定居宅サービス

等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」とい

う。）第３４条第３項（新条例第４２条の３，第４７条，第６０条，第６４条，第８１

条，第９１条，第１００条，第１１５条，第１１７条，第１３７条，第１４８条，第１

７０条（新条例第１８３条において準用する場合を含む。），第１８３条の３，第１９

０条，第２０６条（新条例第２１８条において準用する場合を含む。），第２３９条及

び第２５０条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，同項中「指定

訪問介護事業者は，原則として，重要事項をウェブサイトに掲載しなければならな

い。」とあるのは「削除」と，新条例第２６３条第３項（新条例第２６７条及び第２７

８条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，同項中「指定福祉用具

貸与事業者は，原則として，重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」と

あるのは「削除」とする。 

（身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

３ 令和７年３月３１日までの間，新条例第１５７条第６項（新条例第１８３条の３及び

第１９０条において準用する場合を含む。），第１７６条第８項，第１９６条第６項及

び第２１１条第８項の規定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とある



のは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置に係る経過措置） 

４ 令和９年３月３１日までの間，新条例第１６８条の２（新条例第１８３条，第１８３

条の３，第１９０条，第２０６条（新条例第２１８条において準用する場合を含む。）

及び第２３９条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，同条中「し

なければ」とあるのは，「するよう努めなければ」とする。 

（口腔衛生の管理に係る経過措置） 

５ 令和９年３月３１日までの間，新条例第２３０条の２の規定の適用については，同条

中「行わなければ」とあるのは，「行うよう努めなければ」とする。 

 

 

提案理由 

 指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第

３７号）の一部改正に伴い，協力医療機関との連携に関し必要な事項を定める等のため，

関係条例の一部を改正しようとするものである。 



 

甲 第 ４ ２ 号 議 案 

   岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例 

 岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条

例（平成２４年市条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第５項第５号中「第６７条」を「第６７条第１項」に改め，同項中第１１号を削

り，第１２号を第１１号とし，同条第６項ただし書中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所」を「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」に，「施設」を「敷地」

に改める。 

 第７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第９条第２項第２号中「磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法

により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記

録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第２０５条

第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

第２４条第１項中第９号を第１１号とし，第８号を第１０号とし，第７号の次に次の２

号を加える。 

 (8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては，当該利用者又は他の



 

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束そ

の他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはなら

ないこと。 

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

第３５条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」とい 

う。）」を加え，同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に，「同項」を 

「前項」に改め，同条に次の１項を加える。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，原則として，重要事項をウェブサ

イトに掲載しなければならない。 

第４３条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同項第９号中「ま

でに規定する」を「までの規定による」に改め，同号を同項第１０号とし，同項第８号中

「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」に改め，同号を同項第９

号とし，同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同号を同項第８号とし，

同項第６号中「に規定する従業者の」を「の規定による」に改め，同号を同項第７号とし，

同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同号を同項第６号とし，同項中

第４号を第５号とし，第３号を第４号とし，第２号の次に次の１号を加える。 

 (3) 第２４条第１項第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第４４条第２項中「第４３条第２項第３号及び第４号」を「前条第２項第４号及び第５

号」に改める。 

 第４８条第３項ただし書中「夜間対応型訪問介護事業所」を「指定夜間対応型訪問介護

事業所」に改め，同条第４項中第１１号を削り，第１２号を第１１号とし，同条第５項た

だし書及び第６項中「夜間対応型訪問介護事業所」を「指定夜間対応型訪問介護事業所」

に改める。 

 第４９条ただし書中「同一敷地内の」を削る。 

第５２条第１項中第７号を第９号とし，第６号を第８号とし，第５号を第７号とし，第

４号の次に次の２号を加える。 



 

 (5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはなら

ないこと。 

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

第６０条第２項第７号中「までに規定する」を「までの規定による」に改め，同号を同

項第８号とし，同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採っ

た」に改め，同号を同項第７号とし，同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に

改め，同号を同項第６号とし，同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め，

同号を同項第５号とし，同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同号を

同項第４号とし，同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同号を同項第

３号とし，同項第１号の次に次の１号を加える。 

 (2) 第５２条第１項第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第６１条の４第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第６１条の９第１項第５号中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下 

「身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改める。 

第６１条の１９第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め，同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採っ

た」に改め，同項第９号中「までに規定する」を「までの規定による」に改める。 

 第６１条の２４第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第６１条の３０第１項中第３号から第５号までを削り，第６号を第３号とし，第７号を

第４号とし，第８号を第５号とし，同項に次の３号を加える。 

 (6) 指定療養通所介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護技術

をもってサービスの提供を行うこと。 

 (7) 指定療養通所介護事業者は，利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供

することができるよう，利用者の主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者

等との密接な連携を図り，サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十



 

分に図ること。 

 (8) 指定療養通所介護事業者は，常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ，相談援

助等の生活指導，生活機能の改善又は維持のための機能訓練その他必要なサービスを

利用者の希望を踏まえて適切に提供すること。 

 第６１条の３７第２項第２号中「第６１条の３０第１項第７号に規定する」を「第６１

条の３０第１項第４号の規定による」に改め，同項第４号から第６号までの規定中「に規

定する」を「の規定による」に改め，同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に，

「とった」を「採った」に改め，同項第８号中「に規定する」を「の規定による」に改め，

同項第１０号中「までに規定する」を「までの規定による」に改める。 

 第６４条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第６７条第２項中「指定介護療養型医療施設」を「健康保険法等の一部を改正する法律

（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定による改正前の介護保険法第４８条第１項第

３号に規定する指定介護療養型医療施設」に改める。 

 第６８条第１項中「同一敷地内にある」を削る。 

 第７３条第１項中「及び次条」を削る。 

第８１条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改

め，同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」に改め，

同項第９号中「までに規定する」を「までの規定による」に改める。 

 第８４条第６項の表当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のい

ずれかが併設されている場合の項中「，指定介護療養型医療施設（医療法第７条第２項第

４号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。）」を削る。 

 第８５条第１項ただし書を次のように改める。 

ただし，指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は，当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し，又は他の事業所，施設等の職務に従

事することができるものとする。 

第８５条第３項中「第１１４条」の次に「，第１９４条第３項」を加える。 

 第９４条第７号イ中「小規模多機能型居宅介護従業者」を「介護職員」に改め，同号イ

を同号ウとし，同号アを同号イとし，同号にアとして次のように加える。 



 

ア  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに，その結

果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

第１０８条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置） 

第１０８条の２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所における業務の効率化，介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資す

る取組の促進を図るため，当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安

全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委

員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催し

なければならない。 

第１０９条第２項第３号及び第５号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改め，同項第８号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採

った」に改め，同項第９号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同項第１０号中

「までに規定する」を「までの規定による」に改める。 

 第１１３条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指定小規模

多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」を削る。 

 第１２３条ただし書中「これらの事業所，施設等が同一敷地内にあること等により」を

削る。 

 第１２７条中第３項を第８項とし，第２項を第７項とし，第１項の次に次の５項を加え

る。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，前項の規定に基づき協力医療機関を定める

に当たっては，次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければなら

ない。 

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を，

常時確保していること。 

(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において



 

診療を行う体制を，常時確保していること。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，１年に１回以上，協力医療機関との間で，

利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに，協力医療機関の名称等を，

当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出なけれ

ばならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指

定医療機関（以下「第２種協定指定医療機関」という。）との間で，新興感染症（同条

第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症，同条第８項に規定する指定感染症又は

同条第９項に規定する新感染症をいう。以下同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよ

うに努めなければならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，協力医療機関が第２種協定指定医療機関で

ある場合においては，当該第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症の発生時等の

対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者が協力医療機関その他の医療機関に

入院した後に，当該利用者の病状が軽快し，退院が可能となった場合においては，再び

当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居させることができるように努

めなければならない。 

第１２９条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に

改め，同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」に改

め，同項第９号中「までに規定する」を「までの規定による」に改める。 

 第１３０条中「及び第１０６条」を「，第１０６条及び第１０８条の２」に改める。 

 第１３２条第７項中第２号を削り，第３号を第２号とし，同条に次の１項を加える。 

１１ 次の各号に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号アの規定の

適用については，当該規定中「１」とあるのは，「０．９」とする。 

(1) 第１５１条において準用する第１０８条の２に規定する委員会において，利用者の

安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関する次

に掲げる事項について必要な検討を行い，及び当該事項の実施を定期的に確認してい



 

ること。 

 ア 利用者の安全及びケアの質の確保 

 イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

 ウ 緊急時の体制整備 

エ 業務の効率化，介護サービスの質の向上等に資する機器（次号において「介護機

器」という。）の定期的な点検 

オ 地域密着型特定施設従業者に対する研修 

(2) 介護機器を複数種類活用していること。 

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため，地域

密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。 

(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組による

介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。 

 第１３３条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第１４９条中第２項を第７項とし，第１項の次に次の５項を加える。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，前項の規定に基づき協力医療機関

を定めるに当たっては，次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなけ

ればならない。 

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を，

常時確保していること。 

(2) 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合

において診療を行う体制を，常時確保していること。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，１年に１回以上，協力医療機関と

の間で，利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに，協力医療機関の名

称等を，当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定を行った市町村

長に届け出なければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，第２種協定指定医療機関との間で，

新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，協力医療機関が第２種協定指定医



 

療機関である場合においては，当該第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症の発

生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，利用者が協力医療機関その他の医

療機関に入院した後に，当該利用者の病状が軽快し，退院が可能となった場合において

は，再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居させることができるように努めな

ければならない。 

第１５０条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に

改め，同項第８号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」に改

め，同項第１０号中「までに規定する」を「までの規定による」に改める。 

 第１５１条中「及び第１０１条」を「，第１０１条及び第１０８条の２」に改める。 

 第１５３条第８項第３号中「若しくは」を「又は」に改め，「又は介護支援専門員（指

定介護療養型医療施設の場合に限る。）」を削る。 

 第１６７条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て，当該医師及び当該

協力医療機関」を加え，同条に次の１項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，前項の医師及び協力医療機関の協力を得て，１

年に１回以上，緊急時等における対応方法の見直しを行い，必要に応じて緊急時等にお

ける対応方法の変更を行わなければならない。 

 第１６８条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第１６９条第５号中「に規定する」を「の規定による」に，「を記録する」を「の記録

を行う」に改め，同条第６号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採

った」に，「記録する」を「の記録を行う」に改め，同条第７号中「に規定する」を「の

規定による」に，「を記録する」を「の記録を行う」に改める。 

 第１７４条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め，同条第１項中「入院治療を必要

とする入所者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるため」に，「協力病院」を

「次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす協力医療機関にあ

っては，病院に限る。）」に改め，同項に次のただし書及び各号を加える。 

ただし，複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満

たすこととしても差し支えない。 



 

 (1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を，

常時確保していること。 

(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療

を行う体制を，常時確保していること。 

(3) 入所者の病状が急変した場合等において，当該指定地域密着型介護老人福祉施設の

医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い，入院を要すると認めら

れた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

第１７４条中第２項を第６項とし，第１項の次に次の４項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，１年に１回以上，協力医療機関との間で，入所

者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに，協力医療機関の名称等を，当該

指定地域密着型介護老人福祉施設に係る指定を行った市町村長に届け出なければならな

い。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症

の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，協力医療機関が第２種協定指定医療機関である

場合においては，当該第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症の発生時等の対応

について協議を行わなければならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院

した後に，当該入所者の病状が軽快し，退院が可能となった場合においては，再び当該

指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるように努めなけれ

ばならない。 

第１７８条第２項第２号から第４号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に

改め，同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」に改

め，同項第６号及び第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同項第９号中

「までに規定する」を「までの規定による」に改める。 

 第１７９条中「及び第６１条の１７第１項から第４項まで」を「，第６１条の１７第１

項から第４項まで及び第１０８条の２」に改める。 

 第１８９条中第６項を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加え



 

る。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は，ユニット型施設の管理等に

係る研修を受講するよう努めなければならない。 

 第１９１条中「第６１条の１７第１項から第４項まで」の次に「，第１０８条の２」を

加える。 

第１９２条中「第１７条の１０」を「第１７条の１２」に改める。 

 第１９３条第７項中第４号を削り，第５号を第４号とする。 

 第１９４条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは当該指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所に併設する前条第７項各号に掲げる施設等」を削る。 

 第１９９条第１号中「療養上の管理の下で」を「当該利用者の居宅において，又はサー

ビスの拠点に通わせ，若しくは短期間宿泊させ，日常生活上の世話及び機能訓練並びに療

養上の世話又は必要な診療の補助を」に改め，同条第７号イ中「その他の従業者」を削り，

同号イを同号ウとし，同号アを同号イとし，同号にアとして次のように加える。 

ア  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに，その結

果について，看護小規模多機能型居宅介護従業者に周知徹底を図ること。 

第２０３条第２項第３号及び第６号から第８号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改め，同項第９号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採

った」に改め，同項第１０号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同項第１２号

中「までに規定する」を「までの規定による」に改める。 

 第２０４条中「及び第１０８条」を「，第１０８条及び第１０８条の２」に改める。 

第２０５条第１項中「（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう。）」を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，第９条第２項第２号，第１９

２条及び第２０５条第１項の改正規定は，公布の日から施行する。 



 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ 令和７年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市指定地域密着型サービ

スの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」とい

う。）第３５条第３項（新条例第６１条，第６１条の２０，第６１条の２０の３，第６

１条の３８，第８２条，第１１０条，第１３０条，第１５１条，第１７９条，第１９１

条及び第２０４条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，同項中

「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，原則として，重要事項をウェブサ

イトに掲載しなければならない。」とあるのは，「削除」とする。 

 （身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

３ 令和７年３月３１日までの間，新条例第９４条第７号ア及び第１９９条第７号アの規

定の適用については，新条例第９４条第７号及び第１９９条第７号中「講じなければ」

とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

 （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置に係る経過措置） 

４ 令和９年３月３１日までの間，新条例第１０８条の２（新条例第１３０条，第１５１

条，第１７９条，第１９１条及び第２０４条において準用する場合を含む。）の規定の

適用については，同条中「しなければ」とあるのは，「するよう努めなければ」とする。 

 （協力医療機関との連携に関する経過措置） 

５ 令和９年３月３１日までの間，新条例第１７４条第１項（新条例第１９１条において

準用する場合を含む。）の規定の適用については，同項中「定めておかなければ」とあ

るのは，「定めておくよう努めなければ」とする。 

 

 

提案理由 

指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労

働省令第３４号）の一部改正に伴い，協力医療機関との連携に関し必要な事項を定める等

のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 

 



甲 第 ４ ３ 号 議 案 

   岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条 

   例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条 

   例の一部を改正する条例 

 岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成２

６年市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「が３５」を「（当該指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業

者の指定を併せて受け，又は法第１１５条の２３第３項の規定により地域包括支援センタ

ーの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて，当該指定居宅介護支援事業

所において指定介護予防支援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。以

下この項及び第１６条第２６号において同じ。）を行う場合にあっては，当該事業所にお

ける指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の数

に３分の１を乗じた数を加えた数。次項において同じ。）が４４」に改め，同条に次の１

項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず，指定居宅介護支援事業所が，公益社団法人国民健康保険中

央会（昭和３４年１月１日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立された法人

をいう。）が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者

等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報

処理システムを利用し，かつ，事務職員を配置している場合における第１項に規定する



員数の基準は，利用者の数が４９又はその端数を増すごとに１とする。 

第６条第３項第２号中「同一敷地内にある」を削る。 

第７条第２項中「あらかじめ」の次に「，利用者又はその家族に対し」を加え，「，前

６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうち

に訪問介護，通所介護，福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪

問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合，前

６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けら

れた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サ

ービス事業者によって提供されたものが占める割合」を削り，同条第８項を同条第９項と

し，同条第７項中「第４項」を「第５項」に改め，同項を同条第８項とし，同条第６項中

「第４項第１号」を「第５項第１号」に改め，同項を同条第７項とし，同条第５項を同条

第６項とし，同条第４項中「第６項」を「第８項」に改め，同項第２号中「磁気ディスク，

シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこ

とができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第３４条第１項において同じ。）に係る記録媒体をい

う。）」に改め，同項を同条第５項とし，同条第３項を同条第４項とし，同条第２項の次

に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援の提供の開始に際し，あらかじめ，利

用者又はその家族に対し，前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された

居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護，通所介護，福祉用具貸与及び地域密着型通

所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅

サービス計画の数が占める割合及び前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作

成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定

居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占め

る割合につき説明を行い，理解を得るよう努めなければならない。 

第１６条第２号の次に次の２号を加える。 

(2)の２ 指定居宅介護支援の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又



は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その他利用者の行動

を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

(2)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

第１６条第１３号の２中「医師若しくは歯科医師」を「医師等」に改め，同条第１４号

ア中「，利用者の居宅を訪問し」を削り，同号中イをウとし，アの次に次のように加える。 

イ アの規定による面接は，利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし，

次のいずれにも該当する場合であって，少なくとも２月に１回，利用者の居宅を訪

問し，利用者に面接するときは，利用者の居宅を訪問しない月においては，テレビ

電話装置等を活用して，利用者に面接することができるものとする。 

   (ｱ) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて，文書により利用者の同

意を得ていること。 

   (ｲ) サービス担当者会議等において，次に掲げる事項について主治の医師，担当者

その他の関係者の合意を得ていること。 

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。 

    ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 

    ｃ 介護支援専門員が，テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握でき

ない情報について，担当者から提供を受けること。 

第１６条第２６号中「基づき，」の次に「地域包括支援センターの設置者である」を加

える。 

 第２５条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」とい

う。）」を加え，同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に，「同項」を

「前項」に改め，同条に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は，原則として，重要事項をウェブサイトに掲載しなければ

ならない。 

第３２条第２項第２号に次のように加える。 

エ 第１６条第１４号に規定するモニタリングの結果の記録 

第３２条第２項第３号を次のように改める。 



(3) 第１６条第２号の３の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第３２条第２項第４号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改

め，同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」に改め，

同項第８号中「第１３条に規定する」を「第１３条第１項及び第２項の規定による」に改

める。 

第３４条第１項中「（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，第７条第４項第２号及び第３

４条第１項の改正規定は，公布の日から施行する。 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ 令和７年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第２５条

第３項（新条例第３３条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，同

項中「指定居宅介護支援事業者は，原則として，重要事項をウェブサイトに掲載しなけ

ればならない。」とあるのは，「削除」とする。 

 

 

提案理由 

 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８

号）の一部改正に伴い，テレビ電話装置等を活用したモニタリングに関する要件を定める

等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ ４ 号 議 案 

   岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める 

条例の一部を改正する条例 

 岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２４年市条例第８７号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１０項中「第８６号」の次に「。以下「指定地域密着型サービス基準条例」と

いう。」を加え，同条に次の３項を加える。 

１１ 指定介護老人福祉施設（離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第１項の規

定により指定された離島振興対策実施地域又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特

別措置法（令和３年法律第１９号）第２条第２項の規定により公示された過疎地域に所

在し，かつ，入所定員が３０人の指定介護老人福祉施設に限る。以下この条において同

じ。）に岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成２４年市条例第８５号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。）

第１５０条第１項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は岡山市指定介護予防サー

ビス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第９０号。以

下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第１３３条第１項に規定する指定介

護予防短期入所生活介護事業所（以下この項及び次項において「指定短期入所生活介護



事業所等」という。）が併設される場合においては，当該指定短期入所生活介護事業所

等の医師については，当該指定介護老人福祉施設の医師により当該指定短期入所生活介

護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは，これを置かない

ことができる。 

１２ 指定介護老人福祉施設に指定居宅サービス等基準条例第１０２条第１項に規定する

指定通所介護事業所，指定短期入所生活介護事業所等，指定地域密着型サービス基準条

例第６１条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所，指定地域密着型サー

ビス基準条例第６３条第１項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う

事業所又は岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例（平成２４年市条例第９１号）第５条第１項に規定する併設型指定

介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては，当該

併設される事業所の生活相談員，栄養士又は機能訓練指導員については，当該指定介護

老人福祉施設の生活相談員，栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該

事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは，これを置かないことがで

きる。 

１３ 指定介護老人福祉施設に指定地域密着型サービス基準条例第８４条第１項に規定す

る指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型サービス基準条例第１９３条

第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合においては，

当該指定介護老人福祉施設の介護支援専門員については，当該併設される事業所の介護

支援専門員により当該指定介護老人福祉施設の入所者の処遇が適切に行われると認めら

れるときは，これを置かないことができる。 

第７条第２項第２号中「磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法

により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記

録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第５６条第

１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

第２５条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て，当該医師及び当該協



力医療機関」を加え，同条に次の１項を加える。 

２ 指定介護老人福祉施設は，前項の医師及び協力医療機関の協力を得て，１年に１回以

上，緊急時等における対応方法の見直しを行い，必要に応じて緊急時等における対応方

法の変更を行わなければならない。 

第２６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第３４条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め，同条第１項中「入院治療を必要と

する入所者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるため」に，「協力病院」を「次

の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす協力医療機関にあって

は，病院に限る。）」に改め，同項に次のただし書及び各号を加える。 

  ただし，複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満

たすこととしても差し支えない。 

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を，

常時確保していること。 

(2) 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制

を，常時確保していること。 

(3) 入所者の病状が急変した場合等において，当該指定介護老人福祉施設の医師又は協

力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い，入院を要すると認められた入所者

の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

第３４条中第２項を第６項とし，第１項の次に次の４項を加える。 

２ 指定介護老人福祉施設は，１年に１回以上，協力医療機関との間で，入所者の病状が

急変した場合等の対応を確認するとともに，協力医療機関の名称等を，当該指定介護老

人福祉施設に係る指定を行った市長に届け出なければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指定医療機関（次

項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で，新興感染症（同条第７項

に規定する新型インフルエンザ等感染症，同条第８項に規定する指定感染症又は同条第

９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決める

ように努めなければならない。 



４ 指定介護老人福祉施設は，協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合におい

ては，当該第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症の発生時等の対応について協

議を行わなければならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は，入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に，

当該入所者の病状が軽快し，退院が可能となった場合においては，再び当該指定介護老

人福祉施設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。 

第３５条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改め，「重要事項」の次に「（以

下この条において単に「重要事項」という。）」を加え，同条第２項中「前項に規定する

事項」を「重要事項」に，「同項」を「前項」に改め，同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護老人福祉施設は，原則として，重要事項をウェブサイトに掲載しなければな

らない。 

第４１条の２の次に次の１条を加える。 

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置） 

第４１条の３ 指定介護老人福祉施設は，当該指定介護老人福祉施設における業務の効率

化，介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため，当

該指定介護老人福祉施設における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

第４３条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改

め，同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」に改め，

同項第８号中「までに規定する」を「までの規定による」に改める。 

第５３条第２項第４号中「岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関

する基準等を定める条例（平成２４年市条例第８５号）」を「指定居宅サービス等基準条

例」に，「岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（平成２４年市条例第９０号）」を「指定介護予防サービス等基準条例」に改め，同条中

第６項を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 



５ ユニット型指定介護老人福祉施設の管理者は，ユニット型施設の管理等に係る研修を

受講するよう努めなければならない。 

第５６条第１項中「（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，第７条第２項第２号及び第５

６条第１項の改正規定は，公布の日から施行する。 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ 令和７年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市指定介護老人福祉施設

の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第３５

条第３項（新条例第５５条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，

同項中「指定介護老人福祉施設は，原則として，重要事項をウェブサイトに掲載しなけ

ればならない。」とあるのは，「削除」とする。 

（協力医療機関との連携に関する経過措置） 

３ 令和９年３月３１日までの間，新条例第３４条第１項（新条例第５５条において準用

する場合を含む。）の規定の適用については，同項中「定めておかなければ」とあるの

は，「定めておくよう努めなければ」とする。 

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置に係る経過措置） 

４ 令和９年３月３１日までの間，新条例第４１条の３（新条例第５５条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，同条中「しなければ」とあるのは，「する

よう努めなければ」とする。 

 

 

提案理由 

 指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３９



号）の一部改正に伴い，協力医療機関との連携に関し必要な事項を定める等のため，本条

例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ ５ 号 議 案 

   岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定 

める条例の一部を改正する条例 

岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例 

（平成２４年市条例第８８号）の一部を次のように改正する。 

第５条第６項第３号中「若しくは」を「又は」に改め，「又は介護支援専門員（健康保

険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規

定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定による改正前の法第４８

条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設の場合に限る。）」を削る。 

第８条第２項第２号中「磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法 

により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記

録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第５６条第

１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

 第２０条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改める。 

第２７条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第３５条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め，同条第１項中「協力病院」を「次

の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす協力医療機関にあって



は，病院に限る。）」に改め，同項に次のただし書及び各号を加える。 

ただし，複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満

たすこととしても差し支えない。 

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を，

常時確保していること。 

(2) 当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を，

常時確保していること。 

(3) 入所者の病状が急変した場合等において，当該介護老人保健施設の医師又は協力医

療機関その他の医療機関の医師が診療を行い，入院を要すると認められた入所者の入

院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

第３５条中第２項を第６項とし，第１項の次に次の４項を加える。 

２ 介護老人保健施設は，１年に１回以上，協力医療機関との間で，入所者の病状が急変

した場合等の対応を確認するとともに，協力医療機関の名称等を，当該介護老人保健施

設に係る許可を行った市長に届け出なければならない。 

３ 介護老人保健施設は，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平

成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指定医療機関（次項に

おいて「第２種協定指定医療機関」という。）との間で，新興感染症（同条第７項に規

定する新型インフルエンザ等感染症，同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項

に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう

に努めなければならない。 

４ 介護老人保健施設は，協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合においては，

当該第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症の発生時等の対応について協議を行

わなければならない。 

５ 介護老人保健施設は，入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に，当該

入所者の病状が軽快し，退院が可能となった場合においては，再び当該介護老人保健施

設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。 

第３６条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改め，「重要事項」の次に「（以

下この条において単に「重要事項」という。）」を加え，同条第２項中「前項に規定する



事項」を「重要事項」に，「同項」を「前項」に改め，同条に次の１項を加える。 

３ 介護老人保健施設は，原則として，重要事項をウェブサイトに掲載しなければならな

い。 

第４１条の２の次に次の１条を加える。 

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置） 

第４１条の３ 介護老人保健施設は，当該介護老人保健施設における業務の効率化，介護

サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため，当該介護老

人保健施設における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。）を定期的に開催しなければならない。 

第４３条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改

め，同項第８号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」に改め，

同項第９号中「までに規定する」を「までの規定による」に改める。 

第５３条中第６項を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型介護老人保健施設の管理者は，ユニット型施設の管理等に係る研修を受講

するよう努めなければならない。 

第５６条第１項中「（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること 

ができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）」を削る。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，第８条第２項第２号及び第５

６条第１項の改正規定は，公布の日から施行する。 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ 令和７年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市介護老人保健施設の人

員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第

３６条第３項（新条例第５５条において準用する場合を含む。）の規定の適用について



は，同項中「介護老人保健施設は，原則として，重要事項をウェブサイトに掲載しなけ

ればならない。」とあるのは，「削除」とする。 

（協力医療機関との連携に関する経過措置） 

３ 令和９年３月３１日までの間，新条例第３５条第１項（新条例第５５条において準用

する場合を含む。）の規定の適用については，同項中「定めておかなければ」とあるの

は，「定めておくよう努めなければ」とする。 

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置に係る経過措置） 

４ 令和９年３月３１日までの間，新条例第４１条の３（新条例第５５条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，同条中「しなければ」とあるのは，「する

よう努めなければ」とする。 

 

 

提案理由 

 介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準（平成１１年厚生省令

第４０号）の一部改正に伴い，協力医療機関との連携に関し必要な事項を定める等のため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 

 

 



甲 第 ４ ６ 号 議 案 

   岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定める 

条例を廃止する条例の制定について 

 岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定める条例を廃止

する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定める 

条例を廃止する条例 

 岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２４年市条例第８９号）は，廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による廃止前の岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関す

る基準を定める条例（以下「廃止条例」という。）第１６条及び第４８条の規定による

利用料等の受領並びに廃止条例第１７条（廃止条例第５６条において準用する場合を含

む。）の規定によるサービス提供証明書の交付であって，この条例の施行の際現に受領

し，又は交付していないものについては，なお従前の例による。 

３ 廃止条例第４２条第２項（廃止条例第５６条において準用する場合を含む。）の記録

であって，この条例の施行の際現に同項に規定する保存の期間が終了していないものに

ついては，なお従前の例による。 

 



 

提案理由 

 介護保険法の規定による指定介護療養型医療施設の設置に関する経過措置期間の終了に

伴い，同施設に係る人員，設備及び運営に関する基準を廃止するため，本条例を廃止しよ

うとするものである。 



甲 第 ４ ７ 号 議 案 

   岡山市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条 

例の一部を改正する条例 

 岡山市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成３

０年市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第８条第２項第２号中「磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法 

により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記

録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第５６条第

１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

 第２０条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改める。 

第２７条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第３５条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め，同条第１項中「協力病院」を「次

の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす協力医療機関にあって

は，病院に限る。）」に改め，同項に次のただし書及び各号を加える。 

  ただし，複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満

たすこととしても差し支えない。 

 (1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を，



常時確保していること。 

(2) 当該介護医療院からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を，常時確

保していること。 

(3) 入所者の病状が急変した場合等において，当該介護医療院の医師又は協力医療機関

その他の医療機関の医師が診療を行い，入院を要すると認められた入所者の入院を原

則として受け入れる体制を確保していること。 

第３５条中第２項を第６項とし，第１項の次に次の４項を加える。 

２ 介護医療院は，１年に１回以上，協力医療機関との間で，入所者の病状が急変した場

合等の対応を確認するとともに，協力医療機関の名称等を，当該介護医療院に係る許可

を行った市長に届け出なければならない。 

３ 介護医療院は，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０

年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指定医療機関（次項において

「第２種協定指定医療機関」という。）との間で，新興感染症（同条第７項に規定する

新型インフルエンザ等感染症，同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定

する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努め

なければならない。 

４ 介護医療院は，協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合においては，当該

第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症の発生時等の対応について協議を行わな

ければならない。 

５ 介護医療院は，入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に，当該入所者

の病状が軽快し，退院が可能となった場合においては，再び当該介護医療院に速やかに

入所させることができるように努めなければならない。 

第３６条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改め，「重要事項」の次に「（以

下この条において単に「重要事項」という。）」を加え，同条第２項中「前項に規定する

事項」を「重要事項」に，「同項」を「前項」に改め，同条に次の１項を加える。 

３ 介護医療院は，原則として，重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。 

第４１条の２の次に次の１条を加える。 

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討



するための委員会の設置） 

第４１条の３ 介護医療院は，当該介護医療院における業務の効率化，介護サービスの質

の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため，当該介護医療院における

入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討す

るための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期

的に開催しなければならない。 

第５３条中第６項を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型介護医療院の管理者は，ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよ

う努めなければならない。 

第５６条第１項中「（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること 

ができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，第８条第２項第２号及び第５

６条第１項の改正規定は，公布の日から施行する。 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ 令和７年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市介護医療院の人員，施 

設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第３６条 

第３項（新条例第５５条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，同 

項中「介護医療院は，原則として，重要事項をウェブサイトに掲載しなければならな 

い。」とあるのは，「削除」とする。 

（協力医療機関との連携に関する経過措置） 

３ 令和９年３月３１日までの間，新条例第３５条第１項（新条例第５５条において準用

する場合を含む。）の規定の適用については，同項中「定めておかなければ」とあるの

は，「定めておくよう努めなければ」とする。 

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置に係る経過措置） 



４ 令和９年３月３１日までの間，新条例第４１条の３（新条例第５５条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，同条中「しなければ」とあるのは，「する

よう努めなければ」とする。 

 

 

提案理由 

 介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準（平成３０年厚生労働省令第

５号）の一部改正に伴い，協力医療機関との連携に関し必要な事項を定める等のため，本

条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ ８ 号 議 案 

   岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例等の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例等の一部を

改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例等の一部を改正する条例 

（岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部

改正） 

第１条 岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（平成２４年市条例第９０号）の一部を次のように改正する。 

 第５０条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第５１条の２第２項第２号中「磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体

（電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。第２７０条第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 



第５５条の４第１項中「認められる重要事項」の次に「（以下この条において単に

「重要事項」という。）」を加え，同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事

項」に，「同項」を「前項」に改め，同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，原則として，重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。 

第５６条第２項第２号から第５号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に

改め，同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」に

改め，同項第７号中「までに規定する」を「までの規定による」に改め，同号を同項第

８号とし，同項第６号の次に次の１号を加える。 

 (7) 第５９条第１項第９号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行

為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間，その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第５９条第１項第１２号中「第１０号」を「第１２号」に改め，同号を同項第１４号

とし，同項中第８号から第１１号までを２号ずつ繰り下げ，第７号の次に次の２号を加

える。 

(8) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行って

はならないこと。 

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

 第６１条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第６３条中「第５６条第２項第２号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第

６３条」と，同項第７号」を「第５６条第２項第８号」に改める。 

第８８条第１号中「第５条」を「第５条第１項」に改め，「担当職員」の次に「及び

同条第２項に規定する介護支援専門員」を，「指定介護予防サービス等をいう」の次に

「。第２５４条第４号及び第２６８条第３号において同じ」を加え，「家族が」を「家

族（以下この号において「利用者等」という。）が」に，「当該利用者又はその家族」

を「当該利用者等」に改める。 



第１２２条第１項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為」を「身体的拘

束等」に改める。 

 第１３４条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第１４０条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に

掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに，その結

果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

第１４３条第２項中「担当職員」の次に「及び同条第２項に規定する介護支援専門

員」を加え，「利用者等」を「利用者」に，「前項各号」を「同項各号」に改める。 

第１４４条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会の設置） 

第１４４条の２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，当該指定介護予防短期入所

生活介護事業所における業務の効率化，介護サービスの質の向上その他の生産性の向

上に資する取組の促進を図るため，当該指定介護予防短期入所生活介護事業所におけ

る利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催しなければならない。 

 第１４５条第２項第２号から第５号までの規定中「に規定する」を「の規定による」

に改め，同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」

に改め，同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同項第８号中「まで

に規定する」を「までの規定による」に改める。 

 第１６１条中第６項を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加



える。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は，ユニット型施設の管

理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

第１７１条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第１７７条第１項第２号を削り，同項第３号中「（前号に該当するものを除く。）」

を削り，同号を同項第２号とし，同項第４号中「前２号」を「前号」に改め，「及び入

院患者」を削り，同号を同項第３号とし，同項第５号を同項第４号とする。 

 第１７８条第１項第２号を削り，同項第３号中「（指定介護療養型医療施設であるも

のを除く。）」を削り，同号を同項第２号とし，同項中第４号を第３号とし，第５号を

第４号とし，同条第２項中「第３号及び第４号」を「第２号及び第３号」に，「前項

に」を「同項に」に改める。 

 第１７９条中「，診療所」を「又は診療所」に改め，「又は病院の老人性認知症疾患

療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第１項の規定により

なおその効力を有するものとされた介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第

４条第２項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。）」を削る。 

 第１８１条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に

掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに，その結

果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

 第１８３条第２号中「若しくは」を「又は」に改め，「又は老人性認知症疾患療養病

棟を有する病院」及び「又は老人性認知症疾患療養病棟」を削る。 

 第１８４条第２項第２号から第５号までの規定中「に規定する」を「の規定による」

に改め，同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」



に改め，同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同項第８号中「まで

に規定する」を「までの規定による」に改める。 

 第１８５条中「及び第１４４条」を「，第１４４条及び第１４４条の２」に改める。 

 第１９５条第１項中「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業」を「介護老

人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業」に，「次のとおり

とする」を「法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニッ

ト型介護老人保健施設に関するものに限る。）を有することとする」に改め，同項各号

を削り，同条第２項中「第２０９条第１項に規定する設備」を「第２０９条第１項から

第４項までに規定する設備」に，「前項」を「前各項」に改め，同項を同条第５項とし，

同条第１項の次に次の３項を加える。 

２ 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設

備に関する基準は，次に掲げる設備を有することとする。 

(1) 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は，

ユニット及び浴室を有しなければならない。 

(2) 療養病床を有する病院であるユニット型介護予防指定短期入所療養介護事業所の

ユニット，廊下，機能訓練室及び浴室については，次の基準を満たさなければなら

ない。 

ア ユニット 

(ｱ) 病室 

ａ 一の病室の定員は，１人とすること。ただし，利用者への指定介護予防短

期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は，２人とすることができる

こと。 

ｂ 病室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの共同生活

室に近接して一体的に設けること。ただし，一のユニットの利用者の定員は，

原則としておおむね１０人以下とし，１５人を超えないものとすること。 

ｃ 一の病室の床面積等は，１０．６５平方メートル以上とすること。ただし，

ａただし書の場合にあっては，２１．３平方メートル以上とすること。 

ｄ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 



(ｲ) 共同生活室 

ａ 共同生活室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの利

用者が交流し，共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有

すること。 

ｂ 一の共同生活室の床面積は，２平方メートルに当該共同生活室が属するユ

ニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

ｃ 必要な設備及び備品を備えること。 

(ｳ) 洗面設備 

ａ 病室ごとに設けること，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

ｂ 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

(ｴ) 便所 

ａ 病室ごとに設けること，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

ｂ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに，身体の不自由な者が使用

するのに適したものとすること。 

イ 廊下幅 

１．８メートル以上とすること。ただし，中廊下の幅は，２．７メートル以上

とすること。 

ウ 機能訓練室 

内法による測定で４０平方メートル以上の床面積を有し，必要な器械及び器具

を備えること。 

エ 浴室 

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

(3) 前号イからエまでに掲げる設備は，専ら当該ユニット型指定介護予防短期入所療

養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし，利用者に対する指定

介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は，この限りでない。 

(4) 第２号ア（イ）の共同生活室は，医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０

号）第２１条第３号に規定する食堂とみなす。 

(5) 前各号に規定するもののほか，療養病床を有する病院であるユニット型指定介護



予防短期入所療養介護事業所は，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を

設けることとする。 

３ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の

設備に関する基準は，次に掲げる設備を有することとする。 

(1) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所

は，ユニット及び浴室を有しなければならない。 

(2) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所

のユニット，廊下，機能訓練室及び浴室については，次の基準を満たさなければな

らない。 

ア ユニット 

(ｱ) 病室 

ａ 一の病室の定員は，１人とすること。ただし，利用者への指定介護予防短

期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は，２人とすることができる

こと。 

ｂ 病室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの共同生活

室に近接して一体的に設けること。ただし，一のユニットの利用者の定員は，

原則としておおむね１０人以下とし，１５人を超えないものとすること。 

ｃ 一の病室の床面積等は，１０．６５平方メートル以上とすること。ただし，

ａただし書の場合にあっては，２１．３平方メートル以上とすること。 

ｄ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

(ｲ) 共同生活室 

ａ 共同生活室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの利

用者が交流し，共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有

すること。 

ｂ 一の共同生活室の床面積は，２平方メートルに当該共同生活室が属するユ

ニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

ｃ 必要な設備及び備品を備えること。 

(ｳ) 洗面設備 



ａ 病室ごとに設けること，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

ｂ 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

(ｴ) 便所 

ａ 病室ごとに設けること，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

ｂ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに，身体の不自由な者が使用

するのに適したものとすること。 

イ 廊下幅 

１．８メートル以上とすること。ただし，中廊下の幅は，２．７メートル以上

とすること。 

ウ 機能訓練室 

機能訓練を行うために十分な広さを有し，必要な器械及び器具を備えること。 

エ 浴室 

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

(3) 前号イからエまでに掲げる設備は，専ら当該ユニット型指定介護予防短期入所療

養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし，利用者に対する指定

介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は，この限りでない。 

(4) 第２号ア（イ）の共同生活室は，医療法施行規則第２１条の４において準用する

同令第２１条第３号に規定する食堂とみなす。 

(5) 前各号に規定するもののほか，療養病床を有する診療所であるユニット型指定介

護予防短期入所療養介護事業所は，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

を設けることとする。 

４ 介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する

基準は，法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護

医療院に関するものに限る。）を有することとする。 

 第１９８条中第６項を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加

える。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は，ユニット型施設の管

理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 



 第１９９条中第２号を削り，第３号を第２号とする。 

 第２０７条に次の１項を加える。 

１０ 次の各号に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号ア及び第

２項第２号アの規定の適用については，これらの規定中「１」とあるのは，「０．

９」とする。 

(1) 第２２１条において準用する第１４４条の２に規定する委員会において，利用者

の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関す

る次に掲げる事項について必要な検討を行い，及び当該事項の実施を定期的に確認

していること。 

ア 利用者の安全及びケアの質の確保  

イ 介護予防特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

ウ 緊急時の体制整備 

エ 業務の効率化，介護サービスの質の向上等に資する機器（次号において「介護

機器」という。）の定期的な点検 

オ 介護予防特定施設従業者に対する研修 

(2) 介護機器を複数種類活用していること。 

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため，介

護予防特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。 

(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組によ

り介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。 

第２０８条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第２１４条の次に次の１条を加える。 

（口腔衛生の管理） 

第２１４条の２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，利用者の口腔の健康

の保持を図り，自立した日常生活を営むことができるよう，口腔衛生の管理体制を整

備し，各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。 

 第２１８条中第２項を第７項とし，第１項の次に次の５項を加える。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，前項の規定に基づき協力医療機関



を定めるに当たっては，次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めな

ければならない。 

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制

を，常時確保していること。 

(2) 当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合

において診療を行う体制を，常時確保していること。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，１年に１回以上，協力医療機関と

の間で，利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに，協力医療機関の

名称等を，当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に係る指定を行った市長

に届け出なければならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第

２種協定指定医療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間

で，新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症，同条第８項に

規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同

じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

５ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，協力医療機関が第２種協定指定医

療機関である場合においては，当該第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症の

発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，利用者が協力医療機関その他の医

療機関に入院した後に，当該利用者の病状が軽快し，退院が可能となった場合におい

ては，再び当該指定介護予防特定施設に速やかに入居させることができるように努め

なければならない。 

 第２２０条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定による」

に改め，同項第８号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」

に改め，同項第９号中「までに規定する」を「までの規定による」に改める。 

 第２２１条中「第５５条の４から」の次に「第５５条の８まで，第５５条の１０か

ら」を加え，「（第５５条の９第２項を除く。）」を削り，「及び第１４３条の２」を



「，第１４３条の２及び第１４４条の２」に改め，「第５５条の２の２第２項，」の次

に「第５５条の４第１項並びに」を加え，「並びに第５５条の４第１項」を削り，「同

項」を「第５５条の４第１項」に改める。 

第２３２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第２３７条第２項第２号から第４号までの規定中「に規定する」を「の規定による」

に改め，同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」

に改め，同項第６号から第１０号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改

め，同項第１１号中「までに規定する」を「までの規定による」に改める。 

 第２３８条中「第５５条の４から」の次に「第５５条の８まで，第５５条の１０か

ら」を加え，「（第５５条の９第２項を除く。）」を削り，「，第２１３条から第２１

５条まで」を「から第２１４条まで，第２１５条」に，「第５５条の５第１項及び第２

項」を「第５５条の６」に改める。 

 第２４２条第１項中「介護保険法施行令」の次に「（平成１０年政令第４１２号）」

を加える。 

 第２４３条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第２５０条第１項中「認められる重要事項」の次に「（以下この条において単に「重

要事項」という。）」を加え，同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に，

「同項」を「前項」に改め，同条中第３項を第４項とし，第２項の次に次の１項を加え

る。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，原則として，重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。 

第２５１条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同項第８号中

「までに規定する」を「までの規定による」に改め，同号を同項第９号とし，同項第７

号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同号を同項第８号とし，同項第６号中

「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」に改め，同号を同項第

７号とし，同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同号を同項第６号

とし，同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同号を同項第５号とし，

同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同号を同項第４号とし，同項



第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 第２５４条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第２５４条中第７号を第１０号とし，第６号を第７号とし，同号の次に次の２号を加

える。 

(8) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行って

はならないこと。 

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

 第２５４条中第５号を第６号とし，第４号を第５号とし，第３号の次に次の１号を加

える。 

(4) 法第８条の２第１０項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条第１１

項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具（以下「対象福祉用具」

という。）に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては，利用者が指定介

護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択できるこ

とについて十分な説明を行った上で，利用者の当該選択に当たって必要な情報を提

供するとともに，医師，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，介護予防サービス

計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見及

び利用者の身体の状況等を踏まえ，提案を行うこと。 

第２５５条第１項中「期間」の次に「，介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握

（以下この条において「モニタリング」という。）を行う時期」を加え，同条第５項中

「当該介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリン

グ」という。）」を「モニタリング」に改め，同項に次のただし書を加える。 

ただし，対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては，介護

予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から６月以内に少なくとも１回

モニタリングを行い，その継続の必要性について検討を行うものとする。 

 第２６０条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 



 第２６５条第２項第２号及び第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同

項第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同号を同項第８号とし，同項第

６号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」に改め，同号を

同項第７号とし，同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同号を同項

第６号とし，同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同号を同項第５

号とし，同項第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 第２６８条第８号の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第２６６条中「第２５０条第３項」を「第２５０条第４項」に改める。 

 第２６８条中第５号を第９号とし，第４号を第５号とし，同号の次に次の３号を加え

る。 

 (6) 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては，利用者

等からの要請等に応じて，販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとと

もに，必要な場合は，使用方法の指導，修理等を行うよう努めるものとする。 

(7) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行

ってはならない。 

(8) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

第２６８条中第３号を第４号とし，第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては，利用者

が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択

できることについて十分な説明を行った上で，利用者の当該選択に当たって必要な

情報を提供するとともに，医師，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，介護予防

サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者

の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ，提案を行うものとする。 

 第２６９条に次の１項を加える。 

５ 福祉用具専門相談員は，対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供



に当たっては，特定介護予防福祉用具販売計画の作成後，当該特定介護予防福祉用具

販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。 

 第２７０条第１項中「（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供され

るものをいう。）」を削る。 

第２条 岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

一部を次のように改正する。 

 第６６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第７５条第２項第９号中「までに規定する」を「までの規定による」に改め，同号を

同項第１０号とし，同項第８号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を

「採った」に改め，同号を同項第９号とし，同項第７号中「に規定する」を「の規定に

よる」に改め，同号を同項第８号とし，同項第６号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め，同号を同項第７号とし，同項第５号中「に規定する」を「の規定による」

に改め，同号を同項第６号とし，同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改

め，同号を同項第５号とし，同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め，

同号を同項第４号とし，同項第２号の次に次の１号を加える。 

 (3) 第７８条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第７８条第１５号中「及び第１０号」を「，第９号及び第１２号」に改め，同号を同

条第１７号とし，同条第１４号中「第１２号」を「第１４号」に改め，同号を同条第１

６号とし，同条中第８号から第１３号までを２号ずつ繰り下げ，第７号の次に次の２号

を加える。 

 (8) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはな

らないこと。 

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 



第７９条第４項中「前条第１５号」を「前条第１７号」に改める。 

 第８１条第３項中「第８３条第１項に規定する人員」を「第８３条第１項から第３項

までに規定する人員」に，「，第１項」を「，前３項」に改め，同項を同条第４項とし，

同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が法第１１５条の１１の規定により準

用される法第７２条第１項の規定により法第５３条第１項本文の指定があったものと

みなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については，岡山市介護老人

保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成２４年市

条例第８８号。以下「介護老人保健施設基準条例」という。）第５条又は岡山市介護

医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成３０年市条

例第２７号。以下「介護医療院基準条例」という。）第５条に規定する人員に関する

基準を満たすことをもって，前項に規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。 

第８５条第２項第７号中「までに規定する」を「までの規定による」に改め，同号を

同項第８号とし，同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を

「採った」に改め，同号を同項第７号とし，同項第５号中「に規定する」を「の規定に

よる」に改め，同号を同項第６号とし，同項第４号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め，同号を同項第５号とし，同項第３号中「に規定する」を「の規定による」

に改め，同号を同項第４号とし，同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改

め，同号を同項第３号とし，同項第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 第８８条第１１号の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第８８条第１４号中「第１２号」を「第１５号」に改め，同号を同条第１７号とし，

同条中第９号から第１３号までを３号ずつ繰り下げ，第８号を第９号とし，同号の次に

次の２号を加える。 

(10) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては，当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘

束等を行ってはならないこと。 



(11) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

 第８８条中第７号を第８号とし，同条第６号中「第５号」を「第６号」に改め，同号

を同条第７号とし，同条中第５号を第６号とし，第４号の次に次の１号を加える。 

 (5) 医師及び理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士は，リハビリテーションを受け

ていた医療機関から退院した利用者に係る介護予防訪問リハビリテーション計画の

作成に当たっては，当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等によ

り，当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならないこと。 

 第９４条第２項第６号中「までに規定する」を「までの規定による」に改め，同号を

同項第７号とし，同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を

「採った」に改め，同号を同項第６号とし，同項第４号中「に規定する」を「の規定に

よる」に改め，同号を同項第５号とし，同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め，同号を同項第４号とし，同項第２号中「に規定する」を「の規定による」

に改め，同号を同項第３号とし，同項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改

め，同号を同項第２号とし，同項に第１号として次の１号を加える。 

(1) 第９７条第１項第４号，第２項第４号及び第３項第４号の規定による身体的拘束

等の態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記

録 

 第９７条第１項中第７号を第９号とし，第４号から第６号までを２号ずつ繰り下げ，

同項第３号中「前号」を「第２号」に改め，同号を同項第５号とし，同項第２号の次に

次の２号を加える。 

(3) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行

ってはならないこと。 

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

第９７条第２項中第７号を第９号とし，第３号から第６号までを２号ずつ繰り下げ，

第２号の次に次の２号を加える。 



(3) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行

ってはならない。 

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

第９７条第３項中第４号を第６号とし，第３号を第５号とし，第２号の次に次の２号

を加える。 

(3) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行

ってはならない。 

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第１２０条第４項中「第３項」を「第４項」に，「前３項」を「前各項」に改め，同

項を同条第５項とし，同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が法第１１５条の１１の規定により準

用される法第７２条第１項の規定により法第５３条第１項本文の指定があったものと

みなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については，介護老人保健施

設基準条例第５条又は介護医療院基準条例第５条に規定する人員に関する基準を満た

すことをもって，前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

 第１２６条第２項第２号から第５号までの規定中「に規定する」を「の規定による」

に改め，同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」

に改め，同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め，同項第８号中「まで

に規定する」を「までの規定による」に改める。 

第１２９条第１３号中「第１１号」を「第１２号」に改め，同号を同条第１４号とし，

同条中第７号から第１２号までを１号ずつ繰り下げ，同条第６号中「第５号」を「第６

号」に改め，同号を同条第７号とし，同条中第５号を第６号とし，第４号の次に次の１

号を加える。 

(5) 医師等の従業者は，リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用



者に係る介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては，当該医療機関

が作成したリハビリテーション実施計画書等により，当該利用者に係るリハビリテ

ーションの情報を把握しなければならない。 

  第１７８条第１項第１号中「岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運

営に関する基準を定める条例（平成２４年市条例第８８号）」を「介護老人保健施設基

準条例」に改め，同項第４号中「岡山市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に

関する基準を定める条例（平成３０年市条例第２７号）」を「介護医療院基準条例」に

改める。 

（岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例の一部改正） 

第３条 岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例（令和３年市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２項及び附則第３項を次のように改める。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和９年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市指定介護予防サービ

ス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第

３条第４項（新条例第９０条第１項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者

に適用される場合に限る。）及び第５５条の１０の２（新条例第９５条において準用

する場合に限る。）の規定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とあ

るのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和９年３月３１日までの間，新条例第５５条の２の２（新条例第９５条において

準用する場合に限る。）の規定の適用については，同条中「講じなければ」とあるの

は「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努

めなければ」と，「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とす



る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当

該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１条中岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例第５１条の２第２項第２号及び第２７０条第１項の改正規定 公布の日 

 (2) 第２条の規定 令和６年６月１日  

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ 令和７年３月３１日までの間，第１条の規定による改正後の岡山市指定介護予防サー

ビス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第５

５条の４第３項（新条例第６３条，第７６条，第８６条，第９５条，第１２７条，第１

４６条（新条例第１６３条において準用する場合を含む。），第１６８条の３，第１７

５条，第１８５条（新条例第２００条において準用する場合を含む。），第２２１条及

び第２３８条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，同項中「指定

介護予防訪問入浴介護事業者は，原則として，重要事項をウェブサイトに掲載しなけれ

ばならない。」とあるのは「削除」と，新条例第２５０条第３項（新条例第２５７条及

び第２６６条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，同項中「指定

介護予防福祉用具貸与事業者は，原則として，重要事項をウェブサイトに掲載しなけれ

ばならない。」とあるのは「削除」とする。 

（身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

３ 令和７年３月３１日までの間，新条例第１４０条第３項（新条例第１６３条，第１６

８条の３及び第１７５条において準用する場合を含む。）及び第１８１条第３項（新条

例第２００条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，これらの規定

中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討



するための委員会の設置に係る経過措置） 

４ 令和９年３月３１日までの間，新条例第１４４条の２（新条例第１６３条，第１６８

条の３，第１７５条，第１８５条（新条例第２００条において準用する場合を含む。）

及び第２２１条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，同条中「し

なければ」とあるのは，「するよう努めなければ」とする。 

（口腔衛生の管理に係る経過措置） 

５ 令和９年３月３１日までの間，新条例第２１４条の２の規定の適用については，同条

中「行わなければ」とあるのは，「行うよう努めなければ」とする。 

 

 

提案理由 

 指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５

号）の一部改正に伴い，協力医療機関との連携に関し必要な事項を定める等のため，関係

条例の一部を改正しようとするものである。 



 

甲 第 ４ ９ 号 議 案 

   岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例（平成２４年市条例第９１号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第９条第２項中「指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する法律（平成

１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するもの

とされた同法第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項第３号に規定する指定介護

療養型医療施設をいう。第４５条第６項において同じ。）」を「健康保険法等の一部を改

正する法律（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項

第３号に規定する指定介護療養型医療施設」に改める。 

 第１０条第１項中「同一敷地内にある」を削る。 

 第１１条第２項第２号中「磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方



 

法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的

記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第９２条

第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

 第３３条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」とい

う。）」を加え，同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に，「同項」を

「前項」に改め，同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，原則として，重要事項をウェブサイト

に掲載しなければならない。 

 第４１条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改

め，同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」に改め，

同項第９号中「までに規定する」を「までの規定による」に改める。 

 第４５条第６項の表当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施 

設等のいずれかが併設されている場合の項中「，指定介護療養型医療施設（医療法第７条

第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。）」を削る。 

 第４６条第１項ただし書を次のように改める。 

ただし，指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は，当

該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し，又は他の事業所，

施設等の職務に従事することができるものとする。 

 第５４条第３項第２号中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」を「介護職員」に

改め，同号を同項第３号とし，同項中第１号を第２号とし，同号の前に次の１号を加える。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに，その結果に

ついて，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 第６４条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置） 

第６４条の２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，当該指定介護予防小規模



 

多機能型居宅介護事業所における業務の効率化，介護サービスの質の向上その他の生産

性の向上に資する取組の促進を図るため，当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催しなければならない。 

 第６５条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改

め，同項第８号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」に改め，

同項第１０号中「までに規定する」を「までの規定による」に改める。 

 第７３条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指定小規模多

機能型居宅介護事業所」を削る。 

 第８０条ただし書中「これらの事業所，施設等が同一敷地内にあること等により」を削

る。 

 第８４条中第３項を第８項とし，第２項を第７項とし，第１項の次に次の５項を加える。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，前項の規定に基づき協力医療機関

を定めるに当たっては，次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなけ

ればならない。 

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を，

常時確保していること。 

(2) 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場合

において診療を行う体制を，常時確保していること。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，１年に１回以上，協力医療機関と

の間で，利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに，協力医療機関の名

称等を，当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定を行った市町村

長に届け出なければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２

種協定指定医療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で，

新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症，同条第８項に規定す



 

る指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生

時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，協力医療機関が第２種協定指定医

療機関である場合においては，当該第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症の発

生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者が協力医療機関その他の医

療機関に入院した後に，当該利用者の病状が軽快し，退院が可能となった場合において

は，再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入所させること

ができるように努めなければならない。 

 第８６条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改

め，同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に，「とった」を「採った」に改め，

同項第９号中「までに規定する」を「までの規定による」に改める。 

 第８７条中「及び第６２条」を「，第６２条及び第６４条の２」に改める。 

 第９２条第１項中「（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）」を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，第１１条第２項第２号及び第

９２条第１項の改正規定は，公布の日から施行する。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ 令和７年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（以下「新条例」と

いう。）第３３条第３項（新条例第６６条及び第８７条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については，同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，

原則として，重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは，「削

除」とする。 



 

 （身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

３ 令和７年３月３１日までの間，新条例第５４条第３項第１号の規定の適用については，

同項中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

 （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置に係る経過措置） 

４ 令和９年３月３１日までの間，新条例第６４条の２（新条例第８７条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，同条中「しなければ」とあるのは，「する

よう努めなければ」とする。 

 

 

提案理由 

 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚

生労働省令第３６号）の一部改正に伴い，協力医療機関との連携に関し必要な事項を定め

る等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ５ ０ 号 議 案 

岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等 

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の 

一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を次

のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等 

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の 

一部を改正する条例 

 岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２６年市条例第３２

号）の一部を次のように改正する。 

第４条第３項中「第８条の２第１８項」を「第８条の２第１６項」に改める。 

第５条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者である指定介

護予防支援事業者」に改め，「（以下「指定介護予防支援事業所」という。）」を削り，

同条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は，当該指定に係る事業所ご

とに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を置か

なければならない。 

第６条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所（以下「指定介

護予防支援事業所」という。）」に改め，同条第２項中「前項に規定する」を「地域包括



支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者が前項の規定により置く」に改め，

同条に次の２項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項の規定により置く管

理者は，介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６第１号

イ（３）に規定する主任介護支援専門員（以下この項において「主任介護支援専門員」

という。）でなければならない。ただし，主任介護支援専門員の確保が著しく困難であ

る等やむを得ない理由がある場合については，介護支援専門員（主任介護支援専門員を

除く。）を第１項に規定する管理者とすることができる。 

４ 前項の管理者は，専らその職務に従事する者でなければならない。ただし，次に掲げ

る場合は，この限りでない。 

(1) 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する

場合 

(2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介護予防支援事業所

の管理に支障がない場合に限る。） 

第７条第２項中「あらかじめ」の次に「，利用者又はその家族に対し」を加え，同条第

３項中「担当職員」の次に「（指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の

場合にあっては介護支援専門員。以下この章及び次章において同じ。）」を加え，同条第

４項中「第６項」を「第７項」に改め，同項第２号中「磁気ディスク，シー・ディー・ロ

ムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を

「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。第３６条第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

第１３条に次の２項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は，前項の利用料のほか，利

用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定介護予防支援

を行う場合には，それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は，前項に規定する費用の額

に係るサービスの提供に当たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サ



ービスの内容及び費用について説明を行い，利用者の同意を得なければならない。 

第１４条中「前条」を「前条第１項」に改める。 

第１５条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者である指定

介護予防支援事業者」に改め，同条第１号中「（平成１１年厚生省令第３６号）」を削り，

同条第４号中「規定」の次に「（第３３条第２９号の規定を除く。）」を加える。 

第２４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」とい

う。）」を加え，同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に，「同項」を

「前項」に改め，同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防支援事業者は，原則として，重要事項をウェブサイトに掲載しなければ

ならない。 

第３１条第２項第７号中「第１３条に規定する」を「第１３条第１項及び第２項の規定

による」に改め，同号を同項第８号とし，同項第６号中「に規定する」を「の規定によ

る」に，「とった」を「採った」に改め，同号を同項第７号とし，同項第５号中「に規定

する」を「の規定による」に改め，同号を同項第６号とし，同項第４号中「に規定する」

を「の規定による」に改め，同号を同項第５号とし，同項第３号中「に規定する」を「の

規定による」に改め，同号を同項第４号とし，同項第２号エ中「に規定する」を「の規定

による」に改め，同号を同項第３号とし，同項第１号を同項第２号とし，同号の前に次の

１号を加える。 

(1) 第３３条第２号の３の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（第３３条第２号の２及び第２号の３において「身体的拘束等」という。）の態様及

び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第３３条第２号の次に次の２号を加える。 

(2)の２ 指定介護予防支援の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはならな

いこと。 

(2)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

第３３条第１６号中「第１３号」を「第１４号」に改め，同号ア中「及びサービスの評



価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは，利用者の居宅を訪

問し」を削り，同号ウを同号オとし，同号イ中「訪問しない月」の次に「（イただし書の

規定によりテレビ電話装置等を活用して利用者に面接する月を除く。）」を加え，同号イ

を同号エとし，同号アの次に次のように加える。 

  イ アの規定による面接は，利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし，

次のいずれにも該当する場合であって，サービスの提供を開始する月の翌月から起

算して３月ごとの期間（以下この号において単に「期間」という。）について，少

なくとも連続する２期間に１回，利用者の居宅を訪問し，面接するときは，利用者

の居宅を訪問しない期間において，テレビ電話装置等を活用して，利用者に面接す

ることができる。 

   (ｱ) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて，文書により利用者の同

意を得ていること。 

   (ｲ) サービス担当者会議等において，次に掲げる事項について主治の医師，担当者

その他の関係者の合意を得ていること。 

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。 

    ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 

ｃ 担当職員が，テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情

報について，担当者から提供を受けること。 

  ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があったときは，

利用者の居宅を訪問し，利用者に面接すること。 

第３３条に次の１号を加える。 

(29) 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は，法第１１５条の３０

の２第１項の規定により市町村長から情報の提供を求められた場合には，その求めに

応じなければならない。 

第３５条中「第１３条」を「第１３条第１項」に改める。 

 第３６条第１項中「（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）」を削る。 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，第４条第３項及び第７条第４

項の改正規定，第３３条第１６号の改正規定（「第１３号」を「第１４号」に改める部

分に限る。）並びに第３６条第１項の改正規定は，公布の日から施行する。 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ 令和７年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第２４条第３項（新条例

第３５条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，同項中「指定介護

予防支援事業者は，原則として，重要事項をウェブサイトに掲載しなければならな

い。」とあるのは，「削除」とする。 

 

 

提案理由 

 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号）の一部改正

に伴い，テレビ電話装置等を活用したモニタリングに関する要件を定める等のため，本条

例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ５ １ 号 議 案 

   岡山市幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こ

ども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認

定の要件を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こ 

ども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例 

 岡山市幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認

定の要件を定める条例（平成３０年市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「，文部科学大臣及び厚生労働大臣」を「及び文部科学大臣」に改める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第２項

及び第４項の規定に基づき内閣総理大臣，文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の

設備及び運営に関する基準（平成２６年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第２号）の

一部改正に伴い，所要の措置を講ずるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ５ ２ 号 議 案 

   岡山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の制定について 

 岡山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 岡山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年市条例

第１２１号）の一部を次のように改正する。 

第２５条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）の

一部改正に伴い，所要の措置を講ずるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ５ ３ 号 議 案 

   岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年市条例第１２２号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第２項中「利用している法第１９条第１号」を「利用している同号」に，「の法

第１９条第１号」を「の同号」に改め，同条第３項中「利用している法第１９条第２号」

を「利用している同条第２号」に，「の法第１９条第２号」を「の同条第２号」に改める。 

第１５条第１項第２号中「同条第１１項」を「同条第１０項」に改め，同項第４号中

「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

第２３条の見出しを「（掲示等）」に改め，同条中「しなければならない」を「すると

ともに，電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを

目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい，放送又は有線放送に該

当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない」に改める。 

第３５条第２項中「利用している法第１９条第２号」を「利用している同条第２号」に

改め，同条第３項中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども」とあるのは「法第１９条第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども」と，「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前



子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「法第１９条第２号に掲げる小学校就学

前子どもの区分に係る利用定員の総数」を「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同号又は同条第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第３６条第２項中「利用している法第１９条第１号」を「利用している同条第１号」に

改め，同条第３項中「第６条第２項中」の次に「「特定教育・保育施設（認定こども園又

は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特

別利用教育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。）」と，」を加え，

「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに」を「同号に掲げる小学校就学前子ど

もに」に，「法第１９条第１号又は」を「同条第１号又は」に，「第１３条第２項」を

「「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「同条第

１号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と，第１３条第２項」に

改める。 

第３９条第２項中「の法第１９条第３号」を「の同号」に改める。 

第４４条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

第４８条中「の定員」を削る。 

第５１条第３項中「法第１９条第１号又は」を「同条第１号又は」に，「「法第２０条

第４項」を「「同号」とあるのは「法第１９条第３号」と，「法第２０条第４項」に改め

る。 

 第５２条第２項中「法第１９条第３号」を「同条第３号」に改める。 

 第５３条第２項第２号中「磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方

法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的

記録に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

   附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，第６条第２項及び第３項，第１

５条第１項第２号及び第４号，第３５条第２項及び第３項，第３６条第２項及び第３項，

第３９条第２項，第４４条，第４８条，第５１条第３項，第５２条第２項並びに第５３条

第２項第２号の改正規定は，公布の日から施行する。 



 

 

提案理由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運

営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部改正に伴い，特定教育・保育施設

等における重要事項を自動公衆送信により公衆の閲覧に供する義務を定める等のため，本

条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ５ ４ 号 議 案 

   岡山市立認定こども園条例等の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立認定こども園条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市立認定こども園条例等の一部を改正する条例 

（岡山市立認定こども園条例の一部改正） 

第１条 岡山市立認定こども園条例（平成２７年市条例第２２号）の一部を次のように改

正する。 

第４条の表岡山市千種認定こども園の項の次に次のように加える。 

岡山市政田開成認定こども園 岡山市東区政津９６１番地１９ 

第４条の表岡山市甲浦認定こども園の項の次に次のように加える。 

岡山市浦安芳泉認定こども園 岡山市南区浦安本町５１番地３ 

（岡山市立保育所条例の一部改正） 

第２条 岡山市立保育所条例（昭和３９年市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表岡山市乙多見保育園の項から岡山市財田保育園の項まで，岡山市金岡保育

園の項及び岡山市豊保育園の項を削る。 

（岡山市立学校条例の一部改正） 

第３条 岡山市立学校条例（昭和３９年市条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

第１条第１号の表岡山市立大元幼稚園の項，岡山市立平津幼稚園の項，岡山市立財田

幼稚園の項，岡山市立西大寺南幼稚園の項，岡山市立開成幼稚園の項，岡山市立豊幼稚

園の項，岡山市立政田幼稚園の項，岡山市立浦安幼稚園の項及び岡山市立芳泉幼稚園の

項を削る。 

附 則 



 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

岡山市政田開成認定こども園及び岡山市浦安芳泉認定こども園を設置するとともに，岡

山市乙多見保育園ほか４園及び岡山市立大元幼稚園ほか８園を廃止するため，関係条例の

一部を改正しようとするものである。 

 



甲 第 ５ ５ 号 議 案 

   岡山市児童遊園地条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市児童遊園地条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市児童遊園地条例の一部を改正する条例 

 岡山市児童遊園地条例（昭和４８年市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１に次のように加える。 

久保第３遊園地 岡山市東区久保 

江尻第３遊園地 岡山市東区瀬戸町江尻 

久保第４遊園地 岡山市東区久保 

彦崎第８遊園地 岡山市南区彦崎 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 久保第３遊園地ほか３遊園地を設置するため，本条例の一部を改正しようとするもので

ある。 



甲 第 ５ ６ 号 議 案 

   岡山市開発行為の許可基準等に関する条例を廃止する条例の制定について 

 岡山市開発行為の許可基準等に関する条例を廃止する条例を次のように制定するものと

する。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市開発行為の許可基準等に関する条例を廃止する条例 

 岡山市開発行為の許可基準等に関する条例（平成１３年市条例第４４号）は，廃止する。 

   附 則 

１ この条例は，令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前にされた都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第

１項，第３５条の２第１項，第４２条第１項ただし書及び第４３条第１項本文の許可の

申請であって，同日において許可又は不許可の処分がなされていないものについては，

なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

市街化調整区域における都市計画法第３４条第１１号の開発行為の許可基準を廃止する

ため，本条例を廃止しようとするものである。 



甲 第 ５ ７ 号 議 案 

   岡山市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市営住宅条例の一部を改正する条例 

 岡山市営住宅条例（平成９年市条例第５２号）の一部を次のように改正する。 

第５条第３項第３号イ中「第１０条第１項」の次に「又は第１０条の２」を，「におい

て」の次に「これらの規定を」を加える。 

附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正に伴い，所要の措

置を講ずるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 

 



甲 第 ５ ８ 号 議 案 

   岡山市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

 岡山市農業集落排水処理施設条例（平成２年市条例第３６号）の一部を次のように改正

する。 

 別表坂根地区農業集落排水処理施設の項及び塩納地区農業集落排水処理施設の項を削る。 

   附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 坂根地区農業集落排水処理施設及び塩納地区農業集落排水処理施設を廃止するため，本

条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ５ ９ 号 議 案 

   岡山市消防事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市消防事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市消防事務手数料条例の一部を改正する条例 

岡山市消防事務手数料条例（平成１２年市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

別表３の項（５）ア中「１，１８０，０００円」を「１，４５０，０００円」に改め，

同イ中「１，４１０，０００円」を「１，７２０，０００円」に改め，同ウ中「１，５９

０，０００円」を「１，９２０，０００円」に改め，同エ中「１，９５０，０００円」を

「２，３６０，０００円」に改め，同オ中「２，２７０，０００円」を「２，７４０，０

００円」に改め，同カ中「４，５５０，０００円」を「５，６４０，０００円」に改め， 

同キ中「５，８２０，０００円」を「７，２４０，０００円」に改め，同ク中「７，０７

０，０００円」を「８，７９０，０００円」に改め，同表３０の項（２）中「をいう。」

の次に「以下この項，」を，「金額」の次に「（当該移動式製造設備について液化石油ガ

ス法第３７条の４第１項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては，６，０

００円）」を加える。 

附 則 

この条例は，令和６年４月１日から施行し，改正後の岡山市消防事務手数料条例の規定

は，同日以後の申請に係るものについて適用する。 

 

 

提案理由 

 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い，消防法に基づく危険物の



貯蔵所の設置許可申請に対する審査の手数料の額を改める等のため，本条例の一部を改正

しようとするものである。 



甲 第 ６ ０ 号 議 案  

   岡山市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市火災予防条例の一部を改正する条例 

岡山市火災予防条例（昭和３７年市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第３５条第２項第３号エ中「をいう」の次に「。以下同じ」を加える。 

第３７条第１項第１号中「主要構造物」を「特定主要構造部（建築基準法第２条第９号

の２イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。）」に，「。主要構造部」を「，特

定主要構造部」に，「。その他の」を「，その他の」に改め，同項第２号中「主要構造

部」を「特定主要構造部」に改める。 

 第４０条第１項第１号中「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める。 

   附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 消防法施行令の一部改正に伴い，屋内消火栓設備及び自動火災報知設備に関する基準を

改める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ６ １ 号 議 案 

   岡山市立岡山後楽館中学校・高等学校授業料及び入学選抜手数料等徴収条例

の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立岡山後楽館中学校・高等学校授業料及び入学選抜手数料等徴収条例の一部を改

正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市立岡山後楽館中学校・高等学校授業料及び入学選抜手数料等徴収条例 

の一部を改正する条例 

 岡山市立岡山後楽館中学校・高等学校授業料及び入学選抜手数料等徴収条例（平成１０

年市条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「毎月」を「規則で定めるところにより」に改め，同条第２項及び第３

項を削る。 

   附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 岡山市立岡山後楽館高等学校の授業料の徴収方法及び納期限の定めを規則に委任するた

め，本条例の一部を改正しようとするものである。 


